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メソポタミアにおける
　　　　ジャージー・スタンダード石油

井　上　忠　勝

序

　筆者は先に「スタンダード石油の初期海外戦略」　（国民経済雑誌，第130巻第

2号，昭和49年8月）と題して，持株会社スタンダード石油会社（ニュージャ

ージー）に独占禁止法違反の判決が下った1911年ごろにいたるまでの，スタン

ダード石油の海外活動の展開過程を素描した。そして同稿では，スタンダード

石油の海外活動がまず第三者を介しての輸出からはじまったこと，次いで1880

年代中期におけるロシア石油業の勃興とヨーロッパ市場への進出を契機として，

イギリスやヨーロッパ大陸の各地に自己の販売組織を樹立したこと，さらに，

1890年代以降にお一けるスマトラ石油を根城とするロイアル・ダッチ社の台頭や，

東ヨーロッパ，メキシコ，その他における新油田や新油井の開発を契機として，

海外原油部門に食指を動かしはじめたことを論述した。しかし，この最後の方

向への動きのうち，その企てが具体化したのは1905年のルーマニアにおける

Romano・Americanaの設立にみられるだけであり，しかもその原油生産高も

まことに微々たるものであった。要するに，1911年の解体にいたるまでのスタ

ンダード石油の対外民間直接投資の主流をなしていたものは，海外石油販売部

門に対する投資であった。

　1911年，スタンダード石油会社（ニュージャージー）一以下ジャージー・

スタンダード社と呼ぶ一は，最高裁によって，その保有する傘下33社の株式

を放出することを命じられた。それらの中には，スタンダード石油会社（オハ



経済経営研究第25号（1I）

イオ），スタンダード石油会社（カルフォルニア），ニューヨーク・スタンダード

石油会社などが含まれていた。しかしこの判決によって，ジャージー・スタン

ダード社の傘下会社のすべてが同社からの分離を命じられたわけではなかった。

解体後も，ジャージー・スタンダード社がなお株式の過半数以上を保有してい

た会社の数は30社を上廻り，その中には，前記のRomano・Americanaを含め

　　　　　　　　　　　　　　ω
て海外子会社10社が含まれていた。今後われわれの関心は，この解体後のジャ

ージー・スタンダード社とその子会社よりなるグループの海外活動に向けられ

る。

　1911年にジャージー・スタンダード社が新発足して間もなく第1次世界大戦

が勃発したが，ほぼこのころより同社の海外戦略に一つの変化が生じた。海外

原油供給源確保のための努力を世界的視野において積極的に展開しはじめたこ

とがこれであった。その概要を年代順に列記すればおよそ次の如＜であ孔

（1）これら海外子会社の名称，設立地，設立年度，主要業務は次の通りである。

　　Aktien　Gese11schaft　At1antic（ドイツ，1891年，タンカー輸送）

　　American　Petroleum　Company（オランダ，1891年、タンカー輸送および販売）

　　Bedford　Petrol㎝m　Co．，S．A．F．（フランス，1902年，販売）

　　Det　Danske　Petro1eums・Aktiese1skob（デンマーク，1888年，販売）

　　Deutsch’Amerikanische　Petrolem・GeseHschaft（ドイツ，1890年，販売）

　　Imperia10il　Co．，Ltd．（カナダ，1880年，精製および販売）

　　Ra冊ne「ie　Francaise（フランス，1891年，精製）

　　Romano・America㎜（ルーマニア，1905年，原油生産，精製お一よび販売）

　　S㏄ieta　Ita－o－Americam　pe－Petrolio（イタリア，1891年，販売）

　　West　Coast　Oil　Feuel　Co．，Ltd．（イギリス，1911年，販売）

　　以上の1O社のほか，アメリカで設立され，海外に精製あるいは販売基地をもつ

　ものに，Standard　Oi1Co．o｛Brazil（1896年），West　India　Oil　Co。（1902年），

　West　India　Oi1Refini㎎Co．（1882年）の3社がある。

　　なお，スタンダード石油がヨーロッパにおける最初の子会社として1888年にイ

　キリスに設立したA㎎Io・American　Oil　Co．，Lt礼は，1911年の解体に際してジ

　ャージー・スタンダード社から分離された。

　　G．S．Gi1〕b　and　E．H．Knowlton，TゐεRe5〃gε械　γe〃5，ユ9〃り92乙1956，叩・

　8－9，　632－641．

2
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　1．1912年，オランダ領東インド諸島において原油の開発および生産を行な

うため，傘下のオランダの石油販売企業American　Petroleum　Co．（1891年

設立）の子会社として，オランダにN，V．Nederlandsche　Kolonia1e　Petro－

leum　Mattschappijを設立した。同社は石油利権の獲得や原油の開発をめぐっ

て諸困難に逢着したが，10年後の1922年にようやく南スマトラに油井を掘り当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　②
て，原油生産を徐々に軌道に乗せていった。

　2．1913年，南米のペルーにおいて，Lond㎝＆Pacific　Co．を買収した。

そのころペルーはラテンアメリカにおいてはメキシコに次ぐ原油産出国であり，

そしてLondon＆Pacific　Co．は1889年にイギリス人によって設立された同

国で最も古い歴史をもつ原油生産企業であった。シャFジー・スタンダード社

は同社の買収につづいて，同じくペルーに石油利権や資産をもっさらにいくっ

かの企業を買収するとともに，翌14年，傘下のカナダの石油精製・販売企業

Imperio10il　Co．Ltd．（1880年設立）の子会社としてカナダにIntematioml

Petro1eum　Co．Ltd．を創設し，ペルーにお一ける原油生産活動を統括さすこと

　　制
とした。

　3．1917年，カナダ所在の傘下石油企業Imperia10il　Co．Ltd．は，同国西

部において原油の開発を企て，Northwest　Co．Ltd．を設立した。しかしこの

企ては予期したような成果をあげることができず，10年後の1926，27年におい

ても，ジャージー・スタンダード石油グループのカナダにおける原油の純生産

12）同社の原油純生産高（総生産高より利権料として支払う原油を控除したもの）

　は，日産で1923年は266バレル，24年は451バレル，26年は901バレル，そして

　27年には3，397バレルであった。

　　”批，pp．393，677．H．M．L田rson，E．H．Know－ton，and　C．S．Popple，M舳

　〃。rゴεo冊5，　j92トi950．　1951，　p．115．

（3〕同社の原油純生産高は，1915～20年の日産5，000バレル前後から，1922年には

　日産10，000バレル，25年には日産20，000バレルの水準を超えるようになった。

　　G．S．Gibb　and　E．H．KllowIto皿，oμc札，p．676－677．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
高は日産500ないし600バレルにとどまっていた。

　4．1917年，それまでの約10年間を調査とためらいのうちに過ごしたあと、

中米メキシコにおいて原油生産を開始した。Compa帝ia　Trans㏄ntin㎝tal　de

Petr61eo，S．A．を買収したことがそれであった。同社は同国において石油利

権を有し，この商談に先立って有望な油井を掘り当てていた。メキシコがアメ

リカに次ぐ世界第2の原油生産国としてその最盛期を迎えたのは1921年である
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15〕
が，同年における向社の純原油生産高は日産36，OOOバレルを上廻った。

　5．1920年，ロシア石油業の開拓者として著名なノーベル家と協力して，ポ

ーランドに石油一貫企業Nobel　Brothers　Oil　Co．in　Polandを設立し，つ

づいて翌21年，原油生産企業Towarzyskwo“01ej　Skalny，”Spolka　Akcyjna

を設立した。1925年，両者は合同して“Standard－Nobe1w　Pols㏄”S．A．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16〕
となったが，当時にお一けるその純原油生産高は日産500バレル程度であった。

　6．1920年，南米のボリビアに石油利権を獲得するとともに，翌21年，Stand

ard　Oil　Co．of　Boliviaを設立して原油の開発を開始した。同国に対するジ

ャージー・スタンダード社の投資総額は1927年末までに1千万ドルを超えたが，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17〕
原油の純生産高は日産100バレルにも達しなかった。

　7．1920年，南米ベネズエラに石油利権を取得，翌21年，Standard　Oil　Co．

of　V㎝esue1aを設立した。原油産出国としてのベネズエラの発展はめぎまし

く，1923年にポーランドおよびビルマ，24年にルーマニア，25年にオランダ領

東インド，26年にペルシア（イラン），そして27年にはメキシコおよびソ連を追

（4）乃泌，p．677．H．M．Larson，E．H－Knowlton，and　C．S．Po叩Ie，oρ．d！。，p，

　115．

（5〕　G．S．Gib1〕and　E．H．Knowlton，oρ，d五・，P・677．

（6〕　∫｝i礼，p．　677．

17〕〃肘，pp．383，677．H．M．Larson，E．H．Know1ton，a皿d　C・S・Popple，op・c沁，

　P．115．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18〕
い抜いて，アメリカに次ぐ世界第2の原油生産国となったのであるが，しかしそ

の間，同国におけるジャージー・スタンダード社の子会社は原油生産にお一いて

ほとんど何らの成果もあげることができなかった。同社の原油生産が軌道に乗

ったのは，1928年のCreole　Syndicate（のちのCreo1e　Petroleum　Corp．）

の買収以後であった。

　8．1922年，アルゼンチンにStandard　Oil　Co．，S．A．，Arg㎝tinaを設立

し，原油の開発に乗り出した。このための投下資本総額は1927年末には1千万
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19〕
ドル以上に達したが，原油の純生産高は日産800バレル弱であった。

　9．1919～1928年，中東のメソポタミア（イラク）お一よびペルシア（イラン）

にお一いて石油利権の獲得につとめた。この努力は前者においては成功し，後者

においては完全な失敗に終っむ

　ジャージー・スタンダード社が第1次大戦のころより1920年代にかけて海外

原油供給源確保のための努力をにわかに積極化したことはお一およそ以上の通り

である。1911年の解体直後においては，ジャージー・スタンダード社は，当時

の海外主要産油国（ロシア，オランダ領東インド，メキシコ，ポーランド，ル

ーマニア，ビルマ）のうち，ただルーマニア1ヵ国において原油生産活動を営

んでいたに過ぎないが，1920年代末には，当時の海外主要産油国（ベネズエラ，

ソ連，メキシコ，ペルシア，オランダ領東インド，ルーマニア，コロンビア，

ペルー，アルゼンチン）のうち，ソ連とペルシアを除くすべての国において原

油生産に従事するようになり，また，その海外原油純生産高は，1912年の日産
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o⑪
3，622バレルから1928年の日産109，600バレルヘと，30倍強の伸びを示した。

（8）H，F．W川iams㎝and　others，丁加λ刎eれ㎝m　p柳。’2〃m∫棚伽吻：伽λgo

　0戸　」Em2rg型，　j899一エ959．　1963，　p．510、

（9〕G．S．Gibb　and　E・皿Kmwlton，oρ．cれ．，pp．381，677．H．M．L田rson，E．旺

　Knowlton，and　C－S－PopPle，oμc〃．，P．115．

O⑪　1912年の海外原油純生産高（日産平均3，622バレル）はルーマニアのRom含no－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
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　それでは，ジャージー・スタンダード社のこの海外戦略はどのように説明さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口1〕
れるのであろうか。先に別稿で述べたところであるが，スタンダード石油グル

ープは1890年代の中頃から，オランダ領東インドをはじめとして海外原油資源

に食指を動かしはじめていた。もっとも，それが実を結んだのはルーマニアに

おいてのみであったが，当時スタンダード石油がこのような動きをみせたのは，

海外市場において，現地に原油供給源をもつ石油企業との激しい競争に直面し，

それに対抗するためには，アメリカ本国からはるばる石油を出荷するのではな

く，現地あるいはその近＜において原油を採掘して精製する必要があるとの認

識にもとづいていた。同様の計慮は，解体後のジャージー・スタンダード社の

海外戦略の中にもまた働いていたであろうが，しかしこの時期における同社の

海外活動にはそれだけではけっして説明できない動きが含まれていた。同社が，

およそ石油の埋蔵されていると思われるところには，その条件の如何にかかわ

りなく，どこへでも手を仲はしていったという事実がそれであった。そしてそ

のような傾向は第1次大戦後においてとくに強まったのであるが，同社をして

そのように行動せしめた背景にはおよそ次のような事情が横たわっていた。第

1に，第1次大戦の終りころ，アメリカの政界や産業界に国内の石油資源には
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
限りがあるとの深刻な不安がひろまったこと。第2に，ロイアル・ダッチーシ

　Americanaのそれである。

　　1928年の海外原油鈍生産高（日産平均109，600バレル）の内訳を主要国別に示

　すと次の如くである。コロンビア（48，200バレル），ペルーく26，000バレル），ベネ

　ズェラ（14，200バレル），ルーマニア（7，100バレル），メキシコ（6，400バレル），オラ

　シダ領東インド（4，500バレル），アルゼンチン（1，200バレル），その他（2，100バレ

　ル）。

　　なお・、ジャージー・スタンダード社の海外原油純生産高は，1928年にはじめて，

　その国内原油鈍生産高（日産平均95，700バレル）を上廻った。

　　〃泌，pp．115，148．G．S．Gibb　and1≡：、H．Kmwlton，oμc沁，pp．676－677．

（11〕拙稿「スタンダード石油の初期海外戦略」　（国民経済雑誌，第130巻第2号，

　昭和49年8月）

ω　しかしながら，戦中戦後の膨大な石油需要を背景に生じたこのパニック的な不



　　　　　　　　　　　　　メソポタミアにおけるジ十一ジー・スタンダード石油（井上）

エル社やアングロ・ペルシア石油会社に代表される外国の石油企業が，母国政

府の保護の下に海外原油供給源の支配にっとめつっあったこと。第3に，反ト

ラスト法違反の判決を受けたばかりのジャージー・スタンダード社が，国内に

おける原油生産活動を積極的に拡大するには，政治的クライメイトが好ましく

広かったこと。そして第4に，タンカー，パイプライン建設技術，原油採掘技

術の発達によって，それまで不可能と思われていた地方での原油生産が可能に

なったこと。これらの事情，とくに第1の国内における石油不足の不安と第2

の外国企業による海外原油供給源支配に対する不安とが結びついて，ジャージ

ー・ Xタンダード社は石油資源獲得競争の渦中にまきこまれていったものと考

えられるのである。

　以上，第1次大戦のころから1920年代にかけての，ジャージー・スタンダー

ド社による海外原油部門への進出過程を概観したのであるが，その間同社が各

国においてどのような問題に遭遇し，どのようにそれに対応し，そしてどのよ

うな結果をおさめたかという問題は，少なからずわれわれの興味をそそるもの

がある。以下，本稿においては，ジャージー・スタンダード社が，中東のメソ

ポタミア（イラク）における石油利権の獲得をめぐって経験したところにっい

　　　　　　　　　　　　○割
て若干の考察を加えてみよう。

　安は，長くは続かなかった。1920年代末には，アメリカの政界や業界のスポーク

　スマンは，逆に世界的な原油供給過剰について語るようになっていた。しかしそ

　のようになったのは，1920年代における新しい油田や油井の発見以後のことであ

　り，そしてそれらの発見は多くの場合石油不足に対する不安に促されてのもので

　あった。Mira　Wilkins，“M口1timtiona1011Comp㎝ies　in　S㎝th　Americ田in

　the1920s：Argentina，Bol…via，Brazi　l，Chi1e，Co1ombia，Ecuador，　and

　peru，’・B舳｛m∬〃沁肋f”Rωた〃，Autumn1974．

l13　この問題に関して本稿で使用した主要参考文献は次の通りである。G　S　Glbb

　and　E．H．Kmwlton，The　Rε舳rgε械γε〃5，工9〃一j92Z　1956．H・M・Larso皿，

　E．H．Knowlton，a－ld　C．S．Popple，〃2仰冴。パ20m8，j92トj950．1971，H．F，

　WiHiams㎝and　Others，Tゐeλ伽れ㎝仰Pα㈹’ω㎜∫棚伽吻：丁加ハg20f
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I

　1911年1月一アメリカ達邦最高裁判所がジャージー・スタンダード社に対

してシャーマン法違反の判決を下す数ヵ月前一オスマン・トルコ帝国なかで

も中東のメソポタミアにおける油田開発を目的とする一会社がイギリスのロン

ドンに誕生した。同社は翌年その名称をトルコ石油会社（Turkish　Petroleum

Co）　　のちのイラク石油会社（Iraq　Petroleum　Co）一と改めた。

　メソポタミアの石油が人々の注意をひきはじめたのは，1890年代のはじめ，

イギリスで教育を受けたアルメニア人のグルベンキアン（C．S．Gulb㎝kian）

が，トルコ鉱山省に対して，メソポタミアとくにバグダードとモスールの両行

政区にお一ける石油資源に関する報告書を提出したころからである。そしてまた

およそこのころより，ヨーロッパ列強の間においてメソポタミア石油利権の獲

得をめぐるはげしい競争が展開されはじめた。

　最初にこの利権獲得競争において優位に立ったのはドイツ銀行を中心とする

ドイツ資本団であった。同資本団は，ボスポラス海峡からアナトリア（小アジ

ア）およびメソポタミアを経てペルシア湾に至る鉄道建設に関連して，1904年，

トルコ内帯省（Ministry　of　the　Privy　Purse）より，メソポタミアのバグダ

ードおよびモスールの両区における石油開発利権を獲得した。しかしながら，

亙πεrg”，i899－j959．1963．E．T．Penrose，Tゐε五〃gε∫〃〃伽一れ。m一’F〃伽加

Dem’oが仰g　Co仙刎れεs，1968．S．H．Longrigg，0〃加丁あe　M締〃2亙α8ピ　〃5

〃3㏄〃㈹〃Dω・’・ρmε械，sec・nd・dition，1961．丁加〃〃枷ゴ。冊α’P柳。・

Jω刎C〃，e’一Staf｛Report　to　the　Federal　Trade　Commission　s1』1〕mitted

to　the　Subcommittee　on　Mompoly　of　the　Select　Committee　on　SmaH　Busi－

ness，United　States　Senate，1952（諏訪良二訳注，米国連邦取引委員会報告書

『国際石油カルテルj1959，石油評論社）．企画院編纂『海外石油事情調査』1940，

内閣印刷局．脇村義太郎『石油』1952，岩波新書．同『中東の石油』1957，岩波

新書、大村一蔵『世界の石油』1958，石油評論社．
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ドイツ資本団が，おそらく資本不足のためであろうが，一定期間内にこの利権

を行使しなかったことから，この利権の効力に疑義が生じた。この間隙を衝い

たのが，隣国ペルシアにおいて1901年以来油田の開発に従事しつつあったイギ

リス人のダーシー（W．K．D’Arcy）ないしは彼の事業を引き継いで1909年に成

立したイギリス系資本のアングロ・ペルシア石油会社（A㎎lo・Persian　OiI

　　　　　ω
Co．）であり，トルコ政府に対して猛然と利権交渉を展開した。さらにまた，

1907年に合同してロイアル・ダッチーシェルとなったオランダのロイアル・ダ

ッチ社とイギリスのシェル運輸商事会社もこの利権獲得競争に知った。

　このようにして，メソポタミアの石油利権をめぐるヨーロッパ列強の争いは

まことに複雑な様相を呈するようになったのであるが，このとき一人の人物が

局面の打開に乗り出した。前述のトルコ帝国における石油資源の研究者であり

また同国の政治に通暁していたグルベンキアンがその人であった。彼は各関

係者の出資によって一会社を設立し，その会社を通じて共同でメソポタミア油

田の開発を行なうことを提案した。その結果として1911年に成立したのが，冒

頭で述べたトルコ石油会社であった。ただし，同社にお一ける各関係者の持分が

最終的に決定したのは，1914年3月，イギリス外務省で調印された協定におい

てであり，それによってアングロ・ペルシア石油会社はトルコ石油会社の株式

の50パーセント，ロイアル・ダッチーシェルは25パーセント，そしてドイツ銀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○副
行はその石油利権と交換に25パーセントを保有することになった。同時に，こ

（14　ダーシーおよびアングロ・ペルシア石油会社については，拙稿「ペルシアにお

　けるジャージー・スタンダード石油」（国民経済雑誌，第132巻第2号，昭和50年8

　月）を参照されたい。

㈹　トルコ石油会社の資本金は設立当時の80，OOOポンドからこのとき160，OOOポン

　ドに増資された。また，アングロ・ペルシア石油会社およびロイァル・ダッチー

　シェルは，グルベンキアンに対して，その存命中，トルコ石油会社の株式の5パ

　ーセントを，その持株の中から均等に供与するものとされた。ただし，グルベン

　キアンに対して議決権は与えられなかった。S．H．L㎝grigg，oρ・舳・，p・31．G・
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の協定において，各株主は，トルコ石油会社を通じることなくトルコ帝国にお

ける石油開発に関与しないとの誓約を再確認した。

　さて，イギリス，ドイツ，オランダの3ヵ国資本をもって発足したトルコ石

油会社は，イスタンブールのイギリスおよびドイツの両大使の支援を受けなが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
ら，トルコ政府に対して，同社の保有する「幾分明確でないドイツ利権」に代

わるべき新しい石油利権を獲得するための交渉を展開した。そして遂に1914年

6月28日，トルコの総理大臣よりイギリスおよびドイツの両大使に宛てて，バ

グダードおよびモスールの両地方区において，すでに発見され，あるいは発見

されるべき油床をトルコ石油会社に対して賃貸することに同意する，ただしそ

の条件は後臼決定する旨の書状が発せられた。しかしながら，それから1ヵ月

後の7月28日に第1次世界大戦がはじまったために，この権威のある約束も協

定批准となって実を結ぶにはいたらなかった。

　第1次大戦が勃発するや，その1週間後にイギリスはドイツに対して宣戦を

布告するとともに，自国籍のトルコ石油会社におけるドイツ銀行の持株を接収

した。また，1914年10月，トルコが同盟側に参戦するや，イギリスは中近東に

出兵し，メソポタミアを占領した。

　大戦が進行中の1915年から16年にかけて，イギリスとフランスとの間にお一い

て，早くも戦争終結後に中近東において占めるべき両国の勢力圏について内々

に話合いが進められ，同時にイギリスが接収したトルコ石油会社におけるドイ

ツ銀行の持株をフランスに譲渡する密約が成立した。そして戦後の1920年4月，

イタリアのサン・レモで開催された会議にお一いて，イギリスおよびフランスの

両国は，トルコ領のパレスチナおよびメソポタミアをイギリスの，同じくシリ

アおよびレバノンをフランスの委任統治領とすること，メソポタミアにおける

S・Gibb　and　E・H・Kmwlton，ψ納・，p・281－282．諏訪良二訳，前掲書，72ぺ

　一ジ．

｛1⑤　G．S，Gibb　and　E，H．Kllowit011，oρ．c〃．

10

p．282．
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石油利権の25パーセント，いいかえれば，トルコ石油会社におけるドイツの持

分はフランスに引き継がれるべきこと，そしてフランスはその委任統治領を通

過してメソポタミアから地中海にいたる2本のパイプラインの建設を許可する

ことなどについて合意調印し，間もなくこれを公表した。

I

　サン・レモ協定の調印はジャージー・スタンダード社に対して大きな衝撃を

与えた。すでに述べたように，当時のアメリカにおいては，国内石油資源の不

足に対して深刻な不安が生じ，海外石油資源を確保することの必要性が痛感さ

れていたときだけに，この協定によってメソポタミアがイギリスの委任統治領

となり，しかもそこにおける石油利権がイギリスを中心とする勢力によって独

占され，アメリカがそこから締め出されるおそれの生じたことは，ジャージー

　スタンダード社をはじめとするアメリカ石油企業，さらにはまたアメリカ政

府にとって由々しい出来事であった。

　1920年春にサン・レモ協定が調印される以前から，ジャージー・スタンダー

ド社の内部には，イギリスによるメソポタミア石油の独占を懸念する声が起っ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lm
ていた。たとえば，社長ティーグル（Walter　Teag1e）は，1919年2月24日，

（吻　ティーグルは1899年にコーネル大挙を卒業して父の経営するクリーブランドの

　石油商会に入社した。やがて同商会はジャージー・スタンダード社の傘下に入り，

　彼は同商会の副社長兼総支配人となったが，1903年にスタンダード石油グループ

　の輸出業務担当を命じられてニューヨークに移った。彼はその“eX㏄ptiOnal

　merits”によってめきめきと頭角を現わし，1908年にはヨーロッパにおけるマー

　ケティングの長となった。その後，1909年にジャージー・スタンダード社の取締

　役，n年に副社長，そして17年に社長に就任し，37年までこの任にあった。彼が

　後にどれほどの株式を所有したかは明らかでないが，彼が解体後のジャージー・

　スタンダード社の副社長に就任した1911年には，彼の持株は全株式983，383株（1

　棟額面金額100ドル）のうちわずかに15株に過ぎなかった。当時の筆頭株主は依

　然としてジョン・D・ロックフェラーであり，その持株数は244，345株，持株比

　率は24．9パーセントであった。伽吐，叩．28－29，37，687－689．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
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取締役に宛てた覚書きにおいて，ペルシア油田の延長線上にあるべきメソポタ

ミア油田の将来性について述べるとともに，ヨーロッパの戦勝国がオスマン・

トルコ帝国したがってまたメソポタミアの処分を決定した暁において，はたし

てジャージー・スタンダード社がそこにお一いて石油利権を獲得できる余地があ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　08
るかどうか疑問に思うと述べ，人々の注意を喚起した。また，その1ヵ月後に

は，長年ルーマニアやメキシコにおいて海外原油生産を手掛け，近々取締役の

地位が約束されていたサドラー（E．J．Sadler）が，パリ滞在中のアメリカの

平和会議代表団に会談を持ち掛け，イギリスによるメソポタミア石油独占のお

それについて意見を交換した。また，ちょうどそのころ，ジャージー・スタン

ダード社の原油部門担当者の間においては，イギリスのメソポタミア支配は，

ドイツの勝利よりも，ジャージー・スタンダード社の事業にとってはもっと脅威

　　　　　　　　　　　　　　　　09
になるであろうと取沙汰されていた。

　メソポタミアの石油がイギリスによって独占されてしまうかもしれないとい

うジャージー・スタンダード社の不安は，1919年夏のある出来事を契機として

さらに一層増大した。このとき，ジャージー・スタンダード社はメソポタミア

に対して地質調査団を派遣する計画を立てた。そしてその人選に入ったのであ

るが，その途中においてこの計画を中止しなければならなくなった。バグダー

ド駐屯のイギリス軍当局が，アメリカの調査団に対して，メソポタミアにお一け

る地質探査の許可を与えることを拒んだからであ乱

（18　これより約10年前の1910年，ジャージー・スタンダード社は，同社の地質調査

　員の長であるJ・Worthi㎎tonをペルシアおよびメソポタミアに派遣し，原油埋蔵

　の可能性を調査せしめたことがある。しかし当時この地方はオランダ領東インド

　その他の地域に比較してそれぼど有望であるとは考えられていなかったために，

　それ以上の措置はぼとんどとられることがなかった。そのようなわけで，このティ

　ーグルの覚書きは，中東石油に対するジャージー・スタンダード社の最初の重要

　な関心を記すものであるとされている。∫ム”，pp．284－285．

l19　たとえば，1919年3月21日付のジャージー・スタンダード社の原油生産部門

12
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　メソポタミアにおいてイギリス軍当局の示したこのような態度は，ジャージ

ー・ Xタンダード社にとって納得できなかった。イギリス軍当局は，すでに1917

年に，アングロ・ペルシア石油会社に対して，バグダードの近辺において原油

の採掘に従事することを許可していた。また1918年には，アングロ・ペルシア

石油会社およびロイアル・ダッチーシェルの地質調査員がメソポタミアに入り，

以来，イギリス占領軍の保護の下に，調査活動を鋭意展開中であった。すでに

このような先例があるにもかかわらず，アメリカの石油企業にはメソポタミア

ヘの調査団派遣が許可されなかったということは，イギリスのメソポタミア石

油支配の意図を示す以外のなにものでもないとして，ジャージー・スタンダー

ド社には容認できなかった。

　ここにおいて，ジャージー・スタンダード社はアメリカ国務省に対して問題

を提起するとともに，その善処を要請した。国務省はただちにこれに応じて，

1919年10月，イギリス政府に対し，その占領地域においてアメリカ人が差別さ

れないよう取り計られたいと要望した。これに対してイギリス外務省は，メソ

ポタミアの政治的地位が決定するまでは，今後どの国の石油調査団であろうと

もそこにお一いて行動することは許されないであろうと回答するとともに，しか

るべき指令を下した。しかしその後においても，ロイアル・ダッチーシェル，

そしてまたおそらくアングロ・ペルシア石油会社も，事実上は依然として石油

探査を続けていた。ここにジャージー・スタンダード社は，1920年のはじめ，

トルコ駐在のアメリカ高等弁務官その他を通じて再び国務省に働きかけた。国

務省はまたこれを受けて，慎重にその対策を考慮しっっあったのであるが，そ

のさ中にサン・レモ協定調印の知らせが入った。

　サン・レモ協定の調印によって，イギリスを中心とするヨーロッパ戦勝国が

メソポタミア石油を独占するかもしれないという不安は，いよいよ現実のもの

（Produci㎎Department）の無署名のメモにそのような記述がある。〃d，pp．

286，708．

13
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となった。ここに，アメリカ国務省はいよいよ本腰をあげ，ジャージー・スタ

ンダード社そして後にはその他のアメリカの主要石油会社と結んで，ただちに

「イギリス外務省・トルコ石油会社同盟」（the　British　Foreign　Offi㏄Tu北

ish　Petro1eum　Company　Allian㏄）に対して攻撃を開始した。その主要な

論拠は，アメリカはトルコに対し宣戦を布告しなかったとはいえ，戦争の勝利

は連合国すべての努力によってお・さめられたものである，したがってアメリカ

もまた「戦利品」の分前に写るべきであって，特定の戦勝国がこれを独占すべ

きではないというところにあった。これに対してイギリス側は，同国の会社で

あるトルコ石油会社は旧トルコ領メソポタミアの石油利権に関して既得権を持

っているのであるから，アメリカが連合国の一員であったという事実によって

この既得権を侵害しようとするのは筋違いであると主張した。しかしこの主張

に対しても，アメリカ側は，トルコ石油会社のメソポタミアにお一ける石油利権

の有効性には太いに疑問があるとして反論した。

　アメリカとイギリスとの間におけるこの論争は，主として外交文書の交換と

いう形をとりながら，1920年春のサン・レモ協定調印のほとんど直後から執拗

　　　　　脾⑪
に続けられた。しかし翌1921年の終りころからイギリス側の姿勢が軟化し，ト

ルコ石油会社へのアメリカの参加について，アメリカ側と折衝する用意がある

との態度を示すにいたった。イギリス側がこのように譲歩した理由としては，

おおよそ次のようなことが考えられる。

　1．アメリカ国務省が，ジャージー・スタンダード社の提供する知識や情報

に裏打ちされながら，終始断乎とした態度でもって抗議を続けた結果，国際社

⑫①1920年5月12日，イギリス駐在のアメリカ大使からイギリス外務大臣Curzon

　に対してアメリカ国務省の公式見解が伝えられたのをはじめとして，7月28日に

　はアメリカ国務長官CoIbyからCurz㎝へ，8月9日にはCurz㎝からCo1byへ，

　11月23日にはColbyからCur・o・に対して文書が発送されるという具合であった。

　∫ム｛吐，p一〕．　288－290、

14
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会におけるイギリスの立場が道義的に苦しくなったばかりでなく，その主張す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
るトルコ石油会社の既得権の法律上の効力についても疑義が生じた。

　2．当時イギリスは，戦後ヨーロッパの再建のためにアメリカの物心両面に

お一ける援助を必要としてお一り，同国との間に長期にわたって大きな外交上の紛

争が生じることは望ましいことではなかった。

　3．サン・レモ協定およびそれにっづくセーヴル条約（戦勝国とトルコとの

講和条約）によって，メソポタミアは1920年にイギリスの委任統治領となった。

しかし，アラブ民族運動の高まりによって，翌1921年，イギリスは委任統治権

を保有したまま，ファイサルをメソポタミアの国王に立ててイラク王国とした。

しかしその後もイラクの政情は容易に安定せず，イギリスの苦労は絶えなかっ

た。このようなときに，同国の石油利権をめぐってアメリカと抗争することは

できるだけ避けなければならなかった。

　4．以上のような情勢から勘案すると，アメリカとイラク石油利権の争奪戦

を続けるよりは，アメリカに一歩を譲って，アメリカをトルコ石油会社のメン

バーに抱え込む方がより得策であると判断された。

皿

　これより先，つまり，イラク石油問題をめぐってワシントンとロンドンとの

間においていまださかんに外交文書の交換が行なわれていたころ，アメリカ国

内にお一いては一つの新しい動きが生じていた。それは，イラク石油利権の獲得

のためにジャージー・スタンダード社1社が努力するよりも，アメリカの主要

石油企業が共同してことに当ろうというものであった。

⑫1）アメリカ側は，トルコ石油会社の保有するものは“a㏄n㏄SSiOn”ではなく，

　“the　pmmise　of　a　con㏄ssion”であり，しかもその約束は，戦いに破れ，信用

　を失墜し，そして退位を迫られている帝王から得たものであると主張した。〃泓，

　P．290．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
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　この考えの提唱者は，アメリカ合衆国鉱山局の前理事であり，当時アメリカ

石油協会の調査理事をしていたマニング（V．H．Ma㎜i㎎）である。その主張の

要点は，イラクにおいて石油利権を獲得するためには国務省の支援が絶対に必

要であるが，その場合，特定の石油企業1社が当事者になるよりも，アメリカ

の石油業界が全体として事に当る方が，政府の協力を受けやすいのではないか

というところにあった。この考えは，当時の商務省長官で，後に大統領となっ

たフーヴァーによって支持された。

　このマニングの提案に対して，ジャージー・スタンダード社のとった態度は

大体において従順であった。たとえば，同社の中東政策立案者の間に交わされ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯛
た1921年9月27日付の書簡の中に，次のような字句を見い出すことができる。

　「ジャージー・スタンダード社が単独でメソポタミア油田に入ろうと企てる

ならば，国務省からの真剣な後援は望めないであろうとのあなたの考えに同意

しますJ

　「私は，他の関係者を若干迎い入れることが必要であろうと考えます。そし

て少くともその一部のものは，傘下会社以外のものでなければなりません。ま

た，私は，この仲間を注意深＜選び，そしてそのリストはできるだけ少数にし

なければならないと思います。個人的には，ニューヨーク・スタンダード石油

会社，シンクレア，ドヘニー，テキサスがよいと思います。しかしまたガルフ

も必要と思われます一

　「もっとも，メソポタミアで何らかの成功をおさめた場合，ニューヨーク・

スタンダード石油会社は別として，これらすべてのものは地中海においてわれ

われと競争関係に立つことになるでしょう。国務省の支持が得られるというこ

とを除けば，この連合ははなはだ望ましいものではありませんJ

②a　この書簡は，前述の取締役サドラーから社長ティーグルに宛てられたものであ

　る。∫栃吐，p．292．
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　さて，このような方針のもとに，ジャージー・スタンダード社の社長ティー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砲劃
グルは，1921年9月，まず，テキサス会社（Texas　Co．），パン・アメリカン・

ペトロウリアム・アンド・トランスポート会社（Pan－American　Petro1㎝m
　　　　　　　　　蛯。
and　Transport　Co．），およびシンクレア合同石油会社（Si皿。la…r　C㎝soli・

　　　　　　　蝸
dated　Oil　Co．）の社長と会談し，彼らがイラク石油利権の獲得のために共同

して行動する意思のあることを確認した。次いで，翌10月，アトランチック・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僅。
リファイニング会社（Atlantic　Re｛ini㎎Co．），ニューヨーク・スタンダード

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四司
石油会社，およびガルフ石油会社（Gulf　Oi1Corp．）の首脳部から同様の合意

を得た。

　このようにして，ジャージー・スタンダード社以下のアメリカの石油会社7

社は共同してイラク石油利権の獲得に乗り出すことになったのであるが，当初

彼らは，トルコ石油会社への参加を通じてこの利権を手に入れることを考えて

いたのではなく，トルコ石油会社とは別個にイラクにおいて独自の権益を取得

鯛1901年のテキサス州Spindletopにおける有名な噴油井の発見を契機として誕

　生じた数多くの新興石油企業の中から大をなした会社。

⑫④20世紀の初頭にメキシコ最初の油井を堀り当てたドヘニー（EdwardL．Dohe－

　ny）を社長に戴いていた会社。メキシコ，ベネズエラ，その他に多数の海外子会

　社を持っていたぼか，タンカー船団を所有し，またアメリカの南部を中心に販売

　組織を持っていた。後に，1925年，同社はスタンダード石油会社（インディアナ）

　の支配下に入り，さらに1932年，その海外資産はジャージー・スタンダード社に

　譲渡された。H，M．L田rson，E．H．Know1t㎝，and　C．S．Po叩1e，oρ．c〃．，pp．

　47－49．

⑫a　カンサス州およびオクラホマ州のミッド・コンチネント油田の発見を背景にし

　て第1次大戦中に台頭した企業。H・F・Williamson　and　otbers，oρ・納・，pp，

　99－1O1．

⑫⑤　1911年の解体指令によって，持株会社ジャージー・スタンダード社から分離さ

　れたもののうちの1社。

⑫η　テキサス油田の発見とともに誕生した2会社の合同によって1907年に設立され

　たメロン系の会社。

1，
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することを意図していた。事実，彼らが最初に企てたことはイラクに対して7

社共同の地質調査団を派遣することであり，このためマニングおよびフーヴァ

ーの支持をとりつけたうえ，1921年11月3日，国務長官宛の共同院上文を起草

していた。しかしその後，すでに前節で述べたように，イギリス側がトルコ石

油会社への参加についてアメリカ石油業界の代表者と折衝する用意があるとの

態度を打ち出したことによって，彼らは当初の方針を変更し，イギリス側の提

案した線に沿って要求を実現していくことにした。

　ジャージー・スタンダード社以下の7社は，まず，トルコ石油会社への彼ら

の参加方式について協議した。1922年6月に得られた結論は，7社が共同して

一会社を設立し，これを媒介物としてトルコ石油会社への加入をはかるという

　　　　　蛯8
ものであった。一方，ジャージー・スタンダード社の首脳が国務省を訪門し，

トルコ石油会社の参加者と私的交渉に入ることについて了解を得た。

　交渉は1922年7月にロンドンにおいて開始された。アメリカの石油会社7社

を代表してジャージー・スタンダード社のティーグル社長がこれに臨み，他方，

トルコ石油会社側からは，アングロ・ペルシア石油会社の社長グリンウェイ，

（C．Gre㎝way），ロイァル・ダッチーシェルの巨頭デターディンク（H．Deter－

ding），フランス・グループのメルシエ（Colonel　F，Mercier）が代表者として

出席した。

　ティーグルはアメリカ側のトルコ石油会社への参加条件を提示したあと，8

月初句にニューヨークに戻った。その後，交渉は通信によって，あるいはジャ

ージー・スタンダード社のイギリスの法律顧問を介して続けられた。しかし同

年末までに決定したのは，両グループそれぞれ1票の票決手続だけであった。

②③　アメリカの主要石油会社7社が共同レでこのような別動組織を形成することは，

　反トラスト法に抵触するおそれがあった。しかしこの行為はアメリカの海外事業

　促進のためのものであるとして，連邦取引委員会の追求するところとはならなか

　った。G．S．Gibb　and　E．H．Knowlton，oρ．cゴ，．，p．293．
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主要な問題はすべて未解決のままに残され，それらが最終的に決着をみるまで

にはなお数年を必要とした。

　両グループの間において主要な争点となったものの第1は，アメリカ側の門

戸解放要求（the　Open　Door　dema皿ds）であった。これは，アメリカ国務省

がサン・レモ協定に関してイギリス外務省に抗議を開始した当初から強く主張

し，かっ，アメリカ石油会社7社に対してもトルコ石油会社への参加条件の1

っとなすべきことを要望していたものであった。その内容は，委任統治領イラ

クの石油利権はトルコ石油会社によって独占されるべきものではなく，同国の

油田開発に関心をもつものすべてに開放されなければならないというものであ

った。

　かねがね，アングロ・ペルシア石油会社をはじめとするトルコ石油会社の出

資者たちは，戦前同社がトルコ帝国より手に入れたイラク石油利権は法的に疑

義があり，そのままではイラクにおいて石油事業を遂行することが困難である

ことを認めていた。そこでトルコ石油会社はイラク政府に対し，新しく石油利

権が交付されるよう交渉を開始した。この交渉が進行中，アメリカ側は門戸解

放原則が利権契約の中に実現されるように要請した。1925年3月，イラク政府

とトルコ石油会社との間に協定が成立したが，その主要な条項をあげればおよ

そ次の如くである。

　第1条3項　イラク政府は，トルコ石油会社に対し，1925年3月14日にはじまる75
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑫9
　　　　　ヵ年間，イラクにおいて石油を生産，精製，販売する独占権を与える。

　第4条　　　地質調査開始の期日は1925年11月14日とする。

⑫9　ただし，イラクのうち，1913年のトルコ帝国とペルシアとの協定によってペル

　シアからトルコに譲渡された移譲地域（tbe　Transferred　Temitories）および

　バスラ区（thevilayetofBasm）を除く。〃d，p．297．

　　なお一，イラク政府は，この利権交付の代償として，トルコ石油会社から，同社

　の産出する原油1トンにっき4シリング（金）のロイヤルティを受け取るものとさ

　れた。S．H．Longrigg，oρ．d丘．，p．69．
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　第5条　　　トルコ石油会社は，1927年11月14日までに，それぞれ8平方マイルの

　　　　　長方形区画24を選定し，そこにおいて地質調査につづく諸作業を行なう。

　第6条　　　イラク政府は，1929年3月14日以内に，そしてその後は毎年，それぞ

　　　　　　れ8平方マイルの長方形区画を最低24選定し，その開発に関心をもっも

　　　　　　のすべてに対して競争入札に付す。

　　　　　　　トルコ石油会社（The　T皿rkish　Petrole凹m　Company　or　a　pmspec・

　　　　　t1Ve　leSSee）は，入札に付される区画を表示する。競売は同社によって

　　　　　管理され，また同社が落札者の支払う金額を受領する。同社のパイプラ

　　　　　　インの30パーセントは賃借人の産出する原油にも利用できる。

　この第5条および第6条の規定は，アメリカ側の要求した門戸解放原則を取

り入れ，イラクの油田開発に関心のあるすべての国民に平等の機会を与えるも

のとして，アメリカ国務省の歓迎するところとなった。しかし実のところこの

協定においては，トルコ石油会社が競争入札を取り仕切るのみならず，それ自

身入札者となることが禁止されてお一らず，しかもどのような高値入札を行なっ

ても何ら金銭上の損失をこうむらない仕組みになっていたから，門戸解放は「影

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協。l
のように空しいものであって実在するものではなかった一

　両グループ間の第2の争点となったものはいわゆる自制規約（the　seH・de・y・

i㎎Ordinan㏄）であった。すでに述べたように，アングロ・ペルシア石油会社

をはじめとするトルコ石油会社の出資者たちは，同社設立の当初から，イラク

を含む1日トルコ帝国領土内にお一いては，同社を通じることなく別個に石油事業

に関与しないことを協定していた。いうまでもなくそれによってこの地域での

競争を防止しようと考えたのである。そこでまた彼らは，アメリカ側に対して

も，トルコ石油会社への参加条件として，この規約を承諾することを要求した。

しかしアメリカ側は彼らの行動の自由を束縛するこの要求に反対した。

　両グループはこの白制規約をめぐってたびたび要求をとりかわした。しかし

両者の話合いは容易にまとまらず，交渉はいく度か行き詰った。しかし結局は

⑬⑪　G．S．Gi1〕b　alld　E．H．Knowlton，oμc〃．，p．297．
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アメリカ側が譲歩し，後述するような若干の除外条項を挿入することでこの規

約を受け入れた。

　両グループの間において第3の争点となったものはトルコ石油会社の運営協

定（the　working　agreement）であった。アメリカ側は，トルコ石油会社との

交渉に入ったとき，同社運営の拠り所となるべき運営協定の制定を主張し，そ

の原案を提出した。その要点は，トルコ石油会社をもって利潤を生まない会社

（a　n㎝profit　organization）となし，したがって同社はその産出した原油を

同社株主に対しその持分に応じて原価で引き渡すというものであった。アメリ

カ側がこのような提案を行なった主な理由は，これによってイギリス政府とア

メリカ政府の双方からのいわゆる二重課税を避けられるかもしれないというと

ころにあった。

　トルコ石油会社の運営に関するこの提案は，同社の少数株主であるグルベン

キアンの大いに反対するところとなっれすでに述べたように，彼は戦前メソ

ポタミア石油利権をめぐるヨーロッパ列強間の争いを調停してトルコ石油会社

を創設し，その功によって同社に5パーセントの持分を獲得したのであり，同

社の産出すべき原油を処理する精製所を別に所有していたわけではなかった。

したがって彼は，トルコ石油会社から原価で原油を割当てられるよりも，同社

ができるだけ多くの利潤をあげるように運営され，そしてその分け前に写るこ

とを望んだ。運営協定に反対する彼の態度には執拗なものがあったが，結局は

後述するような救済措置が講じられることになって，彼もトルコ石油会社を利

潤を生まない会社として運営することに同意した。

　トルコ石油会社へのアメリカ側の参加条件をめぐっていま1つ問題となった

ものは，同社におけるアメリカ側の持分をどれぼどにし，またそれを同社の既

存株主のうちのだれが提供するのかという問題であった。この点に関しても，

関係者の間で長期にわたって折衝が行なわれ，その間にはいろいろな提案や反

対提案が顔を出したのであるが，最終的には，アメリカ・グループの持株は他
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の主要3グループのそれぞれの持株と均等にする，そのためアングロ・ペルシ

ア石油会社はその持株（全体の47．5パーセント）の半数をアメリカ側に譲り渡

す，その代りにアングロ・ペルシア石油会社はトルコ石油会社の産出する原油

の1Oパーセントを特別ロイヤルティとして受け取るということでぼぼ話がまと

まった。

　さて，1922年夏にトルコ石油会社へのアメリカ側の参加に関する交渉が始ま

って以来，上述の問題点をめぐって討議に討議が重ねられた結果，6年後の，

1928年夏になってようやく関係者の間で最終的な妥協が成立した。同年7月31

日に調印をみたいわゆるレッド・ライン協定（Red　Line　Agreem㎝t）がそれ

であった。その前年の1927年秋，トルコ石油会社が1大噴油丼の開発に成功し
　　　　　131〕
ていたことが，おそらく関係者をして妥協への道を急がせる強力な刺激となっ

たのであろう。

　レッドライン協定の調印によって，アメリカ・グループはトルコ石油会社の

正式のメンバーとなり，同社株式の23．75パーセントが与えられた。同グルー

プを構成していたジャージー・スタンダード社以下の諸会社は既述の1922年の

申合せによって1928年に近東開発会社（Near　East　Deve1opment　Corpora・

tiOn）を設立し，同社をしてトルコ石油会社における彼らの持分を所有せしめ

た。なお，当初アメリカ・グループを構成していた7社のうち，テキサス会社

とシンクレアの2社は交渉の途中で脱落していたから，近東開発会社の株主と

⑬1）　トルコ石油会社は，1927年4月，バグダードとキルクークのほぼ中間に位置す

　る地域で4油井の試堀を開始し，つづいてキルクーク地域で第5番目の油井（Baba

　Gurgur第1号油井）の採堀に入った。この最後の油井から，1927年10月15日の正

　后，轟音とともに石油が空中高く噴出した。そのニュースはロンドン　　パリー

　一ニューヨークに殺到したが，ジャージー・スタンダード社の社長ティーグル

　に入った最初の電文には，その量は1日5万バレル，2日後のそれには，1日9

　万バレルとあった。この油井が想像を絶する大噴油井であったことがうかがわれ

　る。∫胱吐，pp．303－305．
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なったものは5社であり，その持株率は次の如くであった。

　スタンダード石油会社（ニュージャージー）　　　　　　　　　　25　％

ニューヨーク・スタンダード石油会社　　　　　　　　　　　　25　％

アトランチック・リファイニング会社　　　　　　　　　　　　16％％

　ガルフ石油会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16％％

パン・アメリカン・ペトロリアム・アンド・トランスポート会社　16％％

　一方，アングロ・ペルシア石油会社，ロイァル・ダッチーシェル，フランス

グループはそれぞれトルコ石油会社の株式の23．75パーセントを所有し，残り

の5パーセントはグルベンキアンの持分となった。この措置に関連して，アン

グロ・ペルシア石油会社はトルコ石油会社の産出する原油の1Oパーセントを特

別ロイヤルティとして与えられることになった。

　トルコ石油会社は，アメリカ側の主張どお一り，利潤を生まない会社として運

営され，その産出する原油は原価で株主に持分に応じて割当てられることにな

った。グルベンキアンに割当てられる原油は，他の株主によって市場価格で買

い上げられるものとされた。

　レッド・ライン協定という名称の示すように，同協定はクウェートを除く旧

オスマン・トルコ帝国のほぼ全体を包括する地域を赤線で囲んだ地図を作成し，

この区画内においては，トルコ石油会社のメンバーは，同社を通じることなし

に，石油利権の獲得や原油の生産または購入に直接間接に関与してはならない

ことを定めた。この制限的規定には次の2つの例外が認められた。

　第1は，既述の1925年のイラク政府との利権協定の第5条および第6条にも

とづき，トルコ石油会社の独占的採油地として留保されずに，競争入札に開放

せられるべきイラク利権地域に関するものであった。この地域に対して自制規

約を適用するか否かは交渉の過程にお一いて問題になったところであるが，協定

ではトルコ石油会社のメンバーは独自に採油地の賃借を求めて入札できるもの

とされた。しかし，すでに述べたように，この地域に対する入札はトルコ石油
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会社の完全な統制のもとに行なわれることになっていたため，この除外条項の

実際上の効果はほとんどなかった。

　第2は，イラク以外の赤線区画内の地域に関するものであった。この地域に

おいては，アメリカの協定加入者は利権入札を行なうことができるものとされ

た。しかし，もし彼らが入札に成功した場合には，彼らはまずトルコ石油会社

の他のメンバーに対して等しくそれに参加する権利を提供し，その後でなけれ

ばその利権にもとづいて事業を営むことができないとの条件が付せられていた。

この利権の山分け条件は，独自の行動によって得られる利益を大いに損うもの

であったから，この除外条項もその実効はほとんどなかった。

結　　　　語

　1911年に新発足したジャージー・スタンダード社は第1次世界大戦のころよ

りその海外戦略に重要な修正を加えた。海外にお一ける自社販売組織の樹立に重

点を置くそれまでの方針を改め，海外原油供給源確保のための努力をにわかに

積極化したことがそれであった。こうして，第1次大戦のころより1920年代に

かけて，海外原油供給源を求める同社の触手は，メキシコ，ペルー，ベネズエ

ラその他の中南米諸国からオランダ領東インド諸島や東ヨーロッパに及び，そ

してさらに中東のペルシア（イラン）およびメソポタミア（イラク）へと伸び

ていった。北部ペルシアにおいては，石油利権を求める同社の企ては完全な失

　　　　　　　　02
敗に終ったけれども，メソポタミアにおいては，ヨーロッパ資本系列のトルコ

石油会社一のちのイラク石油会社一への参加を通じて石油利権を獲得する

ことに成功した。

　メソポタミア石油利権の獲得をめぐってジャージー・スタンダード社が展開

⑬a　この点については本稿の姉妹編として執筆された拙稿「ペルシアにおけるシャ

　ージー・スタンダード石油」（国民経済雑誌，第132巻第2号，昭和50年8月）を参

　照されたい。
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　　　　　　　　　　　　　メソポタミアにおけるジャージー・スタンダード石油（井上）

したさまざまな行動の中で，もっとも注目を集めるものはアメリカ国務省の強

力な支持をとりっけたことであろう。同社は，1919年夏、かねがね関心のあっ

たメソポタミアヘの地質調査団の派遣を計画し，バグダード駐屯のイギリス軍

当局の反対にあったことから，アメリカ国務省に訴えてその善処を要請した。

同省はただちにこれに応じ，イギリス政府に対しその占領地域においてアメリ

カ国民を差別しないように要求した。メソポタミア石油利権問題をめぐるジャ

ージー・スタンダード社とアメリカ国務省の結び付きはこのようにして始まっ

たのであるが，翌1920年，サン・レモ協定　　敗戦トルコ帝国の処分に関する

ヨーロッパ戦勝国間の協定一によって，旧トルコ帝国領メソポタミアがイギ

リスの委任統治領となり，しかもそこにおける石油利権がイギリスを中心とす

るヨーロッパ戦勝国の資本一トルコ石油会社一によって独占されるおそれ

が生じたとき，アメリカ国務省はジャージー・スタンダード社と一体となり，

「イギリス外務省・トルコ石油会社同盟」に対し，メソポタミア石油利権の開

放を要求して猛烈に抗議を開始した。結局はイギリス側が譲歩し，1922年夏よ

り，トルコ石油会社へのアメリカ側の参加をめぐって，両者間に交渉が持たれ

ることになったのであるが，このようにイギリス側を譲歩せしめた一つの重要

な要因は，アメリカ国務省の断乎とした態度にあった。

　ジャージー・スタンダード社がアメリカ国務省の強力な支援をかちえたのは，

メソポタミア石油利権問題が国務省にとっても白ら解決しなければならない第

1次大戦後の重要な外交課題であったことによるところが大きいが，しかしま

たジャージー・スタンダード社が1921年秋以降他のアメリカの主要石油と共同

してメソポタミア石油利権問題に対処する体制を整えたこともあずかって力が

あった。実際，アメリカ国務省は，アメリカ石油業界が全体として利権交渉の

当事者になったことによって，特定企業との結び付きを云々されることなく，

海外原油供給源確保のために努力する彼らの行動を援助することができた。

　このあとの点は，ジャージー・スタンダード社が隣国ペルシアで経験したと
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ごろと興味深い対照をなしている。同社が同国で石油利権の獲得に失敗した1

つの重要な要因は，アメリカ政府からほとんど援助の手を差し伸べられなかっ

たところにあるが，その主な理由は，ペルシアでは北部諸州の石油利権をめぐ

ってジャージー・スタンダード社が他のアメリカの石油会社と競合関係に立ち，

しかもそれに複雑な国際政治関係がからんだため，国務省としてジャージー・

スタンダード社だけを援助するわけにはいかなかったというところにあった。

　さてしかし，ジャージー・スタンダード社のメソポタミア石油プロジェクト

が完全に成功であったというわけではけっしてなかった。同社を中心とするア

メリカ・グルーブー近東開発会社一が，トルコ石油会社において，アング

ロ・ペルシア石油会社，ロイアル・ダッチーシェル，フランス・グループのそ

れぞれと同等の持分を確保したことは確かに大きな成功であったけれども，し

かしそのために犠牲にしたところもまた少なくなかった。とくに，1928年のレ

ッド・ライン協定の自制規定によって，旧トルコ帝国のほぼ全体を包含する赤

線地域において，トルコ石油会社を通じることなく独自に石油開発に関与する

ことが事実上できなくなったことは，後日に問題を残した。事実，それから数

　　　　　　　　　03
年後，イラク石油会社のメンバーでないスタンダード石油会社（カルフォルニ

ア）が，赤線地域内のバーレーン島において石油を発見し，またサウジ・アラ

ビアにおいて石油利権を獲得したとき，イラク石油会社の主要メンバーはレッ

ド・ライン協定の制娘的規定に拘束されてその対策に手を焼くことになる。し

かしこれらの点については，機会を改めて検討することにしたい。

㈱　トルコ石油会社は1929年6月にその名称をイラク石油会社と変更した。
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ヒックシヤン・フオルマによる
　　　　所得・支出勘定の国際比較

能　勢　信　子

1．開　　　　　題

　国民勘定の数値に若干の工夫を加えて所与の国民経済の所得循環の時間比較

を行いあるいは当該国民経済と他国との国際比較を行うことは，そこに若干の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
無視できない制約があるにもかかわらず，現在のところ至って有効な方法である

ことが知られている。小論は，イ．所得循環を摘約して配列するヒックス教授

のフォルマを紹介し，口．みきのフォルマに1955年から1970年にいたる日本の

（1）国民経済の時間比較または国際比較の困難について問題となる諸点は，イ．当

　該経済の「価値体系」の変化または相異を社会勘定によって把握できないこと，

　口．生産力および社会構造の変化または相異が特定の標準化された勘定によって

　分析できないこと，ハ．概念，用語，計算方法について斉合的な統計資料が長期

　開国際的に得がたいことにある。これらの論議が∫冊㏄me　O”肌α’地SeheS皿

　に集中的に発表されている。

　　R．Stone　and　K．Hansen，Inter－Country　Comparisolls　of　the　NationaI　Ac－

　co㎜ts　and　the　Work　of　the　Nation田1A㏄o㎜ts　Research　Unit　of0．E．E．C．，

　∫πc0fπ2　α仇d　Wεα〃ん，series，皿，1953，pp．1O1－141．

　　T　Barna，Internation田1Comparisons　of　National　Accouπts　in　Economic

　Analysis，i1〕id．pp．142－155．

　　S．H．Franke1，C㎝㏄pts　of　Income　and　Wealth－in　Advan㏄d　and　Unde紀e－

　ve］oped　Sociさties－with　Specia1Reference　to　t11e　Inter・comparability　of

　NationaI　Income　Aggregates，ibid．pp．156－168．

　　D．Creamer，Uses　of　Natio－1aI　I11come　Estimates　in　Under－developed　Are－

　as，ibid．P1≡■．211－223．

．2，
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国民勘定の数字と同じ期間のイギリスの国民所得青書の数字をそれぞれ摘用
12〕

し，この期間の二つの対照的な経済の動きから若干のファクト・ファインディ

ングを行うものである。小論が1955年から1970年に至る期間をとりあげた理由

は，日本経済がその戦后経済から離れて正常に戻り，1970年代の成熟経済に至

る橋わたしをなす期間であり，GNPの実質成長率一つをとっても他の国民経

済の推移と対照をなす期間であるからである。しかもわれわれはこの期間を改

訂国民所得統計，0E　C　D国民勘定，英国の国民所得・支出青書をもって一貫

して把握することができる。なお，ハ．小論は，「要素費用」表示による国民所

得計算を行い，要素費用表示法の1つのアドヴォケーションを行なうものであ

る。

2．比較社会勘定のデザイン

　われわれが小論を通して依拠するJ．R．ヒックス教授の比較社会勘定は，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13〕
彼のThe　Social　Frameworkの中で用いられた所得循環図式である。ヒック

スは，この図式にもとづくフォルマに英国の国民所得青書から導いた数字をあ

てはめ，1957年から1969年に至る比較的長期の所得比較を行っている。まづこ

のヒックスのフォルマを，現行の国民勘定の理論と数値の知識を照しながら要

約しよう。

　ヒックスのフォルマは，構成的な所得の流れを生産・所得の形成と処分・貯

蓄投資という局面ごとに分析する一運の表から成立っている。いま単純化して

これを閉鎖体系の社会勘定行列におきかえると，次のようであ乱

（2〕資料を次に拠る。経済企画庁，「国民所得統計年報」昭和44年版および「改訂

　国民所得統計」　（昭和26年度一昭和42年度），Centml　Statistical　Offi㏄，W仏

　”㎝ωImomα棚亙m冊伽舳，1962舳d1973editi㎝s。
（3〕　』．R．Hicks，丁加Sodα’Fm㎜eω〃ム，4ed．，1971．ApPelldix　G，‘1957and

　1969’．
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第1図　ヒックス教授のフォルマ

B H G K Σ

B C。 C百 I NDP

H

WEP

τ Y。

G T。
n．i．t．

s。
n．i．t． Y目

K S。 S＾ S目 S

Σ NDY Y。 Y。

ln．i．t．

　ここでB，H，Gを企業部門生産勘定，個人部門所得支出勘定，公共部門所

得支出勘定，C，I，N　D　P，N　D　Y，Y，W，厄，P，T，n．i．t．，τ，Sを消費支

出，投資支出，純国内生産物，純国内所得，所得，賃金所得，個人業主所得，

個人財産所得，直接税と他の直接移転，鈍間接税（間接税マイナス補助金），移

転所得，貯蓄を意味するものとする。なお一添字b，h，gを企業部門，個人部
　　　　　　14〕
門，公共部門とする。

　この行列は，基準年度のためのヒックス教授のフォルマである。これを構成

する主な集計値群は，見られるように殊更新奇なものではなく，国民勘定恒等

式のヴァリエーションにすぎない。現行の国民勘定に収録されている項目をこ

れに対応させて拾い出すのは容易である。ゆえにこれは最初青書に摘用するた

めに作成せられたとは云え，旧S　N　A型の国民勘定一般に大きい支障なく摘用

することができる。

14〕公共部門は，一般政府部門と国有化産業から構成される。
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　ところでこのフォルマの特徴が，国民支出の範疇と国民所得の範疇を連結す

ること，それも要素費用べ一スで連結するところにあることは，実は最も注目

せられねばならない。ききの社会勘定行列に見るところの支出範疇C児，C百，I

は，いづれも要素費用表示であり，このことと対応してそれぞれの支出範疇に
　　　　　　　　15〕
かかわる純間接税がそれぞれの支出範疇から分離せられ，各支出部門の列と政

府部門の行の交点上にあるマス目に記入せられている。ヒックスが所得範疇と

同様支出範疇についても要素費用べ一スを一貫して採用する所以は，所与の期

間にお・ける要素所得の分け前と，支出に充当せられた実物資源の大きさとを連

結させて認識することにある。要素費用表示の方法は彼自身によって「投下実

物資源を尺度とする・国民所得の生産費による説明」’CoSt　interpretatiOn　in

termS　Of　real　reSOur㏄S’と呼ばれ，厚生比較の目的に適した市場価格表示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥
による国民所得に対して，生産性比較の目的により適合するとされて来た。ま

た移転の効果を残りなく把握することの出来る方法と解されて来た。

　ところで現行国民勘定の取引表示方法は，所得の流れについては要素費用べ

一スであるが，生産物・支出の流れについては要素費用に間接税を加算し補助

金を減算した市場価格べ一スを使用しており，その系として部門の所得支出勤

15）これは，間接税と補助金とをそれぞれ別個に分析する方法の代替案である。

（6）国民所得は厚生比較と生産性比較のそれぞれに指標として役立つものであるが，

　市場価格表示による測定値は前者に，要素費用表示による測定値は居者に適して

　いる。この古典的論争は最初ヒックスの’Valuati㎝of　S㏄ial　Income’（亙㏄一

　m例1叫1940）に提出せられ，その后，効用比較についてはサミュエルソンの

　’Eva1uation　of　Real　Income’（0、亙R1950）および彼自身の’The　Measure・

　ment　of　Real　Income’（0．且P．1958）において精緻化せられまた生産性比較と

　要素費用べ一スの関連についてはヒックスの丁加S㏄〃〃α伽2ωorム，op．cit．，

　Appendix　Fに論述がなされている。経済理論的見地からよりも社会会計論とし

　ては，要素費用表示が計算面の複雑さの故に欠点があるとされる。例えば，ステ

　ユーヴェルS州舳50∫S㏄1o’λ㏄o伽伽，1965（拙訳「社会会計の構造」）の第18章

　およびニコルソン‘Natio㎜l　Income　at　Factor　Cost　or　Market　Value？’（且

　∫1955）がそれである。
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　　　　　　　　　　　　ヒックシ中ソ・フォル引こよる所得・支出勘定の国際比較（能勢）

定は，借方側市場価格べ一ス，貸方側要素費用べ一スという混合方式が使われ

て来た。そして間接税と補助金（あるいは簡易に計算するために純計して鈍間

接税）を部門別，取引範疇別に分解した数字を公示することは，必ずしも国民

勘定の一般的慣行ではない。たとえば英国の青書では年々これが公表せられて
　171
いるが，日本の国民所得統計年報ではこの数字はいまだ公示されたことはない。

国際的標準勘定だとえば0E　C　D国民勘定についても同様である。したがって，

鈍間接税ヌキの支出の数字が提供せられていない場合には，支出範疇を市場価

格表示から要素費用表示に変換する鈍間接税部門化の計算が必要となる。これ

は后述のように若干の手続きと繰返し計算を必然的に含んで居り，面倒ではあ
　｛軍〕

るが，もし達成されるならば，要素費用表示によって一貫して所得分析を行う

ことができ，またその上に立った時間比較と国際比較を可能にするわけである。

　第3に，大きい問題でなく，また先の勘定行列に明示されていない点である

が，所得の流れの数字の合計と，生産物・支出の流れの数字の合計の間に生じ

る「残余の誤差」の処理をどうするかということがある。ヒックスは，所得側

の数字を一貫して使用する立場をとる。故にこの「残余の誤差」は，生産物・

支出の数値を国民所得の数値に合わせるために，固定資産粗投資の数字にはり

つけられる。国民勘定の計算の二元性の産物であるこの「統計誤差」は，G　N

P・G　N　E勘定，貯蓄投資勘定に明示されているので，所得のフローを以て一

貫するというヒックスの方法論に揃えること自体には，計算上困難はない。

　さて，単一年度について分析を行う場合には以上の手続きで足りるが，分析

対象が多年度にわたりその間に貨幣価値の変動が生じる場合には，不変価格表

示のように計算単位を固定するか，あるいは個々の支出範疇または所得範疇の

（7）1962年版ではTable　n，1973年版ではTable12。青書の構成表と概念および計算

　方法については，C㎝tral　Statistica－0冊㏄，M枷。〃λ㏄oω舳　Sε刎i舳。3；

　So凹rces　and　Methods，Studies　i皿0冊。ial　Statistics，No，13，HMSO，1968．

　に詳しい。

18〕前掲註6参照。
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国民所得に対する百分率を各年計算して百分率を比較する方法をとらぎるを得

ない。ヒックスの意図は，所得構造および支出構成の変動を把握するところに

あるので，后の方法がより適切であると考えられる。しかしながら百分比を計

算する煩雑さと，百分率のもつ表章上の無味乾燥性もまた無視し難い。そこで

時間比較のためにヒックスが提起した方法は，基準年度の国民所得（あるいは

G　D　P）の比較年度の国民所得（あるいはG　D　P）に対する倍率を始めに計算

し，この倍率を比較年度の勘定の一切の項目に一率に掛けて後，両年度の社会

勘定を項目ごとに数値（百分率ではなく）を突合せ差異を観察する方法である。

すなわち，いまみぎの倍率をπとすると，たとえば第1図の1行にある支出項

目は両年度O，1についてC・、，C創，I・に対してπC舳，πCω，πI・が得られ，

対応項目ごとに増減変化を把握することができる。これは，百分率比較の代替

手段となるわけであ孔みきのπをかけて調正した后の比較年度（1957年）の

国民所得勘定の数値をヒックスは基準年度（1969年）である「1969年ポンドに

調正した数字」と仮に名付けている。

　以上のフォルマによる要素費用べ一スのまたπによって一率調正を行った勘

定システムがヒックス教授の比較社会勘定にほかならない。

3．比較社会勘定による1955年一1970年の日本経済の諸特徴

　ヒックスのフォルマに日本の所得循環の数字を摘用する問題に入る。われわ

れは期問のスタートを1955年に，そして期間の終点を1970年にとり，中問に1960

年と1965年の5年ごとの数字を見ることにする。こうする理由は，比較社会勘

定に好況の69年と不況の65年の動きがどのような「揺れ」を示すかを見ること

にある。

　まづ以て前節で見た比較社会勘定を作成するための調王手段であるπは，

1955年については8であるが，1960年については4．5，そして1965年については

2士である。というのは，1955．1960．1965および1970の各年の国民所得が，
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第1表　比較社会勘定による所得フローの時間比較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（￥1970表示） 単位￥T

1955 1960 1965 1970 1970－1955

1．貨　金　所　得 283 2則， 322 311 28

個人業主所得 211 1舶 135 113 △98

企業営業余剰 68 125 113 142 74

公共部門生産余剰 4％ 9 4％ 7 2％

皿．賃　金　所　得 283 290 322 311 28

個人業主所得 211 153 135 113 △98

個人財産所得 37 55 65％ 65 28

企業未分醐1欄㈱込〕 37 72 50 00 43

鈍公共所得 ％ 6％ 2％ 3 2％

皿．個　人　所　得 531－50＝㎎1 49畠一44％＝453王 523－61＝他1 489－62三427 一42－12：△別

珍　転　所　得 o＋29＝20 ○ヰ26＝26 O＋32＝32 O＋30土30 O＋1＝1

企業未分配利潤 37－19日18 72－29＝43 50－28％＝21％ 80－32’㎎ ㎎一13＝30

公　共　所　得 ％十40三40％ 6％十47％＝54 2％十58－OO％ 3＋6’＝07 2％十24＝26％

皿．個人所得（税込） 531 498 523 489 △42

移　転　所　得 29 26 32 30 1

馳0 524 555 519 △41

直　　接　　税 50 側％ 61 62 12

純　間　接　税 49 仙％ 40 33 △16

可処分所得（F．C． 461 435 454 424 △37

個人消費（F．C．〕 393 352 367 330 △63

個　人　貯　蓄 68 84 ㏄ 94 26

V．個人消費1F．C．〕 393 351 367 330 △63

公共消費／F．C．〕 69 57 63 55 △14

貯蓄：個　　人 68 84 ㏄ ㎝ 20

企　　業 18 43 21％ ㎎ 30

公　　共 30 49 44 55 25

刑．粗投資；F．C．〕：個人 30＋9＝45 42％十2％＝45 55＋1＾56 64％十％＝65 28％一8％＝20

企業 53＋14＝67 121＋17＝138 95＋12＝107 126＋30＝156 73＋16’09

公典 44％十9＝53％ 51＋24％＝75％ 62％十17三79％ 58一κ157％ 13％一9％＝4

備考：F．C．は要素費用べ一スを意味するものとする。
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それぞれ各年時価で86，236億円，154，992億円，255，574億円および573，923億

　　　　　　　　19〕
円であるからである。第1表の比較社会勘定の各年の数字は，以上のそれぞれ

の年のπを国民勘定から得る諸項目の時価の数字に一率にかけて調正を済ませ

てある。つまり「1970年円表示」となっている。なお，この表においてわれわ

れは数字を1千億単位とし，これを￥Tで示すこととする。

　第1表のIは，比較生産勘定であり，前節第1図の1行1列に対応する。これ

に見る国民生産物の要素所得構成の推移のうちまづ1970年と1955年の間に生じ

た個人業主所得の98￥Tという大きい下降と，賃金所得の28￥Tというより小

山の増加が認められる。この傾向は、1960年，1965の両年度にも一貫している。

他方，企業部門の営業余剰は，1960年に大きく上昇し，65年に反落した后1970

年に再び上昇し，結果として1970年の営業余剰は1955年のそれよりも74￥Tだ

け増大している。こうした「揺れ」があるが，65年の企業の営業余剰の数字と

いえども55年のそれよりも45￥Tだけ上廻っていることは注目しておく必要が

あろう。ちなみに賃金所得の期問内の変動は，企業の営業余剰と逆の「揺れ」

を示している。好況の1960．1970の両年には上昇が少く，不況の1965年には増

加が認められるのである。つぎに公共部門の生産余剰は微増減を繰返し，1970

年には1955年のレベルより2女￥Tというごく小額の上昇が見られる。

　第1表の皿は，この期間の国民所得の構成の変化を示す比較所得勘定である。

この表は，第1図の2行2列に対応する。この勘定に見られることからは，財

産所得がこの期間を通して増大し1970年には1955年の調正数字よりも28￥Tだ

け増大していることである。未分配利潤（税込）と純公共所得は期問の間に増減

があり，期末の1970年には1955年の調正数字よりも43￥T，おなじく2寺￥T

の増大が見られる。ちなみに純公共所得とは，公共部門の生産余剰から国債利

｛9）いづれも要素費用表示による。資料出所：「改訂国民所得統計」および「国民所

　得統計年報」の各篇皿表「国民所得分配勘定」。
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子を控除した后の金額である。上記の推移は，比較所得勘定の局面に，比較生

産勘定で見られる要素所得のシェアの推移が大きい修正なしに引き継がれてい

ることを示唆するものである。

　第1表の皿は，比較所得再分配勘定である。これは，第1図の3行3列の1

部分に対応するフォルマである。皿の各年のマス目の中の数字の配列は，移転

前所得一（十）直接移転支払（受領）＝直接移転居所得を示すようになされて

いる。この勘定は，再分配の全体ではなく直接移転すなわち直接税と移転所得

だけを示している。ちなみにここで直接税は，所得税，法人税，税外負担およ

び社会保障費分担金を含んでいる。表皿によれば，個人部門に賦課せられた直

接税は，1960年に下り，65年には上って1970年のそれは1955年の調正数字のレ

ベルよりも12￥Tだけ上昇している。他方，企業の直接税は期間中微増減し，

1970年には55年の調正数字よりも13￥Tだけ増加した。移転所得は微減してか

ら1965年に上昇し，1970年には期首の1955年の調正数字よりも1￥Tだけ上昇

している。この直接税支払は一般政府部門の収入増，移転所得受領は同部門の

支出増となるわけで，純結果が皿の純公共所得の行の各年目のマス目に現われ

る。これによれば，差し引き純増加が40￥T，47￥T，58￥T，64￥Tであり，

公共部門の移転后の収入は55年の調正数字の40号￥Tから70年の67￥Tへと上

昇している。

　第1表の1Vは，個人部門所得・支出勘定であり，第1図の4行4列の部分行

列と考えることができるフォルマである。税込個人所得は1960年に下り，65年

に上昇に転じたが，1970年には55年の調正数字よりも44￥Tだけ低い489￥T

に落ちている。移転所得と直接税の純結果が加わるとき，期間中の所得の「揺

れ」はならされる。可処分個人所得（市場価格表示）は1955年のそれより下り，

1970年の数字は1955年の調正可処分個人所得（市場価格表示）より53￥Tだけ

低下した。ところでこの可処分個人所得（市場価格表示）をヒックスのフォル

マ通りに個人所得（要素費用表示）に転換し，また個人消費支出を要素費用べ一
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スで示すためには，前節で述べたように鈍間接税の支出カテゴリー別の部門分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
割を行うことが必要である。第2表はこのために算出せられている。個人部門

の所得支出勘定に落ちる分は消費支出に関する鈍間接税であり，貯蓄・投資勘

定に落ちる分は固定資産投資と在庫投資に関する鈍間接税であるので，第1表

のWでは，所得・支出勘定に関連する前者だけが出ている。

第2表鈍間接税のセクタリング
in1970yens￥T

1955 1960 1965 1970

個人消費の中のn．i．t． 49．3 45．6 40．3 33．2

政府消費の中のn．i．t． 2．3 5．1 3，2 3．2

個入部門在庫形成のn．i．t． O．4 0．4 O．1 0．05

法人部門在庫形成のn．i．t、 O．7 2．6 1．0 2，2

政府部門在庫形成のn．i．t． O．4 O．3 O．2
■

固定資産形成のn．i．t．（個人部門） 1．4 O．8 1．1 1．3

固定資産形成のn．i．t．（法人部門） 2．O 2．2 2．O 2．6

固定資産形成のn．i・t・（一般政府部門） 1．3 1．O 1．3 1．2

輸出に関するn．i，t． 2．5 1，3 1．4 1．5

合　　計（。．i，t．） 60．4 59．O 22．5 45．5

（n．i．t．は鈍間接税を意味するものとする）

　第1表のWは，そのすぐ上の1Vと個人所得（税込），直接税，貯蓄だけ重複し

ている。個人可処分所得は要素費用べ一スで示されている。鈍間接税が，この

期間の間に，調正値にして1955年の49￥Tから潮時下落して1970年に33￥Tに

減少し，他方，要素費用べ一スによる1970年円表示の個人消費は，1955年の調

正数字の393￥Tから1970年には330￥Tに63￥Tだけ減少した。1965年には個

人消費の小さい上昇が見られるが，それも1955年の調正数字よりも低く，調正

11⑪鈍間接税をセクター別支出項目ごとに分割するために，われわれは，I－O表

　によって最終需要の項目別にわり当てる方法をとったが，概念上・計算上ここに

　二つの問題がある。一つは収益税的性格を持っ間接税（例，法人事業税と純粋の
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数字から判断できる個人消費の相対的縮小の傾向が著しい。これと対照的に個

人貯蓄が期間を通して上昇しており，1970年の数字は1955年の調正数字よりも

26￥丁上廻っている。

　第1表のVは，要素費用べ一スによる比較国民所得・支出勘定である。これ

は，さきのWと同様に，国民所得統計年報の個人部門，一般政府部門にかんす

る当該表のぼかにわれわれの第2表が無いと計上出来ない。この表Vにお一いて

注目せられるのは，公共消費の推移であって，1955年の調正数字69￥Tは期間

中の65年の小さな回復があるが，傾向として下り，1970年には55￥Tに14￥T

だけ下っている。公共消費はこれを平均以上に享受する所得階層にとっては移

転所得受領と同じ再分配効果をもつ。またそれは，個人消費と同じく消費元本

の費消であるところから，さらに吟味すべきである。このことを含めて第1表

Vの下三列は，当該期間における国内諸部門の貯蓄の上昇振りを示す。最も振

動が大きいのは企業部門の貯蓄，逆に最も安定増加型であるのは個人貯蓄であ

支出税（例，酒税）を区別して計算する必要があることで，今一つは，昭和30年

表以外のI－O表は，最終需要の中で非個人消費を計上しており，これが国民勘

定の支出と喰違うことである。前者は地方財政統計年報と財政金融統計月報「租

税特集」収録の間接税関係の統計表から拾って収益税的ないしは準間接税的性質

を持っ項目を求めることができる。居者の問題は，国民勘定とI－O表の概念上

の相異にからむもので，ここでは非個人消費支出及びこれに関する鈍間接税をす

べて個入消費支出及びこれに関する鈍間接税に含めて計算した。

　計算手続は次の如くである。まづ各年の産業連関表にある間接税と補助金を産

業別に合算し，純粋の鈍間接税については産業別に最終需要に対する配分率を出

し，これから支出項目別に配賦率を求めて純粋の間接税合計に掛けて求める。収

益税的な間接税については最終需要合計に対する各最終需要項目の比率を摘用す

る。両者をセクターごとに合算する。すなわち，35年表以后については，非個人

消費と個人消費の双方にかかる鈍間接税を合算する。在庫投資および固定資産投

資に関する鈍間接税セクター配分については，国民所得統計年報からセクター別

暦年の市場価格表示の数値の各総額に対する構成比によって配分した。資料出所：

「昭和30年日本経済の産業連関分析」表6－1，「昭和45年産業連関表」付表1，

付表2および付表3，「国民所得統計年報」昭和43年版，「改訂国民所得統計」，「地

方財政統計年報」昭和42年版，財政金融統計月報「租税特集」，No．11O，166，236。
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る。1970年における上昇は企業部門が最も顕著である。期末と期首を対照する

と，企業部門，個人部門，一般政府部門の48￥T，94￥T，55￥Tは，1955年

調正数字よりもそれぞれ30￥T，27￥T，25￥Tつっ上昇したのである。

　第1表wは国内粗投資を要素費用べ一スで示九ちなみにこの投資とさきの

貯蓄が，第工図の4行4列に対応する。投資は消費と同様に第2表を援用して
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
市場価格べ一スから要素費用べ一スに変換し，また第2節で述べたヒックスの

処理に従ってG　N　P・G　N　E勘定と国民所得勘定との「残余の誤差」を1970年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
円に調正した上で各年の粗固定資産形成の調正数字から控除してある。

　第1表のWの右端の列から，1955年と1970年の間に調正数字にして総額113

￥Tの増大があることが示される。このうち最大のものは，企業部門の88￥T

であり，個人部門の増大はその士以下である。この表V1の構成は，固定資産投

資十棚卸資産形成＝国内投資合計である。各年度の列と下3行の交わるマス

目の中で最初の項が固定資産粗投資，二番目の項が棚卸資産純投資を示すもの

とする。表から明らかな点は，何よりも固定資産粗投資の巨大な増加である。

企業部門は65年に反落しているが60年上昇と70年の増加が著しい。65年の縮小

した数字といえども55年の調正数字よりも42￥下高く，55年の約2倍である。

また個人部門と政府部門の数字は，65年を除けば企業部門の半分以下であると

はいえ上昇を続けている。固定資産への投資は国内投資よりも，増加の率が大

きく，この期間の一つの象徴と云える。他方，在庫投資は企業部門以外はまこ

とに少い。企業部門の数字も65年に反落している。そしてそれは1970年には55

年の調正数字の2倍になっているが，それも数字的には大ではない。

　以上の時間比較から得た所得の構成的なフローの変化を，次節の国際比較の

結果と対照するとき，1955年から70年までの日本の所得循環の構図がより鮮明

なものとなる。

l11〕資料出所：「国民所得統計年報」および「改訂国民所得統計」の第I表国民総生産

　と総支出勘定。
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4．比較社会勘定による国際比較

　前節で明らかにした日本の所得の流れの特徴は，同じ1955年から1970年に同

じフォルマを他の国の国民所得に摘用するとき外部から明らかとなる。われわ

れは同じ期間のイギリスの青書の数字をこのフォルマに導入する。ここでイギ

リスの国民所得を選んだ理由は，一つには同じ期間の日本と対照的な低成長の

　　　　　　　　l12
成熟経済であること，今一つには元来このフォルマはイギリスの1957年と1969

年を比較するためにヒックス教授が設計したものであり，青書から原始資料を

容易に得ることができるためである。

　第3表は二重の目的をもって作られている。表の左側は1955年と1970年にお

けるイギリスの所得フローを調正数字すなわち“1970年ポンド”で示している。

なお単位£Hは，1千億ポンドを示すものとする。第3表の右側は前節第1表の

日本の同じ期間の所得フローが中間年度を省いて再現されてある。したがって

第3表からイギリスの所得フローの時間比較と，日本の所得フローとイギリス

の所得フローの国際比較を一度に行うことができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11割
　まづ第3表左側の1970年ポンドに調正した比較社会勘定について，比較社会

勘定を作成する手続きは，第2節と同じである。イギリスの1955年と1970年の

要素費用による国民所得は，それそれ15，468百万ポンド，39，O17百万ポンドで

ω当該1955－1970年間の0ECD諸国についてそのπを計算すると次のようであ

　る。

　　　日本　　U　S　　UK　　西独　　フランス　　スエーデン　　イタリー

　　　　8　　　2．4　　　2．5　　　3．8　　　　　419　　　　　　3．6　　　　　3．9

　　資料出所：0厄CD　N〃。〃λ㏄o舳f5，Vols・195ト1969and1960－1970・

（1靱資料出所：〃洲。〃∫側。omα例d厄卯。腕d舳m，op，cit。，1962ed．Tables11，

　26，30，46，62，　and65．1973　ed・，Ta1〕les　1，　2，　6，　12，　13，　19，26，31，

　32，43，46，57，60，a・d69．
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　　　（1切

あった。したがって調整倍率πは2．5である。ここで日本の同じ期間のπが8で

あることが想起せられるべきである。

　　　　第3表　比較社会勘定による所得フローの国際比較（玉95ト｝970）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（￥1970表示）　単位￥T

1055 1岬。 1970－1蝸5 1帖≡ 1岬。 1970一蝸55

I．甜　金　所　得 囲1 302 21 2目3 311 郷

個人業主所得 31 〃 △’ 211 113 △鯛

企堆営業余剰 56 珊 △20 舶 142 刊

公共部門生産余剰 1 1o o 4寺 7 2去

n．貨　金　所　得 鴉1 302 21 2鴎 3H 鴉

個人業主所得 31 27 △4 211 113 △98

個人財産所得 馳 〃 目 肝 65 那

企業未分配利潤（税込〕 50 別 △20 37 醐 岨

紳公英所得 一1畠 一6 12 青 3 2＋

皿．個　人　所　碍 350－401ヨ皿 帥5一冊＝囲。 25－37r△12 531－50≡㎎1 4目。一視≡4盟 一4望一12一△剴

移　転　所　得 O＋里5；蝸 o＋岨，43 o＋1日＝18 o＋20≡的 o＋30≡30 〇十］11

未分配利潤 馳一10131 21－1516 一29一一4〕＝△25 37－10ミ蝸 80－32＝蝸 蝸一13－30

公　共　所　碍 一蝸十蝸；蝸 一6＋5目，躯 12＋15，27 百十40＝側青 ；十制＝研 2＋＋別＝26士

w．個　人　所　得 350 375 盟 5宮1 4鵬 △他

移　転　所　得 盟 43 1目 29 30 1

3帖 蛆畠 鵯 ；60 519 △虹

直　　接　　税 49 86 研 50 舵 I2

鈍　間　接　税 49 58 9 蝸 盟 △16

可処分所得（F．C．〕 四7 〃4 △3 4飢 4加 △師

個人消費｛F．C．〕 〃9 250 △13 3軸 330 △03

個　人　貯　蓄 2 1目 16 鵬 蜆 舶

V．個人消費｛F．C．〕 2刑 2尉 △13 3蝸 330 △oo

公共消雪（F．C．〕 禍 幽 o 舶 弱 △14

貯　蓄：個　　人 2 1o 16 舶 04 26

企　　業 31 6 △2… 1目 4目 30

公　　共 3 3里 20 30 55 25

36 弱 20 116 107 01

珊．粗投資｛F．C．〕：個人 14 12 △2 蝸 05 20

企業 訓 41 lo 67 155 醐

公共 蝸 41 13 54 5目 4

（14〕残余の誤差を含めていない。資料出所：M洲Oflα〃flCome伽d亙抑e冊伽〃O，

　ibid．Table1．1973edition．
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　第3表左側のI（比較生産勘定）の示すところは，まづイギリスも賃金所得

のシェアの上昇（21£H）があること，および個人業主所得のシェアの下降

（一4£H）が認められることである。ただし賃金所得の上昇と個人業主所得

の下降の巾はそれほど大きくはなく第3表右側の日本の数字就中個人業主所得

の激減とは対照的である。もっとも期首の個人業主所得の大きさ自体，イギリ

スと日本とは大差がある。他方，この期間に企業の営業余剰56£Hが28£Hに

下落しており，民間企業の利潤の危機という様相が示されている。この期間に，

公共部門の生産余剰が1£Hから1O£Hへ上昇したことは，国有化産業部門の

増大の結果であろう。民間企業の営業余剰の28£Hという大きい下降は，表の

右側の日本の企業部門営業余剰の74￥丁上昇と好対照をなすものである。

　第3表の皿についてイギリスのこの期間における所得分配の推移を見よう。

分配範疇である個人財産所得が38£Hから47£Hに上昇していることが示され

る。他方，企業の未分配利潤（税込）は，1955年の50£Hから21£Hに変化し，

差し引き29£Hの下降である。このことは先のIに見た企業の営業余剰の大き

い下降の系であるから目新しいことではない。これに反して，公共部門の純利

潤が1955．1970の両年度ともに負値となっていることが，より注目せられる。

これは，公共部門の生産余剰から国債利子負担分を減算したためである。期首

1955年の一18£Hから期末1970年の一6£Hへの推移には，明らかに大きい改

善があるが，それでも純利潤が負値にとどまっている事実は，大きい。公共部

門の生産余剰に対する国債利子負担分のウェイトは，第3表の右側に見る同じ

期間の日本の公共部門の純利潤が示唆する国債利子負担の僅小さに比べると大

きい意味があることが理解せられる。

　第3表の皿とWの前半は，当該期間の所得再分配の推移を示す。企業部門の

利潤低下を反映して法人所得税は19£Hから15£Hに低下している。他方個人

所得（税込）は1955年の350£Hから1970年の375£Hへと25£H上昇した。こ

の上昇にさらに移転所得の25£Hから43£Hへの上昇があった。しかしながら
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直接税の37£H分の大上昇と鈍間接税の9£Hの増大とがあるために，要素費

用べ一スによる可処分所得は，3£Hだけ減収を生じた。

　第3表の1Vの后半とVとはこの期間の国民所得の処分を要素費用べ一スで示

す。個人消費は279£Hから256£Hへと23£H減小となる。集合消費は逆に78

£Hから84£Hへ6£H分増加した。さきの移転所得の18£H増大分とともに，

この期間のこの形による再分配が大であることを示している。これは同義の右

側の日本の対応数字と比較するとき一層明白となる。なお貯蓄については企業

の貯蓄の大きい落ち込み（△25£H）が見られる。日本の企業貯蓄の急上昇と

の対照が，ここにも表の両側から認めることができよう。個人貯蓄の16£Hの

上昇と，公共貯蓄の29£Hの上昇とが企業貯蓄の落ち込みをカヴァーしている

ことが表から示されている。

　最后に第3表のVlから粗投資の推移を観察すると，個人部門の粗投資の14

£Hから12£Hへの微減，企業部門の粗投資と公共部門の粗投資の10£H，13

£Hづつの増加が見られ乱公共部門粗投資のウェイトがイギリスでは高いこ

とが，表の右側の日本の対応数値との比較から明らかであろう。

　以上のサブ勘定群の数字の比較を通して顕著な事実は，イ．生産における企

業部門の所得シェアの下降と公共部門のそれの上昇があること，口．賃金と財

産所得の上昇の結果個人所得が上昇しまた移転所得が増大したが，個人負担の

直接税および鈍間接税の上昇があり，要素費用べ一スによる個人消費は減少し

ていること，ハ．公共消費の増大があり，かっ国家費用が上昇したこと，二．

企業貯蓄の落ち込みの結果一国の貯蓄構成が，また公共部門粗投資の上昇の結

果一国の祖国内投資構成が変化したことである。こうしたイギリス経済と日本

経済の対照的な動きは，第3表の左側と右側の対応する勘定の比較と吟味を通

して明らかとなる。われわれは，福祉型・低成長経済と高成長・民間部門主導

型の経済のそれぞれ典型的な所得フローのパターンをそこに認めることができ

るであろう。
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5．要約と結論

　ヒックスのフォルマを摘用することによって明らかとなる1955年から1970年

にいたる両国経済の諸様相は「揺れ」はあるとはいえ概して高い経済成長を持

続した日本に，また低成長で成熱経済のイギリスに当然起るべくして生じた変

化に外ならない。すなわち，16年間の持続的高成長という理由から考えると，

日本では，イ．利潤から労働へのシェアの移行が，「揺れ」の年にさえ僅小であ

ったであろうということ，口．個人業主所得のシェアの大下落があったであろ

うこと，ハ．移転所得は僅かな上昇しかなく代りに未分配利潤，法人貯蓄の著

しい上昇があったであろうということ，および二．消費（個人のまた集合的消

費の）支出よりも投資支出に実物資源が配分せられたであろうということは，

いづれもすべて予想できる事柄である。またこの逆の様相もこの期間のイギリ

ス経済に通用するであろう。前二節で行った比較社会勘定の時間比較と国際比

較は，こうした予想と符合する事実があったことを事后経済計算的に実証した

ことになる。

　ところでヒックス教授の比較社会会計アプローチによって発見できる事実は，

原因を単に成長の高低に帰するよりももっと解明され得る余地を持ち，また問

題提起的なメリットを持っている。比較社会勘定は，一定期間になされた所得

の稼得者から所得の非稼得者への所得再分配を表示する。所得の再分配の推移

は，慣行的な市場価格べ一スによる比較勘定によって示すことが可能である。

しかしながら，もし要素費用べ一スの比較勘定が作られ，これが示されるとす

れば，所得再分配の最終的な局面すなわち実物資源の利用・配分状況が明瞭と

なり，その局面の比較ができるはずである。たとえば糾問接税が個人消費支出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113
と比例的に各所得階層から支払われるものと仮定し，また移転所得からの貯蓄

115〕個人消費支出に対する間接税賦課の研究からすれば，これは決して極端な仮定
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がゼロであると仮定しよう。この仮定の下では，移転所得によってもたらされ

る要素費用べ一スによる個人消費は，日本の場合1955年には26￥T，イギリス

の場合21£H，そして1970年には日本の場合27￥Tと4％増，イギリスの場合

35£Hと67％増となるであろう。移転以外の所得からの要素費用べ一スによる

消費は，1955年には臼本の場合，367￥T，イギリスの場合，258£H，1970年

には日本の場合，303￥Tと17．5％減に，またイギリスの場合221£Hと14％減

になるであろう。可処分所得に対する可処分財産所得と同じく可処分所得に対

する可処分賃金所得の比率は再分配によって両国共に若干変化しているであろ

うが，税込賃金所得からする消費の対国民所得比が一運の所得の変化分だけ対

応的に変化するものと想定して，大きな誤りはないであろう。

　ところで第1表お・よび第3表で示したように，この期間中両国の賃金所得の

シェアは大きく増大してい乱しかしこの数字は税込み個人所得と同様に誤解

を与えかねない数字である。理由は，一つには税金と移転所得によるものであ

乱両表に見るように，イギリスの場合直接税および間接税の個人負担が大き

く増大し，この反面移転所得も増大してお一り，逆に日本では直接税は増大，間

接税は下落の反面移転所得は僅かに上昇という形をとって居る。税込み賃金や

税込み個人所得への効果はこのように異っているが，とにかくこれらの要素の

存在が要素費用べ一スで表示される可処分賃金や可処分所得の大きさを左右す

ることは明白であ乱ただし問題はこれで終るのではない。われわれは今一つ

の再分配要素である要素費用べ一スでの公共消費の推移を検討する必要がある。

何となれば，公共消費は個人部門が公共部門からこの便益の形で受領する給付

であって，貨幣タームで受領する給付の一つの代替物であるからである。第3

表に見るように，公共消費は日本の場合この期間中に14￥丁下落し，イギリス

の場合6£H増加している。そこで，期間中全体として微減した税金（△4￥T）

とより多く減少した公共消費（△14￥T）の差額が，日本の場合公共部門の貯

ではない。通説は，間接税をむしろ累退税的効果をもっとするからである。

44



　　　　　　　　　　　　ビックシャン・フォルマによる所得・支出勘定の国際比較（能勢）

蓄増加の一因となり，またイギリスの場合増犬した税金と微増した公共消費の

　o⑤
差額が，同様に公共部門の貯蓄増加に対応することが，明らかである。同じ期

間の両国の公共貯蓄増犬の径路は，なお分析さるべき多くの問題を持つであろ

う。

　以上の会計的アプローチが示唆するように，日本経済のこの期間の様相は，

イギリス型のそれとは対照的である。イギリスの所得処分勘定の状況は，国民

が福祉国家の維持費を負担し，その代りに巨大化する公共消費の与える便益を

移転所得ともども受取るという収支状況であり，日本のそれは税金の形での国

家費用の負担は少く，代りに公共消費と移転を享受できる額は僅がといった収

支状況である。われわれの比較会計アプローチは，さらに次のことを示唆する。

日本では賃金稼得者は税込み賃金を押し上げるべく努力するか，または彼の経

常消費を抑制することによって，彼の生涯支出の資金を確保しようとするので

ある。賃金稼得者は彼の実質貯蓄の減少を防ぐことは出来ないし，また彼の享

受出来る一人当り公共消費と移転所得は至極限られている。それにもかかわら

ず賃金稼得者は「自助の哲学」をもって先の目標を達成すべく努力するであろ

う。賃金インフレーションは決して趨勢とはならず，貨幣稼得からの高貯蓄が

持続せられる。賃金インフレーションがっとにこの期間の初期から現われてい

るイギリスの状況とは，置かれた状況が対照的ですらあるのである。その結果

生じる事柄がこの期間を越えて70年代にどう現われるかを，われわれはマクロ

勘定による比較分析の今后の課題としたい。

（1⑤　われわれの期問に先立つ1957－1969年の個人部門の支払う税金合計と公共消費

　の各増大分は，41£Hと7£H（ただし1969年ポンド）であった。また公共貯蓄

　の増大分は，18£Hであった。Hicks，ゆ棚．，P．311．
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国際資金循環と平価変更
一とくに国際資金移動と平価切り下げに関説して一

藤　田　正　寛

1．はじめに

　ブレトン・ウッズ体制からスミソニアン体制が誕生し、これがいまや転換点

に立っているのが国際通貨体制の現実である。

l1）いままでの平価制度すなわち，アジャスタブル・ペッグというI　M　F中心

の固定為替制度は硬直的でありすぎたが，これは国際的取りきめによる拘束が

然らしめたのではなく，平価に対する国内の意思決定の過程に遅れが出るI　M

F体制の本質的性格に原因があったといえる。

（2）国際収支の不均衡あるいは為替の不均衡に当っては迅速に平価が調整され

ねばならないにも不拘，I　MF体制ではつねに最適の時期を失いがちであった。

このために資源の不適正な配分状態が長びくことを避け，また為替市場の急激

な混乱，あるいは危機的状態およびこれに伴うあらゆる不利益を避けるために

迅速な平価調整が必要であった。

（3）平価または平価領域（parity　z㎝e）の国際的管理については世界的規模で

現実化していない。したがって為替の自動調整方式が各国にうけ入れられるこ

とは困難であり，変動幅の拡大とクローリング・ペッグという小刻み調整方式

が試みられているが，これは不均衡を根本的に解消することができない。また

平価を迅速に調整し，これを持続させるための国際的な圧力つきの評定が認め

られるには国際間に克服すべき障害が非常に多い。このために平価を迅速に調

整する平価制度の改革は実現の可能性に乏しいといわれるのも当然である。
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14〕平価を中心として変動幅を拡大することは必ずしも各国が独自の国内金融

政策を実行できるようにすることではない。そして，これは撹乱的な資金移動

に対する有効性をもつものとは考えられない。

15〕したがって現行の平価制度すなわちI　MF体制のもつ自由にして公平な資

本移動とは資本移動を完全に規制する理想的手段ではない。資金の移動に対す

る規制は普通，きわめて不公平であり，経済活動を阻害する場合すらみられる。

固定為替制度，自由な資本（金）移動，および独自に決定される各国の金融政

策という相互に矛盾する三位一体制には要素間に相互に摩擦があることこそ，

重要な問題を含んでいる。われわれは上述の問題点については変動為替制を

体験する場合におこる不利益とのトレード・オフを重要視せねばならない。

　スミソニアンの合意は為替の変動幅を拡大し，国内金融政策に独自性をもた

せ，しかも撹乱的資本移動を防ぐには十分ではなかった。その証拠にこの合意

は平価制度の本来の性格にもとづき，平価の変更を予期した資金の投機的流入

がユー口市場・とくに西ドイツに大量に流入し，平価制度を混乱させた生々し

い事実がある。このような撹乱的で不安定な短期資金の移動を規制することが

国際協力による国際通貨体制の為替安定能力を回復させる最適な方途である。

もっとも，この撹乱的で不安定な資金の移動は貿易取引や直接投資、正常な証

券投資の形の資金移動を含まないのであ乱
　　　　　　　　　　　　　　｛1〕　　　　　｛2〕　　　　　　　｛3〕　　　　　‘4〕　　　　　　｛5〕　　　　　　‘6〕

　この問題についてのM㎜dell，Clark，Cooper，Katz，Levin，Floyd．
　　　　｛7〕　　　　　　　　｛8〕　　　　　　｛9〕

S㎜dler，Borchich，Heller，などの所論をとりあげることにより国際資金移

11〕M㎜de11，R．，文献〔21〕

（2）C1ark，P．B．，文献〔7〕

13）Cooper，R．N．，文献〔8〕

14）Katz，S．I、，文献〔15〕

（5〕Levin，J．H．，文献〔19〕

（6〕F1oyd，J．E．，文献〔11〕

17）S㎜dler，T，M．、文献〔23〕

48



国際資金循環と平価変更（藤田）

動と金融政策とくに為替変更に関説することにする。

2．国際資金の循環と貨幣均衡

　いま，2国モデルを想定し，A国が大国であり，B国は相対的に小国である

とし，このふたつの国はともに固定価格水準と完全雇用水準を達成しようとし

ているものとする。

　そして，これらの国においては外貨準備量は通貨供給量に十分に対応してお

らず，2国の国富と外貨準備量とは相関関係をもたないものとする。

　さらに，A国資本から所得が流出するとき，B国資本からの所得の流出には

完全な資産の代替性はないものと考える。したがって，各国の名目的な通貨の

存在量（stock）は政府が決定をし，マネー・ストックは国民が保有するものと

する。さらに，各国の国民は国富の一部だけを外貨資産の形で保有するに過ぎ

ないとする。

　以下，本稿においては平価切下げの効果の分析を貿易収支よりも資本勘定を

中心として試みることにする。

　Bを国際収支，ZとCを輸出と資本流出を決定する関数，Xを実質生産高ま

たは実質所得，’を利子率，rを為替相場とすると，

　　　（・・1〕胴＾・）一・・（・。・・）一ぺり

となる。

　そしてM。とM。を通貨の名目存在量とし，ゴ。，＾，X。，X。，B。またrについ

て方程式を与え，B。もrも為替相場に左右されるが，これは固定為替相場か変

動為替相場かによって様相を異にする。そこで，利子率は流動性選好関数（L）

により決定されるから，

18〕Borchich，J．，文献〔3〕

19〕He11er，R．，文献〔13〕
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　　　（2．2〕　　㍍＝工。（M血，XJ

　　　（2．3）　　れ＝工。（M。，X。）

となり，これに所得支出方程式を加えて完全モデルとすると，

　　　（2．4）　　X。＝亙。（1価，X。，f）

　　　12．5）　　X。＝亙。（㌦，X。，ゲ）

となる。

　このような関係が成立するには各国の国内利子率が国際資金の循環とは無関

係に決定されることが前提となるのである。金利格差によって生じる資金の国

際的循環の場合は国際資金の循環そのものが，その規模を決定することが重要

なポイントである。そして，この場合の利子率決定の要素として注目すべき部

分は国際貨幣あるいは国際資金のストック量あるいは国際資金のストックの均

衡状態である。仮りに，現実の利子率水準における貨幣ストックが過大であ

る場合，当局は他の資産と入れ替える操作を行なって貨幣残高を是正しようと

するが，この入れ替え操作は資産の価格の引き上げが中心となる。そして，利

子率を引き下げる方策も併用される場合は現実の貨幣ストックと貨幣の期待ス

トックとが一致するまで金利の引き下げが行なわれると考えてよい。

　また，非貨幣的資産の適正量（ストック）は国際資金の移動により左右され

るのでないことが十分，明らかにされなければならない。もし，非貨幣的資産

の量が増大すれば，当局は貨幣ストックの大部分を当初の利子率のもとで保有

しようとすると予想される。しかし，また，当初の貨幣ストックを一層，高利

の水準で保有しようとする場合も予想される。

　いわゆる国際資本移動という現象は所有資本のストックの変動を前提として

おり，資本は非貨幣的資産にかえられるのである。しかも，利子率と資本移動

の相関関係は同時性をもっているといえる。すなわち，資本の移動は利子率に

影響を与え，利子率は資本移動を左右するのである。また，利子率はストックの均

衡状態により同時に決定されるのである。そして，適正な資本移動とは継続的な
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資金の循環をいうのではなく，ひとつのポートフォリオ均衡から他の均衡へと

動く資産の調整をいうのである。このことは，2国モデルにおいては自国民と

他国民間の資本所有権の現実の割当の状態あるいは2国の債権・債務のネット

・ポジションにより変動することを示してい孔このことは資本の移動を利子

率の関数として考える資金の移動に適用しても同様の結果がえられる。

　しかし，伝統的な資本移動を考えて，この場合の資本のストックをつぎのよ

うに定義する。すなわち，（イ）計算単位としての機能をもつ貨幣の意味では，こ

の場合の資本ストックは資本財の現存量の価値とする。（司資本ストックは物理

的な単位における資本財の総量とだけ考える。バ資本財ストックを増大させた

場合の永久所有としては大量の所得を資本ストックというのである。

　しかしながら（イ）の範疇の資本の量は利子率との問に相関関係がみられ，（口）の

範躊の資本ストックは以下の理由から否定される。すなわち，もし，資本スト

ックが使われる場合，資産方程式あるいは貨幣方程式にはストックから生ずる

所得とも，あるいは広義の定義でいう資本ストックの増加には非貨幣的資産の

増加だけを指すのではなく，所得の増大によって間接的に資本ストックを増大

させることを示しているのである。

　そして，バの範醇の資本ストックは利子率に対しては独立変数となる。

　そこでポートフォリオ均衡論の教えるところでは以下のように考えることが

できる。

　いま，単純な封鎖経済のケースを考える。ここでは全生産が単純な資産があ

るいは同質な資産群により行われると考える。そして，封鎖経済社会におい

ては実質貨幣残高と将来所得に対する請求権というふたっの形式の資産を保有

するものと考える。第1図では全体の経済社会とすべての個人は全く同一の機

能をもつものと仮定する。ここではMを貨幣的資産の水準あるいは実質貨幣ス

トックとし，縦軸にその動きがみられるものとし，Sを非貨幣的資産の水準あ

るいは将来の実質所得量とし横軸に示されるものとすると実質貨幣所得も名目
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　　　　　　M

λ

”］

”o

　　　　　　　0　　　　　S．　　　d　　　b　　S

　　　　　　　　　　　　　　　第1図

貨幣所得もともに価格水準が1で正常化されるから同一となる。

　そこでWを資産の水準，ゴを利子率とすると，個人に対する予算制限あるい

は資産制限はつぎのようにな乱すなわち，

　　　　　　　　　　　　8　　　（2．6〕　　W；M＋一
　　　　　　　　　　　　ゴ
となりαら線によって示されている。また，αムの傾斜は1／｛にひとしく，これ

は一単位の将来所得に対する債権の貨幣タームの価格をあらわしている。

　当初の資産あるいは利子率を所与として考えると個人は自己の資産選択をつ

ぎのように調整できる。すなわち，A点で個人の効用が最大になるように所得

を調整するのである。

　また，Mo，S。を貨幣的資産，非貨幣的資産の資本当りストックが与えられる

点とする。そこで，すべての個人が一斉に資産（選択）を調整することは不可

能であり，利子率は現実と将来期待されるものとが混合した貨幣的資産と非貨

幣的資産が同一である点で決定される。たとえば，予算上の制限をC　dで示し，

現実のポートフォリオ・ミックスの行われる点をλとすると一Bが将来の予想さ
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れるポートフォリオ・ミックスの行なわれる点となる。

　すべての個人が貨幣残高をなくしょうとして永久的所得を売却しようとする

場合は利子率を引き上げ，C　dをλの周辺で左へ転回させ、C　dがαあと一致

するまで利子率操作をする。c　dとαムの一致する点は現実と将来のポートフ

ォリオ・ミックスが一致するλと同一の点である。第1図では各点を通る無差

別曲線を描くことができるが，全経済社会に対するポートフォリオ均衡は各点

の無差別曲線と逆タンジェントの関係の利子率にひとしいという意味をもって

いる。したがって均衡利子率は現実のポートフォリオ・ミックスの関数といえ

る。しかも関数λは経済社会の選択をあらわすものとすると，

　　　（2．7）　　1＝λ（M，S）

となる。つぎに不確実性が存在する場合は非貨幣的資産を計測する最適の方法

は期待される将来所得を計測することであって，経常的所得を追求することで

はない。すべての資本が同質である場合，このことは経常所得の関数である永

久所得にひとしい所得を計測することとなる。

　このようにして（2．7）式を書きかえることができる。すなわち，

　　　12．8〕　　S＝／（γ）

となる。

　つぎに（2．8〕式に（2．7）式を代入すると

　　　（2．9）　　1＝λ（M，パγ〕）＝λ（M，γ）

となる。この方程式は貨幣需要関数あるいは流動性選好関数に変形することが

できるから，

　　　（2．lO〕　　　M＝工　（i，Y）

となる。

　したがって、このような関係はケインズ経済学の資産均衡説の教えるところ

と一致する。そこで追加的利子率あるいは人間資本の資本化率という考え方を

導入することができる。これをA，B，2国モデルに適用して，各国の個別モ
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デルを考えることにする。すなわち，各国民はつぎのような3つの資産を所有

するものと考えると，第1に実質貨幣ストック、第2には国内に資本を使用し

て生ずる期待所得量，第3に海外で資本を使用するために生ずる期待所得量を

あげることができる。そして，第2，第3の資産は以下の理由から資産選択の

完全な代替物とはいえない。その理由は生産物の分散や債券を所有することに

より生ずる危険は国内と外国では格差があるからである。

　さてS㎝をA国民が所有しA国で使用されて将来所得となる所得量，S　Mを

A国民が所有しB国で使用されて将来所得となる所得量，SωをB国民が所有

しA国で使用されて将来所得となる所得量，S肋をB国民が所有しB国で使用

されて将来所得となる所得量とするとA，B国それぞれにふたっの適正利子率

が考えられる。すなわち，A国民が国内で資本を使用する場合の利子率と，海

外で資本を使用する場合の利子率があるが前者をオ㎜，後者を㌦とし，同様にB

国の場合をそれぞれ’ω，1冊とする。この場合，完全な資金の移動があるとすれ

ばゴω＝i。。，㌦＝’舳で示すことができる。

　そして，このふたつの利子率こそ，貨幣残高，外国資本導入による所得の移

動，封鎖経済における効用極犬化原理にもとづく資本の国内使用による所得移

動というポートフォリオ・ミックスを調整するのである。したがってふたっの

利子率の調整によってはじめてポートフォリオ・ミックスを調整させることが

できるといえる。また，海外で売買が行なわれない場合には，一国の国民はす

べて同じ方向のポートフォリオを試みることができないうえに，資本化率も均

衡ポートフォリオ・ミックスと現実のポートフォリオ・ミックスが一致するま

で変動させられるはずである。そして海外で売買が可能である場合は利子率が

それぞれのタイプで異っていても2国でこの利子率がひとしくなるまでふたっ

のタイプの所得の移動は国際的な債権の移動に変化させられる。そしてA，B国

の全国民はポートフォリオ均衡のもとで行動すると考えられる。

　そこでっぎのような関数関係が成立する。すなわち，
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　　　　　　　　　　　　　　　　ま　　　ホ
　　　（2．11〕　　1。。＝1。（M。，S。。，S肋）

　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　　　ホ
　　　（2．12）　　i。。＝i。。（M。，Sα。，S。。）

　　　　　　　　　　　　　　　　ま　　　｝
　　　（2．13〕　　iω＝｛ω（M。，Sω，S阯）

　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　ま
　　　（2．14〕　　　｛肋＝’肋（Mb，S．o，S舳）

となる。ここでは資産は自由に国際的に移動するのであるから，

　　　（2．15〕　　i。。＝㌦＝i。

　　　（2．16〕　　i肋＝㌦＝㌦

となる。ここでは㌦，㌦はA，Bの2国における資本化の結果，すなわち資本化

率であり，完全な資本市場が存在し，資本の完全な移動が可能であるものとい

う前提があ乱そして，また、利子率はすべての国で同一であるとは考えない

のである。

　また一国内で使用されて資本化された所得は一国の将来の生産水準の関数と

考えることができる。そして，将来の生産水準は経常生産の関数でもある。し

たがって，つぎの関係が成立する。すなわち，

　　　　　　　　　＊　　　（2．17）　　S．r㌦（X。）

　　　　　　　　　｝　　　12．18）　　S・＝∫。（X。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　串
である。ここでX。，X凸はA，B国それぞれの生産水準とし，S。をA国民の所有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　　　＊　　　‡　　　　＊
するものとB国民の所有するものに分け，Q。。，QωはS。。／S。，S。。／S。にひ

としいものとすると，（2，19）式が成立する。

　　　　　　　　　ホ　　　（2，19〕　　S。。＝Q血山（X。）

　さらに

　　　　　　　　　‡　　　（2．20）　　Sω＝Q。山（X。）＝（1－Q。。）∫。（X。）

となり，同様にして、

　　　　　　　　　讐　　　（2．21）　　S。。：Q。山（X。）

　　　　　　　　　＾　　　（2．22〕　　S舳＝Q舳ん（X。）＝（1－Q。。）∫。（X。）

となる。
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　（2．19）式，（2．22）式に12．11）式，12．14〕式を代入すると，

　　　（2，23〕　　ゴ。。＝’ω（M。，X。，X。，Q。。，Q肋）

　　　（2．24〕　　㌦＝㍍。（M。，Xα，X。，Q。。，Q腕）

　　　（2．25〕　　｛ω：1皿。（M。，Xα，X。，Q。。，Q。。）

　　　（2．26）　　㌦＝㌦（M。，X皿，X。，Q皿。，Q。。）

となる。

　この場合，Q。血，Q肋は各国民が海外から資産を購入してポートフォリオ均衡

を自由に達成できる関係を示す方程式の変数である。4つの方程式が同時に満

足させられるとき，はじめて世界的資産均衡が成立する。すなわち，ゴ。Fゴω＝

io，㌦o＝’舳＝㍍となる。

　　　（2．23）式＝12．25）式，12124）式＝12．26）式からQ。。，Q施がえられる。こ

れらの方程式を同時に解くことによってポートフォリオ均衡の条件がえられる

のである。

　　　（2．27）　　　Qo。＝Q．o（M。，Mo，X皿，Xb）

さらに

　　　｛2．28）　　Q。。＝Q。。（M。，肌，X。，X。）

　これらの関係によってQω，Q肋が導き出されQω一1－Q。。，Q肋二1－Q。。とな

る。

　そこで，

　　　（2．29）　　’。＝ム。（M皿，M。，X。，X。）

さらに，

　　　（2．30〕　　㍍＝ム。（M。，M。，X。，X。）

となる。

　そこで，このふたっのポートフォリオ均衡方程式はA，B2国において使用

される資本ストックをいかに所有の見地から配分するかを描写したものといえ

る。そしてモデルとしては（2．29）式と（2．30）式には流動性選好関数を代替し，
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（2．27〕式と12．28〕式にはポートフォリオ均衡をつけ加えて改善をはかることが

できる。

　また，貨幣ストック水準や生産水準が変化するとA，B2国の利子率の水準

も金利格差も変化するから現実の資本ストックの所有権もA国からB国へ移動

する。このような移動が資本あるいは資金の国際的移動であるが，この場合，均

衡利子率が成立し，ポートフォリオ均衡が再び成立する点で金利格差は解消す

るのである。このように資金移動は資産均衡を掻乱させる。しかし，資産均衡

にできるだけ迅速に近づくために国際的にストックの調整が生ずるがこのこと

を国際的ポートフォリオ調整というのである。

3．国際収支とポートフォリオ均衡

　いままでの分析では貨幣残高と資本ストックを中心としてポートフォリオ均

衡の過程を観察してきた。そして，とくに国際資金としての貨幣の国際間の移

動のタイプについても考察を加えたのである。

　そこで，いまや，資金移動による国際収支，とくに資本勘定への影響が重要な

問題となってきたのである。

　さて，以下の展開で必要となる符号をつぎのように定義する。

すなわち，

　㌦　A国の利子率

　㌦　B国の利子率

　M．A国の名目的、実質的貨幣供給（価格水準を1に固定）

　M．B国の名目的，実質的貨幣供給

　X．A国の所得または支出

　X．B国の所得または支出

　B・A国の貿易収支

　B・A国の国際収支
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r　A国通貨建のB国の為替相場

f　時間

Q。口

Q胞

Q肋

Q肋

L
∫o

K．

p加

K．

p肋

A国民所有のA国資本により生ずる総期待所得量

A国民所有のB国資本により生ずる総期待所得量

B国民所有のA国資本により生ずる総期待所得量

B国民所有のB国資本により生ずる総期待所得量

A国における投資（〃。／州

B国における投資（孤。／出）

A国における資本財の量

A国における資本財価格

B国における資本財の量

B国にお一ける資本財価格

である。

　A，B両国間にポートフォリオ調整が行なわれて資本がAからBへ流出し，

ポートフォリオ均衡が成立した場合はQ。。は低下し，Qωは上昇をする。また海

外の金利水準が下落したときは例えば，B国では資本資産が売却されるからQ。α

もQ。。も上昇をする。

　いままで考察してきたモデルでは資産選択あるいは流動性選好に対して為替

相場の直接の影響は明確ではない。対外資産を保有する資産選択の決定に当っ

ては，投資家は嫁得所得の価値が国内通貨べ一スで幾何であるかに注目をする。

そして，嫁得所得量が国内通貨と均等量であるならば、為替相場は国内資産と

対外資産との相対的利潤獲得度を決定する重要な要素となる。さて，為替相

場が平価切り下げをするということは切り下げ国の国民の所得にその国内通貨

のタームで外貨価値を与えることにほかならない。ポートフォリオ・ミックス

が実施されて為替相場が変更されることは資産の国内通貨建の相対的利潤獲得

度を変動させることになる。そこで，ポートフォリオ均衡の状態にはじまって，
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もしA国において平価が切り下げられるならば不均衡が発生するが，その状態

においてはA国民は平価切り下げ後も現実に一層，国内通貨に対して均等値が大

きい対外資産を売却しようとすることは明らかである。またこの場合，B国民が

A国の資本資産を売却しようするのは当然であるが，それはB国の国内通貨の

所得嫁得能力が低下するからである。この場合にはQ。。は減少する。その理由

　　　　　　　　　∂Q。血
はQ。。が上昇するのは　　＞Oの場合，Q。。が強力な効果をもつことを示してお
　　　　　　　　　　∂r
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂Q舳
り，対外資産をより多く購入しようとA国民が行動する場合は　　　＞0とな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂r

りQ肋は上昇するからである。

　このことから，つぎの関係がえられる。すなわち，

　　　（3．1）　　　Q㎝＝Q皿。（Mo，Mo，Xo，Xb，r）

　　　13．2〕　　Q。。＝Q。。（M。，M。，X。、X凸，・）

であるが，このふたっの関係式はポートフォリオ均衡を示しており，それはA，

B両国それぞれの国内の資産ミックスに対する為替相場の直接の影響を特殊化

したものといえる。これらの関係式における5つの変数がすべて変化するのは

ポートフォリオ均衡を変化させる性格をもつからである

　A，B両国間の資金の流出入についてCらを資金の純流出，P肋とP肋を価格

水準，K。。，K肋をA国民所有のA国の資本財の量およびB国の資本財の量，K。

をA国で使われる資本財の量とするとA国からB国への資金の移動の結果はつ

ぎのように書きあらわされる。すなわち，

　　　｛3．3）　　　C㌧＝P店4Koo＋P肋dKoo－P肋dKα

となる。

　この場合，物価変動と資金移動とは均等関係をもっていない。そして、A国

の純対外ポジション上の変化は、ある意味では資金移動による利益が計上され

るが国際収支とくに資本収支には何等，効果をおよぼさない。したがって，資

金移動は当初の価格体系から考察されるのである。

　つぎにK。をB国の資本財の量とすると，
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　　　　　　　　　　　K。。　　K。。
　　　〔3・4）　～一K。～了r

となり，さらに，

　　　（3．5）　　孤。。＝KαdQ。。十Q〃K．

　　　13．6）　　孤も。＝K．dQ肋十Q肋孤。

となる。（3．5〕式と（3．6〕式を（3．3）式へ代入すると，

　　　（3．7〕　　　　C二＝P榊KodQoo＋P肋KodQbo－QωP肋dKo＋Q肋P肋dKo

となるが，A国からの純資金流出が、純対外債権者のポジションの改善と密接

な関係がある場合にはA国の純対外債権者ポジションはつぎのように示すこと

ができる。すなわち，
　　　　　　　　　　　｝　　　　ホ
　　　　　　　　　　S。。　Sω
　　　（3．8〕　　〃＝一一一1P泌。rP店必ω＝P店。Q泌rP榊Q。μ。
　　　　　　　　　　　㌦　　㌦

であり，さらに，

　　　（3．9〕　　〃＝Q〃肋〃。一Qωp〃K。十P泌。dQ。ゲP。以ノQω十

　　　　　　　　　　　Qb瓜ψQ舳一Q皿J（4p肋＝C㌧十QboKψP肋

　　　　　　　　　　　一Q。必μ・p加

となる。ここでは資金の移動に伴なう利益はP腕とP肋の変化によって発生す

る。そして，この利益は吸収されず，しかも利益は適正な国際収支の均衡の実

現に当っては資金流出を資本勘定の計算に算入されない。

　さて，資金が国際的に移動する場合，ポートフォリオ調整が行なわれるが，

その条件はP物dK。＝P肋孤F　Oである。その結果，

　　　（3．10〕　　　　　Co＝λ㎜odMo一←λ冊凸dハ”o一←λエ。dXo一トλ肋dXo

という関係が成立する。しかしこれはつぎの関係のもとで成立するから，

　　　　　　　　　　　　　　　∂Qoo　　　　　∂Q肋
　　　　　　　　　庁P山砺。十P鮎K唖。＞O・

　　　　　∂Qo。　　　　　∂Q肋
λ舳＝P腕Ko一　十P肋Ko一　＜O，
　　　　　∂M。　　　　∂M。

　　　　　∂Q皿。　　　　∂Q肋
λ加＝M恢。十P山荻。＜O・
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　　　　　　　　　　　　　　　∂Qoo　　　　　∂QM
　　　　　　　　　λ功＝P山荻。十P山荻。＞O

である。そこで必戸孤F0の仮定のもとでは資本財の輸出入はありえない

のである。

　なお，12，27）式と（2，28〕式の差を考えると

　　　（・・11〕・・一一親仏・緒仏・緒岨崇一肌

　　　　　　　　　　　　　∂Q肋　　　　∂Q舳　　　　∂Q肋　　　　∂QM
　　　｛3・12）　肌＝π”皿十π肌十π仏十∂X。仏
という関係が考えられる。さらに∂孔ノ∂M。，∂軌ノ∂Mα，∂孔ノ∂Xo，∂的ノ

∂Xo＞0であり，∂Qω／∂Mb，∂Qb。／∂〃。，∂Q。。／∂X。，∂ρo。／∂X。＜0である。

　このような国際収支上に影響を与える資金移動が定常状態の資金移動をする

場合はつぎのようになる。すなわち，

　　　　　　　　　一　　　dM．　　　dMb　　　dXo
　　　｛3．13〕　　　　Co＝λπo一十λ舳一十λπ皿一十
　　　　　　　　　　　　　批　　　　　出　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　dX．
　　　　　　　　　　　X肋．一Q。山十Qb山
　　　　　　　　　　　　　〃

となり，∫皿＝P肋（孤。／州，∫FP肋（孤。ノ州はA，B両国の投資水準を示し

ている。

　さて，貨幣ストックと生産水準がA，B両国ともにその成長率Qω，Q肋は一

定であるときは、A国から定常状態の資金流出はっぎのようになる。すなわち，

　　　｛3．14）　　　Cα＝Q肋∫o■Qω∫o

となるのである。

　なお，資金の純流入（C。）という面からみると，

　　　（3，15〕　　　C。宮一P肋KodQ吻＿P＾。KodQoo＿p肋QMdKb

となる。

　そして，純資金の流入が貨幣ストックや生産水準，為替相場の変動であらわ

されると，

　　　（・．・・）・片肌／等肌・骨・・ら・猪仏
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・猪仏・祭㌦〕一肌1猪仏・款

肌・知・汁款仏寺か〕

となる。

　そして，定常状態の資金の流入は（3．1）式及び（3．2）式によってポートフォ

リオ均衡に維持されるか否かに依存している。すなわち，

　　　　　　　　一　　　　　dKo　　　　dKb　　　　dQoo　　　　dQoo
　　　｛3・17〕　C血＝Qωp腕万一～P舳万一P肋～T－P1山π

となる。

　そこで国際収支の定常状態における条件はつぎのようになる。すなわち，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弧。　　　dK。
　　　｛3・18〕　B・一B・（Xωん・）十QωP腕万一Q肋P鮎万

　　　　　　　　dKo　　　　dQo．　　　　dQ肋
　　　　一P肋～万一一P伽～万一P肋K。万

であり．つぎに

　　　（3．19）　　　X。＝Xo（｛。，Xo，γ）

　　　13．20）　　XFX。（ゴ。，X。，ア）

である。

　さて，所得支出方程式13．19〕，（3．20），（3．1）式，（3．2）式，（3．3）式，（3，4）式，

13．18〕式，13．19〕式，（3．20）式を有効化することはBp．’。，㍍，X。，X凸，Q。皿、

Qb。の変数で解くことであり，モデルのパラメーターは，M。，帆，dM。／”，

dM。／出，r，dXα／”およびdX。／”となっていることを確認する必要がある。

4、平価変更と資金移動

　国際収支の改善のために平価の変更すなわち通貨価値の切り下げ、あるいは

切り上げが行なわれ、しかも短期的効果が大きいかわりにその滞留性が1～3

年といわれるだけに，ポートフォリオ調整にとり，いかなる効果がもたらされ

るかが注目されてきた。
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　とくに平価切り下げは貿易収支に直接的効果をおよぼし，資源の再分配を進

め，未利用資源を効率化することができるために切り下げ国の所得水準の引き

上げ効果が大きい。さらに各国の国内の名目的貨幣供給が一定と考えられると

き，新しい為替相場によって、ポートフォリオによる調整的資金流出が生ずる

がそれは（3．15〕式を適用してC。／伽を求めることにより解決される。すなわち，

　　　　　　　　C．　　　dM皿　　　dMo　　　dX．　　　dXo
　　　（41〕　T一λ㎜ア十λ舳か十λ珊丁．十λ肋か十λ・

である。ここでλ・は平価切り下げの直接的効果をあらわすものとす孔

　しかも　　　　　　∂Q皿。　　∂Q。。
　　　　　　　　λ一土P肋K血∂M。一P1山∂〃。＜・

　　　　　　　　　　　　　　　∂Qoo　　　　　∂Qbα
　　　　　　　　λ杣皇■P＾∂M．p肋K・∂M。＞0

　　　　　　∂Qω　　　　∂Q肋
λ〃≡．P＾∂X。一P肋K・∂X。＞0

　　　　　　　　　　　　　　　∂Q。。　　　　∂Q。。
　　　　　　　　λ地＝一P肋～X．P・山∂X。＜0

　　　　　　　　　　　　　　　∂Qω　　　　　∂Q肋
　　　　　　　　λr＝一P肋Ko　　　　P肋Ko　　　＜0
　　　　　　　　　　　　　　　∂r　　　　　　∂r

である。なお，∂Qα。／∂r，∂Q。。／∂ク＞0，λ。＜0となっている。

　そこで（4．1）式の右辺はそれぞれの国内の実質現金残高を示しているが，正常

な通貨供給が一定の状態である場合，平価切り下げはB国通貨の購売力を増大

させA国通貨の購売力を低下させる。このようなA国の国内購売力の変動は実

質現金残高が増加した場合，A国民に非貨幣的資産の売却を誘発させる。

しかし，B国においては非貨幣的資産の一層の増大が要求されるのである。

しかも，もし．実質現金残高効果が重要性をもつ場合は切り下げ国に有利な方

向で資産選択的資金流出による調整が可能となるのである。そして，また貿易

依存度の小さい国の場合，平価変更によって発生する購売力の変化はさほど重

要ではない。それは外国商品のごく一部分が売られるにすぎないからである。

このような状態にあっては実質現金残高効果は矛盾したものに止まる。
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　また，14，1）式の第3項と第4項は切り下げによって発生する資産の残高に対

する生産高効果を示している。切り下げ国の生産が増大し，A国の非貨幣的資

産も増大するのは前提条件の示すところにより当然である。もし，切り下げによ

ってB国の輸出が変動してB国の生産力が減少するならばA国民の非貨幣的資

産は相対的に増大し，その価値は騰貴する。このようなA国民の非貨幣的資産の

相対的増犬によりA国民が国内資産も外国の資産もともに売却して有利なポート

フォリオ調整をすることになる。そしてポートフォリオ均衡はこのような資金

の循環がなくなってはじめて再び達成されるともいえる。しかし，平価の切り

下げが切り下げ国の生産高水準を上昇させることができず，また，B国の生産

水準を低下させることができない場合は資金のポートフォリオ調整による循環

は有利とはいえないことになる。

　さて，ポートフォリオ均衡（λ。）におよぼす平価切り下げの直接の効果と新し

いポートフォリオ均衡を求めるために平価切り下げが実施され，そのあとで，

すぐに発生する実質現金残高効果が注目される。しかし，産出高増犬効果は輸

出と輸入代替が増大あるいは縮小して資源の再配分が実施されるまでは発生し

ない。そして，また，資源が再び使用されるまではこの効果は期待できない。

さらに生産が増大した結果，発生する資産選択調整による資金の循環は平価切

り下げ後，ただちにはあらわれない。平価切り下げが予想される場合には消費者

や生産者はともに外国是の備蓄を増大させるが，A国の輸出と輸入代替品の需

要の増大は引き延ばされがちである。

　また，輸出と輸入代替品の需要が増大するまでは生産効果はあらわれず，資

産の産出高誘発的資産の選択的循環は産出高誘発効果が発生するまではかなり

長期間が必要となることはいうまでもない。

　さて，資金循環に平価切り下げの与える直接の効果はとくに明確ではない。

しかし実質的現金残高の変化が小規模であるときに平価切り下げの直接効果は

大きい。また，資金流入に対する為替相場の直接効果は平価切り下げが実施さ
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れるときは小さいのである。

　資金の定常状態における循環の場にお一ける平価切り下げ効果は資金流入の

長期的影響を決定するとみられる。したがって，平価変更の資金循環に対する効

果を有効に維持するには為替相場の管理が必要となる。この管理とは変更後の

平価水準の維持を意味するのである。しかも，Q。。とQ肋の時間分散をゼロと仮

定すると，

　　　　　　　　dCo　　　　　　d∫α　　　　　dQω　　　　　dP＾。

　　　｛42）　■r－QωP肋万十P肋Ld、桃山d、

　　　　　　　　　　　　　〃。　　　　　dQ肋　　　　　　dP肋
　　　　　　　　IQ肋P肋下一P肋∫唖■一軌∫㌦、

となる。そこで，（4．2）式の第3項と第6項は平価切り下げの資本価格効果を示

している。資本の単位価格は期待所得量の資本化価値にひとしい。いいかえる

と資金効率の上昇が平価切り下げによる資金移動の場合には，切り下げ率にひ

としいということがいえるのである。

　いま，S。，S。をA，B両国でそれぞれ使用される資金の期待所得量とすると，

　　　　　　　　　　　S血（X。）
　　　14，3〕　　P肋＝
　　　　　　　　　　　　㌦

　　　　　　　　　　　S。（X。）
　　　（44〕　　P肋一
　　　　　　　　　　　　㌦

となる。

　そこで平価切り下げ国Aの利子率は平価変更をしない国の利子率に対して割

高であったり割安であったりする。切り下げ国Aでは生産が増大して非貨幣的

資産を相対的に増大させることはいうまでもない。ポートフォリオ均衡は非貨

幣的資産を売却すれば再び達成される。そして，このような過程では利子率は

騰貴する。

　さて，為替相場がP肋を一定に維持できるか変動を余儀なくされるか否かは

切り下げによって生産を増大させ予想収益を増大させることが可能か否かにか

かっている。
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　また，14．2〕式の第1項と第4項はA，B両国における投資に対する為替相場

の影響を示している。完全な資産代替性をもつ場合，このふたっの項はっぎの

ことを物語っている。すなわち，誘発された利子率に変動の起る場合は為替相

場の変更が前提である。そして投資に対する直接の影響もみられない。利子

率がA国で急に騰貴する場合は投資は急に減少し，この国の純資金流入に逆の

影響を与える。さらに，B国で利子率が下落すれば投資は増大し，純資金流入

が生じて交易条件を悪化させる。

　つぎに（4．2）式の第2項をはじめとする残りの項は為替相場の変動がポートフ

ォリオ・ミックスの効果をおよぼすことを示している。もし、A国で生産が増

大し，逆にB国で減少し，為替相場の変動（∂Q。血／∂r，∂Qo。／”）の直接的効

果が小さいならば，平価変更はA国民がB国の使用資本資産を一掃し，B国民

がA国使用資本のほとんどを購入するという効果がある。しかし，平価変更に

よる生産の増減が重要でなければ，上述の諸項目は不利となり不当な楽観論は

戒められねばならないのである。

　平価変更によって生ずる資金の流出入または国際資金循環に対する短期的効

果は以上のようであるが、その長期的効果はたとえ．貿易収支が平価変更によ

って改善され均衡を回復するか，均衡に近づいた場合でも，また国内生産が平

価切り下げにより増大して，ついに国内均衡を拡大させ，対外均衡が縮小する

ことが可能であっても平価変更国とくに切り下げ国に有利とはいえないのである。

　さらに定常状態において国際収支の資本勘定を改善または悪化させる変化を

決定するためにはポートフォリオ均衡は時間をこえて維持されねばならず．投

資の相対的強度や価格の強さやポートフォリオすなわち、資産選択の変化への

知識が必要となることは理の当然である。しかも，この投資や価格，資産選択

の変動に対応するためにはそれが平価変更によって発生するものであることを

銘記すべきである。
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5．平価変更の一形態としてのクローリング・ペッグと資金移ロカ

　I　MF体制の崩壊前後から国際収支の不均衡是正の有力な手段として平価変

更が論議され，しかもクローリング・ペッグの導入により不均衡克服に成功し

たブラジルなどの経験が広く先進工業国間の不均衡回復に援用され，クロール

・アップ（crawl　up）あるいはクロール・ダウン（crawl　down）という平価

の小刻みの切り下げあるいは切り上げによる価格効果，所得効果が国際資金の

移動に直接的影響を与えていることは最近の国際通貨調整でわれわれが身をも

って知りえたところである。

　（1）基礎的モデル

　まず，開放経済を想定し，この経済では貨幣賃金と国内商品価格は固定的で

あり，輸入は消費財輸入だけとし，政府貨幣当局は国際収支の不均衡の均衡化

操作を行なうものとする。つぎに商品市場における不均衡を示す方程式，およ

び貨幣セクターにおける均衡方程式と国内通貨単位であらわされる国際準備の

変化率方程式を考える。この場合，γを実質産出高，Rを国内通貨の為替相場，

Sを実質貯蓄，Mを輸入量，∫を実質国内投資，τを国内利子率，Xを輸出量，

Qを貨幣の名目ストック，zを名目的貨幣ストック需要，Bを国際準備の変動

率，Kを純資金流入量，λを外国証券の国内保有量，”を国内証券の外国保

有量とすると，つぎの関係がみられる。

　　　（5．1）　S（γ）十（1／R）M（R，γ）＝∫（γ，・）十X（R）

　　　（5．2）　Q＝L（γ，・）

　　　（5．3〕　B＝X（R）一（1／R）M（R，γ）十K（r）十（μ一λ、）・

となる。

　とくに，ここで（5．3）式は国際収支の資本勘定が示され，資金流入は利子率

の水準と利子率の変化率にかかっていることを示している。
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　このモデルの変数はγ，r，およびBであり，QとRは政策変数，γとBは

目標変数でもある。そして，Sツ，Mツ，∫ツ，エッ，Mπ，K、とμ＞0でありXπ，∫、，

工。，λ、＜0が前提である。

　そこで貿易収支に対する衝撃効果（impact　eH㏄t）は否定的であり（Xπ一

Mπ十”＜0），つぎに所得が増大し、利子率が変動し，為替相場が一定の場合

は貨幣需要はわずかながら増大をするか（Sツ十M。一∫ツ＞0）あるいは貨幣スト

ックの増大は一定の為替相場のもとにおいて利子率を低下させるもが考えられ

る。

　γ＊と抄の最適水準はQ＊と〃の最適水準ということができる。すなわち，

　　　　　　　　γ一γホ　一∫。
　　　｛5・4）Q－Q・＝丁＝λ1＞0

　　　　　　　　γ一γま　　一工rB
　　　（5．5）　　　　　　　　　　　　π＝λ2＜0
　　　　　　　　R－Rホ　　　∠

　　　（。．6〕　B■抄K・什川」λ孟＜0
　　　　　　　　Q－Qホ　　　∠

　　　　　　　　B一冊　　一Bπ〔L〃（∫、一K、）十工、（S〃一∫〃）〕

　　　（57〕　・＿〃＝　　　∠　　　＝λ・＜0

となり、　しかも

　　　　　　　　ム＝一工、φ一∫、エソ＞0，Bπ＝Xπ一Mπ十M，

　　　　　　　　φ＝S〃十Mツーん

である。

　（5．4）式と（5．5〕式は国内通貨の減価による国内通貨供給の拡大効果を示して

おり，（5．6〕式は拡張的金融政策が利子率を引き下げて国際収支の黒字を縮小し

ようとすることを示している。この黒字解消策は，また，純資金の流入を削減

し，所得水準を引き上げるなどの措置によっても達成される。

　（5．7）式では国内通貨の減価の国際収支への影響を示している。すなわち，利

子率が引き上げられると，通貨の減価により純資金の流入が増大する。所得水

準が増大すれば貿易収支の黒字を縮小するが，これは通貨の減価すなわち，平
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価変更により不可能となる。このための必要条件は限界投資性向が限界貯蓄性向

より大きいか，あるいは限界保蔵性向がマイナスであることである。いずれに

しても平価変更の効果は国際収支の不均衡を是正することであり，とくに赤字

を是正することである。この場合，完全な変動為替相場制度のもとでは国際収

支の均衡の維持が保証されているといわれる。そこで，

　　　（5．8〕γ＝β1〔φ（γ一巧）一∫、（r■r　o）凹Bπ（R一児。）〕　　（βo＜0）

　　　（5．9）　　　γ＝β。〔工〃（γ一γ。）十L、（r－r。）〕　　（β。＞0）

の関係がみられる。この場合，γ。，f。，R。はK　r，Rの均衡価値額であり、変動

為替制ではβ＝0であるので，これをリニアで直すと，

　　　15．1O）　　Bπ（児一R。）一Mツ（γ一γ。）十K、（卜・。）十（μ一λ、）弄

　　　　　　　　＝0

となる。

　さらに，

　　　｛5，11）　　　　λ2一λ〔β］（Sツー∫J）十β。工、十β1β里（λ亨一λ、）エツ〕十

　　　　　　　　　β，β。〔工、（Sツー工，）十Lツ（∫、一K、）〕＝0

　このクローリング・ペッグ制の安定条件は，

　　　（5，12）　　　Z、（∫ツー∫ツ）十ムJ（∫、一K、）＜0

であるが，あるいは通貨の減価はクローリング・ペッグのもとでは国際収支の

赤字を減少するかのいずれかである。

　（2）クローリング・ペッグの対外収支への影響

　クローリング・ペッグの規模は国際収支の不均衡による国際通貨の不均衡と

国際収支の不均衡幅と外貨準備あるいは国際流動性水準の変化により導き出さ

れる。

　　　（5，13）　　　　Q＝α1（γ一γホ）、　（α1＜0）

　　　（5．14〕　庄一α・（B’Bホ）・（α・＞0）

の関係から（5，4）式から（5．7〕式を代入すると，
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　　　（5．15〕　Q＝α。／λ、（Q－Q＊）判，（R一酬〕

　　　（5．16〕　　R＝α。〔λ。（Q－Qホ）十ん（児一炉）十（μ一λ、）弄〕

となる。

　つぎに（5，16〕式を単純化すると国内利子率の変動は為替相場の変動と貨幣供

給の変動に依存していることになる。この関係は15．1）式と（5．2）式から導くこ

とができる。すなわち，

　　　　　　　　　．　エツBπ・　φ・
　　　（5．17〕　　r＝一R一一Q
　　　　　　　　　　　∠1　　　∠

である。

　そして｛5．15）式に（5．17〕式を代入すると，

　　　　　　　　　　λ，＿α・ん（λH）φ

　　　　　　・　　　　　　　　　∠
15・18〕　R＝α。　　　　　　　（Q－Q・）
　　　　　　　　　　トα・（μ一λ・）エツBπ

　　　　　　　　　　　　　　　α、ハ2（λ手一λ、）φ
　　　　　　　　　　　　　λr
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠
　　　　　　　　　　　十　　　　　　　　　（児一州
　　　　　　　　　　　　　　　α。（〃一λ、）エツBπ
　　　　　　　　　　　　　1一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠

となる。

　いま・為替相場が下落して，これがQを増大させて貨幣ストックの調整を発

生させる資金の流入が行なわれるならば，国際収支赤字による通貨の減価効果

を強めるようになる。そして，（5．18〕式の相関関数が1を上廻るならば為替相

場の調整速度は～を下廻る効果がみられることになる。しかも方を引き上げ有

を下落させることは貨幣ストックを資金流入により減少させ為替当局に完を収

縮させることになる。また（5．18〕式の（Q－Q‡）と（児一炉）の相関係数は政策

的国際収支効果というのである。

　つぎに通貨当局の反応が全く鈍重なために貨幣供給が増大し国際収支の赤字

が拡大する場合は第2図の対外バランスを示す曲線の傾斜に通貨当局の反応は
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「
対内バランス

■

対外バランス

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Q

　　第2図
　　為替の減価は国際収支の赤字を減少し，

　　通貨の拡張的供給の増大は国際収支

　　の赤字を増加させる。

あらわれるが，それはマイナスの値をとっている。

　いま，対外バランス曲線の左（右）で貨幣供給が増大（減少）すると，貨幣の総

需要は不十分（超過）となる。また，国際収支が赤字（黒字）の場合は為替相場は小

幅で切り上げ（切り下げ）られる。このように為替相場と貨幣供給の変動経路

は当初の不均衡に根ざしており、したがって収れんするが，それは循環的であ

る必要はない。

　また貨幣需要が超過需要（需要不足）の時期や国際収支が赤字（黒字）の場

合に為替相場をクロール・ダウン（クロール・アップ）させて国内不均衡だけ

でなく対外不均衡をも改善させようとする。

ここで対外均衡曲線の傾斜は一
^ん一α1λ1（讐■λ『）φ〕／／ん一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　α1ん（宇λ『）φ〕

であらわれることをつけ加えておくことにする。

　つぎに貨幣供給が拡張されると国際収支の赤字は減少するがこのような通貨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1
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対内バランス

「
対外バランス

一・・■一一一一@　　凸

L

第3図
為替の減価は国際収支の赤字を減少

させ，拡張的通貨供給は国際収支の

赤字を減少させる。

当局の迅速な反応について考察する第3図を観察する。ここでは対外バランス

曲線は正の傾斜をもっている。

　また，国際収支が赤字（黒字）になると対外バランス曲線は左（右）へ移動をし、

為替相場はクロール・ダウン（クロール・アップ）する。さらに対外バランス

曲線は対内バランス曲線よりも垂平的なのが特徴である。対内バランス曲線は

αからbへ移動するが，あ点では国際収支が黒字である。それは利子率が高水

準，為替相場が低水準にある状態を示している。黒字の状態では通貨供給は収

縮してC点または為替相場が騰貴する点まで移動する。

　このように為替相場は国際収支に対しては比較優位にあるといえる。

　13〕クローリング・ペッグの対内収支への影響

　さて対外バランスとクローリング・ベックの関係は既述のように所得効果，
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価格効果は短期的に外貨準備，国際収支不均衡，国民所得水準などをパラメー

ターとして考察したが，クローリング・ベッグの国内波及効果が残された問題

である。

　総需要が超過（不足）するときは為替相場をクロール・アップ（クロール・ダ

ウン）の方法が考えられ，国際収支が黒字（赤字）のときは貨幣供給は拡張（縮

小）される。すなわち，

　　　（5．19）　　　Q＝α3　（B－B‡）　　（α3＞0）

　　　（5．20）　　　R＝α4（γ一γ＊）　　　（α4＞0）

であるが15．4）式から15．7）式を使って資本勘定の調整を考察すると，

　　　15．21）　　Q＝α3〔ん（Q－Q｝）十ん（R一沢＃）十（μ’λ、）r〕

　　　（5．22）　　R＝α。〔λ。（Q－Q‡）十ん（R－R＊）〕

となる。

　そして，（5．22〕式を（5．17）式に代入すると，

　　　　　　　　　　　　　　　α。ん（〃一ん）エツBπ
　　　　　　　　　　　　ん十
　　　　　　　　．＿　　　　　　　　　　∠
　　　（5．23〕　Q一α3　　　　　　　　（Q－Q‡）
　　　　　　　　　　　　　　　α。（λ手一λ、）φ
　　　　　　　　　　　　1＋
　　　　　　　　　　　　　　　　　∠1

　　　　　　　　　　　　　　α。ん（〃一ん）エツBπ
　　　　　　　　　　　　λ。十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠
　　　　　　　　　　　十　　　　　　　　　　　（R一炉）
　　　　　　　　　　　　　　α孟（λ手一λ、）φ
　　　　　　　　　　　　　1＋
　　　　　　　　　　　　　　　　　∠

となる。

　このことを図で示したが第4図と第5図である。第4図の場合，対外バラン

スの傾斜は
　　　　　　　　　　　　　　　α＾（〃一ん）工。Bπ
　　　　　　　　　　　　λ。十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　であらわされる。
　　　　　　　　　　　　　　　α。ん（μ一λ、）工。Bπ
　　　　　　　　　　　　　ん十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13
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対内バランス

■

「

対外ハラン又

　　　　　　　　　　　　　　　　Q第4図

為替減価は国際収支の赤字を減少

し，拡張的貨幣供給は国際収支

赤字を増大する。

「
対内バランス

L・
対外バランス

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Q
　　第5図
　　為替相場の減価は国際収支の赤字を増大し，

　　拡張的貨幣供給は国際収支赤字を増大する。
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　第4図，第5回ともに為替相場の減価は国際収支の赤字を減少（増大）させる。

第5図では対内バランスはαからbへ移動をし，国際収支が黒字になると貨幣供

給が拡大されて。点まで移動する。為替相場が下落したときはd点が貨幣供

給の限界点である。この場合，為替相場はクロール・ダウン（クロール・アッ

プ）し，対内バランス曲線は左（右）へ移動するが，ここでは総需要には不足

（超過）状態がみられる。しかも，貨幣ストックは対外バランス曲線の左（左右）

へと増大（減少）する動きがある。この場合，国際収支は黒字である。

6．むすびにかえて

　国際収支の不均衡が生じ．これを均衡するための金融的手段としては公定歩

合政策という金利政策があり，さらに直接，為替相場を切り上げ，あるいは切

り下げる平価変更政策がある。この問題への種々のアプローチのうち，ポート

フォリオ均衡への調整としての資金の国際的移動をとりあげたのである。

　それには金利の関数的機能を重要視せねばならず所得効果と価格効果への分

析が必要であった。そこで
　　　　　　　　　　　　　　　　dM．　　　dMo　　　dX皿　　　dXo
　　　　BFB・（X伽X…）一λπ。T一λ仙7r一λ舳7r一λ肋万

　　　　十（1－Q血。）∫血（’。）一Q肋∫o（’o）

の関係が注目されるのである。この場合，λ㎜。＞0，λ舳＜0，λ伽＜0，λ肋＞0

である。

　さら一一に上述の関係式はっぎのようにもいえる。

凡一肌，凡，・）一・。（絆，絆，・一・一，・。・。）

となって資金の移動の影響が考察される。資金の移動によってポートフォリオ

調整がなされるが，もとの均衡から新しい均衡へと推移するがX皿、孔の均衡値

の変動により代替するならば当初の資金の価格，すなわち資金移動以前の為替

相場が決定される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¶5
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　資金の移動により新しい均衡に達するための生産水準の変動孤。，dX。を導入

すると，

　　　　Co＝λπ4Mo＋λ舳dMo＋λ〃Xo＋λ舳Xb

となる。

　このような資金の国際的移動のうち，主として短期資金が利子率関数に依存

していることを確認し，平価変更とくに平価切り下げの価格効果と所得効果を

分析したのである。しかも，平価変更効果をクローリング・ペッグに援用した

結果は国際資金循環に高い相関度をもつことが判明したが，国際通貨調整ある

いは為替調整への有力な接近として今後の検討が一層，必要と思われるのであ

る。
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経済統合の利益・費用の衡平配分

西　向　嘉　昭

1．はじめに

　経済統合が発展途上国の経済発展に貢献し得ることは，早くから広く受けい

れられている。しかしながら，現実には発展途上国の経済統合の促進は多くの

困難に直面している。そのなかでも最も困難な問題は，「経済統合の利益の衡平

配分」に関連するものである。

　この問題は，経済統合に参加する加盟国の経済発展段階の格差と密接に結び

ついている。この格差が著しく，しかも比較的低開発国に有利な特別手段が講

じられないと，経済統合の利益は比較的先進国に集中し，他方経済統合のコス

トの負担は比較的低開発国に多くかかってくることは，理論的にも現実的にも

明らかになっている。

　そこで，発展途上国が経済統合を促進し，それを経済発展に有効に役立たせ

るためには，経済統合の利益の衡平配分を可能ならしめる諸政策が必要となり，

とくに最近UNCTADを中心としてこの種の諸政策に関する研究が行なわれ
　　l1〕
ている。しかしながら，これらの諸政策が理論的に有効であり，しかも現実の

（1）　UNCTAD　series　C也r㈹仇丘Pro〃2例8　θ戸亙。o例。仙北　∫〃εgrαれ。冊；

　Peter　Ro1〕soI1，Fj5cα’Comρε冊。ω｛omαmd　肋ε〃5fr泌ωれ。仰。戸＆mεれ螂

　加亙。oπo肌ic　Groωがmgθf　Deve’oが冊g　Co也m〃北8（E．71，II．D，　6、），

　』．Mario　Pon呉e　and　H－Brewster，λgれ。ω〃〃α’α一！d∫md舳〃地’Co一
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発展途上国の経済統合体に受けいれられるためには，より基本的な課題につい

て合意に到達していることが必要であることはいうまでもない。それは，「経済

統合の利益の衡平配分」とはいかなるものかという問題である。

　「経済統合の利益の衡平配分」には，いくつかの重要な問題が含まれている。

まず，各加盟国にとって経済統合の利益とはなにかが明らかにされねばならな

い。つぎに，配分を前提としているからには，その利益は抽象的あるいは観念

的なものではなく，具体的あるいは現実的な利益として評価や計測の可能なも

のでなければならず，ここに統合利益をどのように具体的に捉えるかという問

題がある。さらに，衡平配分という場合の「衡平」とはなにかという問題も明

らかにされなければならない。なにが「衡平」かについて合意がなければ配分

はあり得ない。最後に，衡平配分は可能なのか，可能だとすればいかなる手段

が適切であるかが問われなければならない。

　本稿は，経済統合の利益の衡平配分をめぐるこれらの諸問題に1順次検討を加

えることにする。

2．経済統合の利益とコスト

　経済統合がもたらす利益とコストについては，すでに発展途上国の経済統合

理論において明らかにされている。経済統合の利益は，主として（1）特化と分業

の促進，（2〕規模の経済の実現，（3）競争激化による能率の向上，（4）生産構造の多

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12〕
様化，15〕域外交渉力の強化に求められている。他方，経済統合のコストは，主

　oρ〃α”o仰。㎜o仰g　Dωo’op加g　Co〃mfバω，（E．72．II．D．　6），E．Lizano，

　Tゐε　Dね〃泌ωわm　o戸Beπθβね　α〃d　Co“3　im∫州egroれ。冊α㎜oωg　Dεツd・

　oρ加g　Co也〃れ‘5　（E．73．II．D．12）

｛2）　たとえば，UN，　Trωdε　亙πρo舳わm　o仰d亙。o例。棚。　∫〃εgゲωわπα㎜o仰g

　Deψ2’oが”g　Coω仰肪iε5（67．II．D．20），C11日p．II，A．

80



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済統合の利益・愛用の衡平配分（西向）

として11〕貿易転換による損失，（2）経済活動のいわゆる成極作用（polarizati㎝）

　　　　　　　　　　　13〕
に関連して捉えられている。

　しかしながら，伝統的関税同盟理論がそうであったように，発展途上国の経

済統合理論が主たる対象としたのは，経済統合体全体としての利益でありコス

トであった。経済統合の促進が各加盟国にとってどのような利益とコストの配

分をもたらすかは，具体的な経済統合体の研究にお一いてさえ十分な分析は行な

　　　　　14〕
われなかった。経済統合の利益の配分が重要な問題となっているからには，経

済統合が統合体全体にあたえる効果よりも，各加盟国にどのような結果をもた

らすかが重要である。

　しかしながら，各加盟国にとっての経済統合の利益とコストの評価には，き

わめて複雑な諸問題が介在する。そのうち最も基本的な問題は，各加盟国の利

益およびコストに関する概念が必ずしも一致しないことである。換言すれば，

統合利益およびコストの評価において，全加盟国に適用可能な単一の基準が存

在しないことである。これは，各加盟国の経済規模，経済発展段階，将来の成

長に開かれた選択範囲および資源利用度などの経済的特徴に差異があることと，

それと関連して経済統合への参加目的に差異があることに起因する。

　たとえば，経済統合に伴なう労働力の流出は，多数の失業者の存在する加盟

国にとっては経済的，社会的緊迫を緩和するものとして利益とみなされるが，

完全雇用状態または労働力不足の加盟国にとっては，経済成長の可能性を少なく

するものとしてコストとみなされる。また，成長率極大化を目的とする加盟国

（3）たとえば，Peter　Robsonoρl　cれ．，pp．4－7．

（4）たとえば，ラテン・アメリカについては，最近Donald　H，　McC1elland，

　Tゐ2　Ce仰肪α’λ伽eれ。α仰　Com㎜o例Mαr危εh　亙。o冊。肌たPoκdω，亙。omo－

　mた　Gf0w舳，　αmd　Cゐ。｛cε5戸。γ　舳8　Fω〃rε，　Prαεg〃，　1972，　C11ap．

　2，　JeffreyB．　Nuqent，　亙。o”o例たJmまegrα〃。冊’m　Ceπffα’ノlmef三。α，

　Johns　Hopkins　U・P．，1974，Chap．3．などの研究があるが，いずれも

　グローバルな効果分析である。

81



経済経営研究第25号（皿）

と，インフラストラクチュアの整備拡充を目的とする加盟国とでは，統合過程

の利益・コストの評価はおのずから異なってくる。前者にとっては，統合過程

がインフラストラクチュアに十分な投資を生ぜしめても，その評価はそれが成

長率極大化にどの程度貢献しているかによって決定されるのであり，その貢献

度が十分でないと評価される場合には，むしろ工業あるいは農業への投資の増

大の方が利益が大きいとみなされる。しかし，後者にとっては，インフラスト

ラクチュアヘの投資の増大そのものが利益と判断されることになる。

　このように，加盟国の経済的特徴の差異および加盟国が追求する目的の差異

は，統合過程の同一現象に関しても利益・コストに異なった評価を生ぜしめる

が，さらにそれは各加盟国のコストの許容限度にも大きく影響する。たとえば，

国内市場が狭隆で経済発展段階の低い加盟国は，一国規模では一定限度を超え

る工業化がきわめて困難であることから，工業化の促進のためには域内先進国

の場合には負う必要のないリスクを受けいれなければならないであろう。また，

統合過程の長期的成果に関心のある加盟国は，短期的なコストを受けいれるこ

とが容易であるが，短期的成果に主たる関心のある加盟国は，短期的なコスト

といえども受けいれがたいことになる。

　このように，経済統合の利益およびコストの概念ならびにそれらの評価は各

加盟国において異なるが，それだけでなく同一加盟国についても時期によって

異なることがあり得る。統合の初期段階において遊休設備が存在する場合は，

ある財の生産拡犬は他の財の生産を犠牲にすることなしに可能であるが，やが

て設備の完全利用状態になると，ある財の生産拡大のためには他の財の生産を

抑えることが必要となる。その場合には資源のオルタナティブな利用が重要性

を増し，利益とコストもより重要なものとなる。保護関税の適用は，遊休設備

の存在する場合と生産拡大の困難な場合とでは異なった効果をもつ。したがっ

て，統合過程の利益とコストは，同一加盟国についてもその国内経済状態の変

化に応じて異なることがあるわけである。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済統合の利益・費用の衡平配分（西向）

　さらに，各加盟国の利益とコストの大きさに影響をあたえる諸要因も考慮さ

れなければならない。そのうちとくに重要なのは経済統合計画の内容と各加盟

国の経済政策である。統合の利益とコストの大きさが，自由貿易地域，関税同

盟および共同市場などの統合形態によって異なることはいうまでもないが，同

一の統合形態であっても各加盟国にあたえる影響は異なってくる。

　たとえば，域外共通関税の設定が各加盟国にあたえる効果は同一ではない。

統合以前の各国の関税水準は通常相互に異なっているから，域外共通関税の設

定が国内価格を上昇せしめる程度は加盟国によって異なる。このことは，域外

共通関税による各加盟国のコストは，統合以前の関税水準に応じて異なること

を意味する。たとえば，域外共通関税が農産物については低く，工業製品につ

いては高く設定されるならば，農業生産に優位をもつ加盟国は工業生産に優位

をもつ加盟国よりも不利な地位におかれることにな飢

　さらに重要な問題は，統合体に地域投資計画が存在するか否かである。経済

統合の利益とコストの大部分は，どの加盟国により多くの投資が行なわれるか

によって決定される。もし統合体が地域投資計画あるいは類似の協定をもたな

ければ，産業とくに工業の集積傾向が強く現われ，その結果おそらく域内先進

国の得る利益はより大きくなり，域内後進国の得る利益はきわめて小さいかあ

るいはコストを負うのみになるであろう。逆に地域投資計画があれば，各加盟

国の利益とコストは異なった大きさとなる。

　各加盟国の経済政策も，その国の統合利益およびコストの大きさに著しい影

響をもたらすものである。経済統合の利益とコストの多くは潜在的なものであ

り，それがどの程度顕在化するかはむしろ各加盟国の経済政策手段に依存する。

たとえば，国内経済政策の分野で，ある加盟国は政治的理由から賃金を市場価

格よりも高く設定しているとする。いまこの国で雇用機会を見出すことのでき

ない労働者が低賃金の他の加盟国に移動するとすれば，流入国の賃金はさらに

低下し，それは一方において生産コストを低下せしめ，輸出競争力を高める結

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83
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果となる。他方，流出国においては，その流出の程度によっては将来の成長の

可能性がそこなわれる危険がある。

　対外経済政策の分野においても，為替政策は域内貿易の動向に著しい影響を

あたえるし，また外資導入政策は一国の経済成長と通貨安定の見通しとともに

外資の流入に影響をあたえる。したがって，各加盟国がどのような対外経済政

策をとるかによって，それぞれの統合利益とコストの大きさが異なってくる。

3．経済統合の利益とコストの計測

　このように，各加盟国にとっての統合の利益とコストはきわめて複雑な要素

を含んでいるにもかかわらず，統合の利益とコストおよび加盟国間の分配の計

測についていくつかの試みがなされてきた。それらを計測基準についてみると
　　　　　　　　　　　　　　　　㈲
つぎの3グループに分つことができる。

　第一は，統合の利益とコストを国民所得または雇用量の変化で捉えようとす
　　　　　　　　　　　　　16〕
るものである。まずブラウンは，関税保護のもとで新規の工業生産が集中する

国の利益を，その工業生産の拡大による国民所得の増加によって捉え，その他

の加盟国の利益は前者に対する輸出増加によって計測した。しかしながら，か

れのモデルは，（1〕すべての加盟国にお一いて未利用資源が存在すると仮定し，供

給は全面的に弾力的だとしている，12〕短期的利益に重点をお一き，統合の利益と

コストの配分に著しい影響をあたえる長期的利益，とくに工業の集中に関する

効果を計測対象としていないなど問題点が少なくない。

（5〕詳細については拙稿「経済統合利益の計測をめぐる諸問題」　『国民経済雑誌』

　第123巻第5号（昭和46年5月）およびEd皿ardo　Lizano，oρ．cカ．，A㎜ex

　II．

（6）　A．』．Brown，“C皿stoms　Union　vers1』s　Economic　Separatism　　in

　Developing　Countries（Part　II），”　γorゐ5みかε　B〃〃εれ冊。f＆omo刎三。α例d

　Soc池’R88e〃。ゐ，Vo1．　13，No．　2，Nov．1961．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済統合の利益・費用の衡平配分（西向）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17〕
　これに対して，シーガルは異なったアプローチを明らかにした。かれは域内

貿易の保護の程度よりはむしろ域内貿易拡犬による各加盟国の国民所得の増加

を重視した。それゆえ，まず域内貿易から生じる各加盟国の付加価値の増加を

計測し，さらに域内貿易晶の生産に利用される生産要素の機会費用を零または

それに近似と仮定して，各加盟国の得る利益は，域内貿易拡大の結果として創

出された雇用量と直接的に関係するものとした。

　このモデルは，（1）生産要素の機会費用を零と仮定しているが，この仮定を除

去すると域内貿易の利益が減じるだけでなく，要素配分による付加価値の減少

を考慮しなければならないから，利益の計測が困難になる，（2）統合から生じる

付加価値の増分の配分を最適化することを唯一の目的としているから，各加盟

国が統合過程においてそれぞれの目的を修正する余地を残していないなど，な

お不十分である。

　第2は，域内貿易を基準として統合の利益とコストを計測する試みである。

経済統合の効果が最も短期的に現われるのは域内貿易の変化であるから，統合

の利益とコストの計測にあたって域内貿易が重要視されるのはある意味におい

　　　　　　　　　18〕
ては当然である。ガイは，基本的には域内輸出を統合による利益とし，域内輸

入を統合による損失と捉え，さらに各加盟国の域内輸出品が統合体において享

受している保護の程度（域外共通関税水準）を利益の尺度とし，逆に各加盟国

の域内輸入品に対する統合体の保護の程度を損失の尺度とする。そして，各加

盟国の域内貿易額をそれらの保護の尺度と結びつけることによって，それぞれ

の加盟国の利益または損失を示そうとするのである。

（7）　David　Segal，　“0n　Mak…ng　Customs　Unions　Fair：An　East　Afri－

　can　Exa㎜ple：’γα’e瓦。omomた亙∬α”5，Vol．lO，No．2，Fa111970．

（8〕　D．P．Gbai，“Territorial　Distrib1』tion　of　the　Benefits　and　Costs

　of　the　East　African　Common　Market：’此“〃rゴ。oω疵。仰。㎜ヒ地ル〃，

　June　1964，reprinted　in　Colin　Leys　and　Peter　Ro1〕son（ed．），Fεdε一

　ザ刎｛om　加　厄α“　λ方北α’　0ρρo〃ω冊〃た5　α〃　Pro阯e物5．1965．
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　このアプローチは，その後ヘイズルウッドお一よびウッドを加えて論争をよび
　　　　19〕
おこしたが，それらを通じてつぎの諸点が明らかにされた。

（1〕経済統合による各加盟国の利益と損失をそれぞれ域内輸出総額と域内輸入

　総額に関連させて捉えようとしているが，域内貿易のすべてが統合体のもつ

　差別的な域内特恵によって発生したものではなく，なかには域内特恵とは無

　関係なものも含まれているから，統合の利益および損失の計測においてはそ

　れらを控除する必要がある。

（2〕しかしながら，域内特恵とは無関係な域内貿易を決定することはきわめて

　困難な作業である。たとえ域外共通関税が零であり，それゆえ域内特恵が存

　存しない貿易品であっても，経済統合に依存していることもありうるし，そ

　の識別には統合体が存在しない場合の各国の輸入代替計画という仮定的条件

　を併せて考慮しなければならない。さらに，域内貿易の増加は必ずしも域内

　関税撤廃にのみ起因するものではなく，統合がもたらす域内輸出国の能率向

　上による域内輸出競争力の増大に起因することもある。

（3〕域内輸入総額が損失なのではなく，域内輸入価格と世界価格との差に統合

　による輸入量の増分を乗した部分が損失である。したがって，域内貿易入超

　国の損失は出超国より小さいことがありうる。

（4）同様に，域内貿易の経済成長にあたえるインパクトの視点からみれば，経

｛9）　Art11ur　Hazlewood，“The　East　Afric田n　Common　Market：ImportaIlce

　田nd　Effec　ts：’Bω〃ε”m　o戸肋e　0エ戸θγd　σ仰加〃8iり　∫仰れ一m20戸亙。　o仰。－

　m｛c5αmd　S丘州洲。o，Vo1．28，No．1，February1966，R．N，Wood，

　“The　East　African　Common　Market：A　Reas　sessment：’B砒〃eれm　o戸

　肋e　0πダ〃dσ柵加肘5〃ツ∫刎h一ωθθ戸厄。oπo棚。5αmd　S，o”8れ。5，Vo1．

　28，No．　4，Nov．1966，A．Hazlewood，and　D．P．　Cllai，“The　East

　African　Common　Market：Importance　and　Effects．A　　Comment，”

　B山〃εわ腕。戸　舳ε　0北ford　σ珊加εrs｛切　I冊3！れ刎ε　of及。仰。m｛c5α冊d　S肋tj・

　洲。5，Vol．29，No．3，A㎎．1967．なお，論争の詳細については前掲拙
　稿。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済統合の利益・費用の衡平配分（西向）

　済統合の利益と損失の計測基準となるのは，域内貿易額ではなくてむしろ域

　内貿易に含まれる付加価値である。付加価値ではかれば，出超国の利益が入

　超国のそれより大きいとは限らない。

（5）貿易創出は輸入価格の低下という利益をもたらすと同時に，生産要素のト

　ランスファー・コストと新旧活動の生産性の差というコストをもたらすから，

　単に域内輸入価格の分析だけで域内貿易の利益とコストを決定することは不

　可能である。

（6〕域内貿易基準は，経済統合の他の重要な効果，たとえば域内貿易の自由化

　によってさもなければある加盟国に設立可能であった産業が，もはや相手国

　からの輸入によって設立され得ないというような点を考慮していない。

　　第3は，加盟国間の工業の配分によって統合の利益とコストを捉えようと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　llo
　する，いわば工業化基準である。ニューリンはブラウンのモデルに欠けてい

　た経済統合の長期的効果を明らかにするため，加盟国の工業部門の現在の状

　態と，その国が経済統合に参加しなかった場合に理論的に存在したと考えら

　れる状態を比較する試みを展開した。この比較を行なうにあたって，かれは

　つぎの4つの要素を考慮した。

　㈹　現在K国に立地し，丁国に輸出している工業で，もし両国間に経済統合

　　がなければ丁国に立地可能であった工業（移行可能工業）

　（B）K国に立地している工業で対丁国輸出に依存し，もし統合がなければ存

　　存しなかった工業（K国の共同市場依拠工業）

　C）丁国に立地している工業で対K国輸出に依存し，もし統合がなければ存

　　存しなかった工業（丁国の共同市場依拠工業）

　（D　もし統合がなければ存在しない丁国の工業製品輸出

ω　W．T．Newlyn，“Gains　and　Losses　in　t止e　East　African　Comm㎝

　Market：’γo〃5んか2Bω〃e〃m　o戸厄。oπomたα仰d　Socわ’Rθ5θ〃。ん，Vol．

　17，No．　2，　November　1965．
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　かれはこれら4つの要素に，経済統合によって生じたK国の生産増加に対す

る丁国の所得増加の比率（X）を導入し，経済統合から脱退することによる丁

国の総利益（Gt）をつぎのように表わした。

　　　　　　　　　　Gt二A－C－X（B＋A）一D

　かれのモデルの特徴は，移行可能工業の概念を導入したことである。かれは

どの工業が移行可能（shi｛table）であるかを決定するにあたって，K国の1プ

ラント当り年平均生産額と，当該生産物の対丁国輸出額を比較し，後者の方が

大きい場合，換言すれば丁国の需要が十分生産を吸収し得るものを移行可能と

した。そして，丁国が経済統合から脱退すれば，その工業生産は移行可能工業

の生産量（＝現在K国からの輸入量）だけ増加し，この増分に当該業種の付加

価値係数を適用して丁国の国民所得の増加が推定されるというのである。

　しかしながら，ニューリンのモデルも主としてヘイズルウッドおよびロブソ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l11〕
ンによって批判され，論争をひきおこした。そこにおいて明らかにされたのは

つぎの諸点であった。

（1〕移行可能工業は，あくまでも可能性を意味するだけであって，丁国におい

　て現実に設立されるかどうかは別個の問題である。丁国の市場の犬ききは移

　行可能工業設立の必要条件であるが十分条件ではない。したがって，移行可

111〕Arth皿T　Hazlewood，“Tbe’Shi｛tability，oi　hdustry　and　the　Mea－

sur㎝e皿t　of　Gains　and　Losses　in　the　East　African　Co㎜onMarket：’

　Bω〃eれm　o戸肋e　0カア。rd　ぴ仰加ε“〃ツ　∫m“〃〃2　0戸亙。oωo刎比50ωSfωj・

　〃05，Vol，28，No．2，May1966，W．Y．New1yn，“The　Shiftability

　of　Industry　and　the　Measurement　of　Gains　and　Losses　in　the　East

　African　Common　Market：A　Replyj’B〃〃εわm　of肋e0イ〃d…・・……㌔

　Vol．28，No．　4，November1966，Peter　Robson，“T11e　Shiftability

　of　Industry　and　the　Meosurement　of　Ga…nsand　Losses　in　the　East

　A｛rican　Commoi，Market：　Some　Further　Considemtions：’　Bω〃‘”m

　〃ル0〃〃d………，VoL30，No，2，May1968．なお，論争の詳細は
　前掲拙稿。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済統合の利益・費用の衡平配分（西向）

　能工業が経済統合から脱退後ただちに丁国において設立される保証はない。

（2）移行可能工業の選択にお一いて，工業の生産物の同質性を仮定しているが，

　K国の同一工業カテゴリーに属する企業の生産物は必ずしも同質的ではなく，

　ブランドや品質の差を超えた異質的なものであるかもしれない。また，ある

　工業が複数の異なった生産物を生産し，そのうちいくつかの年平均産出高が

　丁国の輸入額を下回っているだけで，当該工業を移行可能とするのは誤りで

　ある。

13）たとえ工業の生産物が同質的であるとしても，移行可能工業の選択の基準

　として用いられる「1プラント当り年平均産出高」には問題がある。各工業

　の内部のプラントの大きさには格差があり，丁国の国内市場規模より小規模

　な産出高のプラントもあれば，大規模なプラントもある。いま2つの工業に

　おいていずれも丁国の市場規模より小規模な産出高のプラントがあるとしよ

　う。しかるに一方の工業では平均産出高が市場規模より小さいために「移行

　可能」と識別され，他方の工業はその平均産出高が市場規模を超えているた

　めに「移行不可能」とされる。したがって，1プラント当り平均産出高と市

　場規模の比較は厳密性を欠いている。

（4）　「移行可能工業」基準は，ある工業製品が市場規模より小規模で生産可能

　であるという技術的基準であるにすぎない。ニューリンはこの技術的基準を

　経済的基準として用いるに際して，現在の域外共通関税と同水準の保護をあ

　たえれば，K国の工業集積の外部経済が相殺され，丁国において成育可能と

　している。しかしながら，経済的に成育可能なのはつぎの2つのケースに限

　られる。すなわち，①K国において実質的に域外共通関税による全面的保護

　を必要としている工業については，少なくとも丁国での生産コストがK国の

　それと等しい工業，②K国にお一いて全面的保護を必要としていない工業につ

　いては，丁国での生産コストがK国のそれより高いもののうち，所与の関税

　保護で域外輸入品と競争し得るものである。
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（5）移行可能工業の付加価値生産が必ずしも同額の国民所得増加を生み出すも

　のではない。それは，移行可能工業に投入される生産要素が機会費用をもつ

　からである。移行可能工業による付加価値の増加がそのまま国民所得の増加

　に結びつくのは，丁国がK国と同じコストですべての生産要素をもつ場合に

　限られるが，これは現実的ではない。同様に，丁国の所得増加は，移行可能

　工業に投入される生産要素が国内的なものであるか否かによっても影響され

　る。

　　ニューリンが経済統合の現状と経済統合が存在しなかった場合の仮定的状

　態とを比較したのに対し，シドロフスキーは経済統合の現状を所与として，

　新たに統合体の全市場を対象として設立されるいわゆる統合産業の配分の種
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1勃
　種の組合わせの利益とコストを計測する。

　　一連の統合産業プロジェクトのそれぞれがある加盟国に立地した場合の利

　益は，当該生産物の輸入代替による外貨節約と貿易転換による外貨獲得の合

　計によって示される。この合計から投入輸入に必要な外貨と，外国為替の限

　界効用で外貨に換算された生産要素の機会費用がコストとして差し引かれ，

　その加盟国にとっての純利益が測られる。他方，その他の加盟国にとっては，

　貿易転換による外貨の損失がコストとして計上される。かくして，かれは統

　合産業の立地の利益とコストが満足に配分されるようにするため，各プロジ

　ェクトが立地すべき加盟国を決定しようとするのである。

　　しかしながら，統合産業は先験的に決定されるものであり，かれのアフロ

　ーチではこの決定された統合産業からいかにして最大の利益を引き出すかに

　とどまっている。統合産業に指定されない他の多くの工業の配分による利益

　とコストの計測はまったく考慮されていない。したがって，工業化基準とし

｛⑫　Daniel　M．Scbydlowsky，“Allocating　Integration1I1dustries　in　t11e

　Ande田n　Group：’ノ。〃mαJ　o戸Co例伽。仰M〃加f　S吻ゐ“，Vol．IX，No．

　4，　』une1971．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済統合の利益・費用の衡平配分（西向）

ではきわめて部分的なアプローチでしかない。

4．　衡平原則とバランス原則

　このように，経済統合の利益とコストの言十測はきわめて困難な問題を含んで

いるが，それが解決されたとしても，なお残る問題はいわゆる「衡平配分」の

「衡平」（equity）とはなにかという問題である。しかしながら，現実の発展途

上国の経済統合体は統合利益の衡平配分を基本的な原則としてかかげながら，

その意味内容についてはまったく明らかにしていない。

　たとえば，アンデス・サプリージョンを規定したカルタヘナ協定は，その目

的として「加盟国のバランスのある調和的な発展を促進する」（第1条）ことを

規定し，つづいて「バランスのある調和的な発展は，加盟諸国間の現存の格差

を縮小させるような統合利益の衡平配分を伴なうべきである」（第2条）とうた

っている。しかしながら，縮小されるべき格差が絶対的なギャップなのか，相

対的なギャップなのか明確ではない。

　統合利益の衡平配分とはなにを意味するかを正確に決定するのは容易ではな

い。明らかに，少なくとも一加盟国が経済統合に参加しなかった場合の状態に

比して悪化しているような状態は「不衡平」である。しかしながら，このような比

較は事実上不可能である。それを行なうためには，加盟国の現状と，統合に参

加しなかった場合の仮定的な状態との比較であるから，統合の結果として生じ

た諸力の評価だけでなく，統合に参加しなかった場合のオルタナティブな途や

機会をも評価しなければならない。

　たとえ経済分析によってその「不衡平」が立証され，「衡平」のカテゴリーか

ら除去されたとしても，「衡平」の可能な定義の範囲はなお広く残されている。

すなわち，統合の利益のすべてが一加盟国に集中している状態から，全加盟国

に等しく配分されている状態までである。前者の状態は，統合に参加しなかっ

た場合に比してまったく良化していない加盟国の厚生関数が，相対的厚生をそ
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の要素としている場合には，「不衡平」なケースとして除去されなければならず，

またそれが現実的であろう。しかし，後者の状態であっても，それが絶対的な

利益の「衡平」の場合もあれば，人口，国民総生産あるいは1人当り所得に比

例的な利益の「衡平」の場合もあるなど，種々のケースが残されている。

　モラヴェツによれば，　「これらの可能性のいずれもが衡平な利益配分の定義

として擬科学的に擁護されるかもしれないが，結論は累進所得税の科学的基礎

を展開する試みから生じるものと同じであ。。どのような利益配分が〈最も衡

平〉であるかの決定は，究極的には論理的な議論にではなくて価値判断にかか
　　　l1＄
っているJ

　しかしながら，各加盟国が価値判断を行なうに際して少なくともロブソンが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
示した「衡平」の区別を認識する必要がある。ロブソンは，「衡平」の意義と解

釈に関連して，｛1〕主として経済的考慮から生じる衡平（equity）の最小必要条

件と，（2〕政治的目的とみなされる平衡（balan㏄）の促進とを区別することが必

要であるとする。前者は，各加盟国をひきっづき経済統合に参加せしめ，統合

体から脱退するのを防止するための配分であり，後者はその他の目的のための

配分である。

　統合体の加盟国が経済的観点からその統合体に留まるが脱退するかを決定す

るのは，いうまでもなく統合体に留まる場合の成長の見通しと，脱退する場合

の成長の展望との比較によってである。もし，各加盟国が経済統合体に留まる

方が有利と判断するならば，各加盟国が配分されるべき最小限の純利益がなけ

ればならない。この場合重要な点は，統合の利益の配分が，統合によって生じ

113）David　Momwetz，　Tκe＾”eαm　Groψ：λCα5e　S肋伽油及。側。例た

　∫㎜比〃α孟｛om　o刎。例gルw’oがmg　Co也㎜肪た5，MIT　Press，1974．

（14）　Peter　Ro1〕son，F沁。αJ　Co㎜ρε冊5αれ。仰α仰d　泌2〃5毒r沁ωれ。ωo戸＆仰ε一

　れ議　｛m厄。o冊。伽た　Grθ也ρ加g　of　D〃θ’oρ加g　Coω仰〃た5，　New　York，

　1971．　P．　6．
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た純利益よりはむしろ各加盟国が統合に参加しない場合のオルタナティブな成

長見込みと関連していることである。ロブソンは，これが「衡平」の最小必要

条件だというのである。

　この衡平の最小必要条件を満たしたのち，残りの統合の純利益をどのように

各加盟国に配分するかという問題が残る。ロブソンはこれがバランスの問題で

あるとする。バランスの概念は上述の「衡平」のような客観的基準で考えられ

るものではなく，政治的な交渉を通じて各加盟国が受け入れられるものでなけ

ればならない。

　各加盟国がいかなるバランス原則に基づいて純利益を配分するかについては

多くのケースが考えられる。たとえば，純利益が所得，工業設備能力あるいは

その他の指標で捉えられようが，それが加盟国間に平等に，あるいは国民所得

や人口に比例して配分されるかもしれない。あるいは，バランス原則が加盟諸

国間の格差縮小に直接的に関連して定められ，成長率の大きさをぼぼ等しくす

るとか，比較的低開発国のより急速な成長を促進する方向に進められることも

あろう。

　加盟国間の格差を縮小するには，域内先進国は政治的目的のためにその経済

的利益を放棄する用意がなければならないし，また域内後進国もこの目的のた

めに再分配される利益に上限があることを認めなければならない。

　このように，統合の利益の「衡平」配分を衡平の最小必要条件とバランス原

則の2つの局面からアプローチすることは，つぎの諸点から有用である。第1

に，衡平の最小必要条件は各加盟国がメンバーでない場合の成長の展望に関連

して定められるのであるから，その大きさを客観的に定めることができる。第

2に，それ以外の純利益の配分に関してはなんらかの客観的基準を用意するこ

とはできないが，すでに最小必要条件の衡平が満たされているのであるから，

たとえ統合体内部での相対的地位が低下しても加盟国として留まることに関心

があり，バランス原則の受け入れがより容易となるであろう。
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5．　む　　す　　び

　経済統合を成功せしめ，それによって経済発展を促進させるためには，統合

の利益の衡平配分が不可欠の条件である。発展途上国が少なくとも経済発展へ

の一つの可能性を経済統合に求める限りは，その利益の衡平配分についてなん

らかの合意に到達しなければならない。

　しかしながら，現実にはまず経済統合の利益とコストに関して一義的な判断

を下すことが困難である。統合の利益とコストが生じる原因については合意に

到達しても，その利益とコストがすべての加盟国にとって等しく受け入れられ

るとは限らない。経済統合の利益とコストの概念は，各加盟国の経済的特徴な

らびに経済的環境と各加盟国の追求する政策目的によって異なり，また同じ加

盟国についても時期的に異なる。

　したがって，ある加盟国が統合の利益とみなすものを他の加盟国は統合のコ

ストとみなすことがあり得るから，全加盟国に適用可能な利益・コストの概念

を見出すことはきわめて困難である。それゆえ，統合の利益の衡平配分に関す

る交渉を行なう場合には，各加盟国が自国の利益とコストを考慮に入れること

を可能ならしめ，かつそれに役立つような適切な手続を設け，各加盟国のアプ

ローチを十分考慮することが必要であろう。

　このことは，統合の利益とコストの計測についてもいえる。従来行なわれて

きた計測の試みは全加盟国について単一の基準を適用しているが，これは統合

の利益とコストが全加盟国に同一物を意味しないという事実をみのがす危険が

ある。それゆえ，各加盟国の利害を考慮した計測の方法が検討されなければな

らないであろう。

　さらに，従来の利益・コストの計測は，域内貿易や工業化というような経済

統合の特定局面のみをカバーした部分的な分析が多い。たとえそれらの部分的
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分析がいかに正確であっても，それだけでは統合体における各加盟国の総合的

な地位の評価は不可能である。それを行なうためにはより複雑なグローバルな

アプローチが必要である。

　その場合注意する必要があるのは，従来の方法はともすれば工業化に重点を

おき，統合の利益とコストに対する工業化の効果を重視しすぎる傾向がある。

たしかに，発展途上国の経済統合においては工業化の促進が基本的な目的とさ

れているから，統合の利益とコストの計測において工業化の効果が重要視され

るのは当然であるかもしれない。しかしながら，経済統合の利益とコストは農

業やサービス業など他の分野においても発生するのであるから，工業化以外の

他のすべての局面が無視されるというのであってはならない。

　さらに，従来の計測方法の一つの重要な制約は，それがまさに計測を試みて

いるがゆえに，計測可能な要因に重点をおかねばならないことである。しかし

ながら，計測不可能あるいは計測困難な他の諸要因が，計測可能な要因よりも

重要でないとは限らない。したがって，計測とあわせて，計測され得ない諸要

因の重要性にも十分留意しなければならないであろう。

　利益の衡平配分については，その概念的な局面と運用上の局面の双方が考慮

されなければならない。まず概念的には，ロブソンが提唱した衡平基準による利

益配分とバランス基準による利益配分の区別が重要である。前者は，各加盟国

が経済統合に参加するか留まるときに必要とする最小限の純利益を保証するも

のであり，後者は，各加盟国が経済統合に参加するに際して考慮するその他の

政治的，経済的純利益を交渉によって配分するものである。

　このアプローチによれば，ある加盟国の統合体内部における相対的地位が悪

化しても，あるいは加盟国間の格差縮小のための特別措置が講じられていなく

とも，加盟していることによって加盟しない場合より高い成長率が可能となれ

ば，その加盟国は統合体にとどまることに同意できる。

　問題はこのような利益配分の概念的区別を加盟国が受け入れるか否かである。
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ある加盟国が利益とコストの配分を単に衡平基準にそくして考え，他の加盟国

がそれをもっぱらバランス基準にそくして考えているのでは，統合過程の進展

はあり得ない。すべての加盟国は，このような2つの基準による利益配分が必

要であることを認識しなければならない。なぜなら，衡平基準による配分がな

ければ若干の加盟国は統合体にとどまらず，経済統合体の解体をもたらす危険

があり，また一加盟国に影響する諸問題は長期においては他のすべての加盟国

に必然的に影響するものであり，バランス基準による利益配分は統合体全体と

して最もさし迫った問題の解決に有効だからである。
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経営分析シミュレーション・
　　　　　　　　　　システムの研究（1）

BEICAシステムの制御モニター＊

定　道　　　宏

1．　問題の所在

　経営計測における処理技術はコンピュータ技術の発展とともに飛躍的な進展
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11〕
を示してきた。経営における機械化の歴史が明瞭にこの事実を物語っている。

この場合，経営という概念を事務経営と管理経営とに2分化して機械化の発展

と結びつけて理解するのが良いように思われる。

　事務経営は経営上主として意思決定を必要としない事務業務である。事務業

務を個別的事務業務と総合的事務業務とに分ける。個別的事務業務は日常の経

営活動の末端業務であり，各種の伝票を処理する。注文，納品をはじめとする

出納票である。かかる個別的事務業務は作業内容が単純かつ機械的であり，作

業量も多いのが特徴である。大量の伝票を単純分類して集計する。処理には正

確性と迅速性が要求される。一方，総合的事務業務は分類集計された個別的事

務業務の情報資料を用いて給与計算や原価計算などの会計処理を行う。総合的

事務業務の作業内容は組織的かつ機械的であり，作業量も多いのが特徴である。

＊　BEICAシステム（経営経済情報の自動分析処理システム）は昭和49年度に始

　　められた3年計画の研究プロジェクトである。この研究の一部は昭和50年度文

　　部省科学研究補助金試験研究12）「企業経営の業績評価分析システム」　（代表者

　　米花穂教授）によってなされたものであ乱
11）米花穂「わが国の経営機械化研究の展開」（経営機械化シリーズN机6．1975）
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大量の情報を総合分類して体系的処理を行う。処理には正確性が要求される。

　管理経営は経営上主として意思決定を必要とする管理業務である。管理業務

を定常的管理業務と非定常的管理業務とに分ける。定常的管理業務は不確実性

を伴わない意思決定に基づく管理業務である。したがって意思決定法が確定的

であり，管理は定常的性質をもつ。在庫管理，部品管理，工程管理，日程管理

などがそうである。定常的管理業務の作業内容は組織的かつ機械的であり，日常

の経営活動を管理する。管理には迅速性が要求される。他方，非定常的管理業務

は不確実性を伴う意思決定に基づく管理業務である。確定的な意思決定法は存

在せず，管理は非定常的性質をもつ。各種の情報を総合的に分析し，より望まし

いと思われる意思決定が選択される。生産計画，設備投資計画，人事計画，評価分

析などがそうである。非定常的管理業務の作業内容は総合的かつ非機械的である

が，大量の情報の分析処理を伴う。処理には正確性と迅速性が要求される。

　経営におけるコンピュータの利用は事務経営の機械化からはじまり，漸次に

管理経営の機械化へと浸透してきたといえる。事務経営の機械化を事務機械化，

管理経営の機械化を経営機械化と呼んで区別する。個別的事務業務の機械化は

大量の情報を処理するが，その内容は単純かつ少量作業の集積であり，大容量

の補助記憶装置をもつ小型コンピュータに適している。正確性と迅速性とが要

求される個別的事務業務が事務機械化の先導をきった所以である。この種の事

務機械化は省力化といった経済性よりも正確性と迅速性に重点があった。個別

的事務業務の機械化が進み，各種の伝票情報が補助記憶装置に蓄積される頃よ

り総合的事務業務の機械化が可能となる。総合的事務業務の機械化は作業内容

は単純であるが大量の情報を同時に処理しなければならず犬型コンピュータに

頼らぎるをえない。ソフトウェア（コンピュータ利用のプログラミング・システ

ム）として給与計算や原価計算などの会計システムが開発され利用されている。

　経営機械化は事務機械化がある程度進行して企業活動の情報が大量に補助記

憶装置に蓄積されていることを前提とする。定常的管理業務は常時，経営活動

98



　　　　　　　　　　　　　　　　経営分析シミ邑レーシ目ソ・システムの研究ω（定道）

の現況を把握し，一定の条件が成立しているならばあらかじめ定められた方法

で意思決定を行い経営活動を管理する。経営活動の現況把握は補助記憶装置に

貯えられている大量の情報を分析することによって可能となる。定常的管理業

務では具体的な意思決定の方法力確定しているから処理は複雑ではあるが機械

的である。一般に意思決定の過程は複雑であり，また大量の情報を同時に処理

するため犬型コンピュータの利用が不可欠である。処理には正確性と迅速性が

要求される。ソフトウェアとして現在，在庫管理，工程管理，部品管理，日程

管理などが開発され利用されている。

　非定常的管理業務は経営首脳都が担当する最も重要なものであり，意思決定

には確定した方法もなく，また情報も多くの不確実性を含んでいるため非常に

難解である。意思決定は企業経営の情報に止まらず経済全般の情報の総合的分

析と経営者自身の経験と感とによってなされる。機械化の最も難しい業務であ

る。今日においてもこの分野の機械化は皆無といって良い。また，実用的なソフ

トウェアもほとんど開発されていない。一定の諸仮定の下での意思決定が如何

なる結果をもたらすかを実験するシミュレーション・システムが特定の問題に

ついて開発されているが，汎用性からはほど遠く実用性に乏しい。ソフトウェ

アとして人事シミュレーション，予算シミュレーション，投資決定シミュレー

ションなどがある。これらのソフトウェア・システムは，一般に，企業経営の

情報および経済情報と直接結びついて作動するようにはなっておらず，また分

析技法の選択についても非常に制限の強いものである。企業情報および国民経

済情報をデータ・べ一スとしたもので，しかも分析技法の選択にっいてあまり

制限のないシミュレーション・システムが開発されるならば，機械化の最も難

しい非定常的管理業務の機械化に大きな一歩を踏み出すことができたといえよ

う。

　経営・経済情報の自動分析処理システム（BEICAシステムと呼称）は，この

ような最も開発の遅れている非定常的管理経営の機械化を実現するために試作
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された本格的なデータ・べ一スを有した汎用的な分析シミュレーション・シス

テムなのである。

2．　データバンクとソフトウエア・システム

　コンピュータの機械自身の発展は小型機から犬型機，犬型機から超犬型機へ

と移ってきた。機械の精能技術の進歩に並行して操作技術（オペレイティング

・システム）も飛躍的に進歩し，単」プログラミング方式から多重プログラミ

ング方式（同時に並行して複数個のジョブを処理しうる方式）へと移ってきた。

　他方，コンピュータの利用者の利用技術（ソフトウェア）は，小型機や大型

機を占有して現場使用する方法から，漸次に遠隔地から小型機（または中型機）

を操作して超犬型機を共同利用する方法へ移ってきた。つまり，端末機による

タイムシェアリング・システムまたはリアルタイム・システムの利用方法

である。大量の情報は超大型機の補助記憶装置に貯えられ端末機を通して情報

の抽入・抽出が行われる。コンピュータの利用者は手許に大きな補助記憶装置

を保有する必要がなく，小型機（または中型機）を保有すればよい。コツピュ

ータの所有形態が初期の小型機所有から大型機所有へ，大型機所有から端末機

としての小型機所有に変遷してきたといえよう。

　データバンクは単に大量のデータが補助記憶装置にプールされているものを

意味するのではなく，銀行における預金業務のように，情報の抽出・抽入を制

御し管理しうる体系に組織づくられているものをいう。端末機を通じてコンピ

ュータを利用するリアルタイムやタイムシェアリング方式はこのようなデータ

バンクを中央の超犬型機に備えている。リアルタイム・システムは多くの人が

同種の分析目的で並行してコンピュータを遠隔操作する利用方式である。個別

的事務業務ではスーパーやデパートにおけるデータエントリーシステム（POS

システム）や銀行におけるオンラインなどがあり，定常的管理業務では部品管

理システム，在庫管理システムや座席予約システムなどがある。リアルタイム
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・システムの特徴は伝票の出納に単純な加工（分類，集計，検索など）を加え

る作業を即時的に処理することにあり，一回当りの情報処理量が比較的少ない。

　タイムシェアリング・システムは多くの人が異種の分析目的で並行してコン

ピュータを遠隔操作する利用方式である。非定常的管理業務の機械化に適した

コンピュータ利用方式である。データバンクを備え本格的な分析言語をもった分

析シミュレーション用タイムシェアリング・システムはほとんど開発されてお

らず目下開発中の段階にある。タイムシェアリング・システムの特徴は一回当

りの情報処理量がぼう大でしかも各種各様の複雑な分析加工が自由自在に施こ

され，分析結果としての出力が一般に少量であることにある。したがってリア

ルタイムのような単純かつ一定な処理ではないので各種の複雑な分析処理をす

るための大きなプログラム・パッケージが不可欠である。非定常的管理業務用ソ

フトウェアシステムはこのような分析プログラム・パッケージとさきに述べた

データバンクを備え，分析手法名を記述することによって簡単に分析手法をプ

ログラム・パッケージより呼び出し，データバンクに自動連繋し，処理結果が

自動的に次の分析に入力され結合されるように制御しうるプログラム管理シス

テムであるといえる。以下に詳述する経済分析・経営分析シミュレーション・

システムは，経済・経営に関する出来る限り広範囲の情報を集積したデータ・

バンクを有し，また非定常的意思決定のための分析技法を出来る限り多く集積

したプログラム・パッケージを有したまさに上記したような機能を備えたもの

である。

　　　　　　　　　　　3．　BE1CAシステムの構想

　経営経済情報の自動分析処理システム（Business＆Ec㎝omic　Informa－

ti㎝C㎝trol㎜d　Analysis　System　BEICAシステムと呼称）は非定常的管

理業務の機械化具現のために開発した経営分析シミュレーション並びに経済分

析シミュレーション両用のシステムである。経営お一よび経済情報に関する巨大

なデータバンク（国民経済データ約3000系列，企業データ約500社50000系列，
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国際データ約200国30000系列）をべ一スとし，完備したプログラム・パッケー

ジ（基本的統計分析手法的150，応用分析手法的200）を備え，操作はすべてディ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12〕
スプレイ端末機を通して行えるシステムである。第1図はBEICAシステムの

構成図である。

CHAIRMAN
制御モニター

　BEIC
経営・経済

データ・バンク

　STAFFS
　経営分析
シミュレーション

　STEPS
　経済分析
シミュレーション

第1図BEICAシステム構成因

BEICAシステムは制御モニタCHAIRMANによって監視され，　CHAIRMAN

の制御によって経営分析STAFFSや経済分析STEPSのサブシステムが随時

に呼び出され，データバンクBEICと連動して実行される。各サブシステムは

（2〕BEICAシステムは，当初後にのべるBEICAモニタを備えておらず，ディスプ

　レイ端末機による操作によらないものである。詳しくは，米花穂「経営情報制御

　分析システムーBEICA一」経営機械化シリーズN皿16，神戸大挙経済経営研究所

　をみよ。また，データバンクについては能勢信子「BEICAシステムのデータバン

　クの統計資料について」経営機械化シリーズ16をみよ。
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システム固有の分析用語を有し，言語翻訳プログラムを内蔵している。分析者

は分析目的にしたがってサブシステムを選択し，そのシステム言語でもって分

析内容を記述する。これらの言語は1つの分析手法を1つの単語または命令文

で表現しうる問題向言語である。ヒストグラム，成長曲線，因子分析，固有ベ

クトル，最小2乗推定，非線型計画解法，最終テストなどが問題向言語である。

したがって分析者は分析手法の数値計算手続に思わされることなく分析するこ

とができる。

　STEPS（Simplified　Techniques　for　Economic　Planning　and　Simul－

ati㎝）は主として経済データをデータベースとした経済モデル分析のシミュレ

ーション・システムである。時系列分析に関するほとんどすべての分析手法が

組まれている工3〕STAFF（Statistical　T㏄㎞iques　for　Appraisi㎎Fims’

Fin㎝cia1Statem㎝ts）は主として企業データをべ一スとした企業の経営業績

の評価分析のためのシミュレーション・システムであり，多変量解析に関する

多くの統計分析手法や数理計画法が組み込まれている。BEIC（Business＆

E㏄mmic　Information　C㎝tro11er）はデータバンクの更新，保守等の維持管理を

行うシステムである。BEICAシステムは次のような機能によって特徴づけら

れたユニークなシステムである。

　1．操作はすべてディスプレイ装置より行ない，将来にお一けるコンピュータ

　　用テレビ電話としての機能をほとんどすべて備えている。たとえば各種の

　　間合せ，時間，電話番号，文献，議事録，統計データなどを呼出し見るこ

　　とが出来る。

　2．電子卓上計算機としての計算機能をもち，変数を用いることによって連

　　統計算カ可能である。

（3〕杉浦一平・布上康夫「計量経済模型分析のためのプログラム・システムーSTE・

　PS一」経営機械化シリーズ16をみよ。
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3．　ローマ字シフトキー付英文タイプライター機能を有している。つまり，

　ローマ字でタイプすれば自動的にカナ文字に変換されて表示される。カナ

　字入力が容易となり，管理者でも使える。

4．各種の経営分析，経済分析をディスプレイ上で行うことができる。

5．分析途中でも随意に中断して上記1－3の作業を行うことができる。ま

　た，ディスプレイ上の情報のコピーを任意の時点でとることができる。

4．CHAlRMANの構成

　CHAIRMAN（Contents　of　Hearings，Analysis　and　Information　Re－

trieval　M土nipu1ator）はBEICAシステムの制御モニタである。CHAIRMAN

は分析用サブシステムとしてのBEIC，STAFFS，STEPSを監視する機能

の外に，それ自身各種の情報の作成や検索等を行うサービス機能を内蔵してい

る。CHAIRMANより監視モニタ機能を分離してBEICAモニタと機能分類す

るならばBEICAシステムの機能図を次のように表わすことができよう。監視

CHAIRMAN　’■

BEIC　　　　　一一 BEICA
BEICA
MONITOR DATA

STAFFS　　一一 BANK

STEPS　　　一

　　　　　　　　　　第2図　BEICAシステム機能図

モニタ（MRと略称）は分析者に対して分析指令を要求し，指令を受けると指

令を実行するサブシステムを呼び出して制御をサブシステムに移す。サブシス

テムは分析者にメッセージを送り，分析者はそれに応答する形で分析が進めら

れ，所期の分析梢冬了すると制御は再ぴモニタに移される。そして以上の過程
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がくり返される。

　ディスプレイ装置のスクリーンは第3図のように大きく3つの部分に分けら

れている。

画　面 領　域 （17－18行刑

入力データ領域 （1～2行分）

コマンド・メッセージ領域（1行分）

　　　　　　　　　　　第3図　スクリーン形式

画面鍾域一は分析結果が表示される領域である。

ムカ世領域は指令（コマンド）またはメッセージに応答して指令またはデ

ータを入れるところである。

三エ凶域はシステムから分析者に対する命令が表示されると

ころである。

　メッセージ領域は第4図のようなぼぼ一定の形式で表示される。

入力データ・タイプ　（実行中の指令語）命令指示！メッセージ内容

　　　　　1　　　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　4
　　　　　　　　　　第4図　メッセージ領域の形式

だとえば，CHAIRMANモニタが分析者に指令コマンドを要求するメッセージ
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は次のように表示される。

（M－1）　・
　　　　　AAAAAAAA　（MR．CHAIRMAN）GIVE！A　COMMAND

これはモニタが分析者に対して1つのコマンドを8文字以内でデータ領域に与

えることを指示している。

　モニタにはコマンド要求の外に次のようなメッセージが用意されている。

（M－2）
　　　　　（MR．CHAIRMAN）IDLE！TO　START，PRESS　INT　KEY！

　これは現在コンピュータが遊んでいることを告げ，使用開始のためには割込

みキー（INTキー）を打鍵することを指示している。そこでINTキーを押せば

メッセージが消え（M－1）が表示される。画面の内容は変化しない。

（M－3）　一
　　　　　（MR．CHAIRMAN）WAIT！TO　START，PRESS　INT　KEY！

　これは現在コンピュータが分析者の来るのを待っていること，または他の分

析者が使用してはならないことを告げ，使用開始のためにはINTキーを打鍵す

ることを指示している。画面には現在までの待時間と現在の時刻が10秒間隔で

表示されてい乱

　　（M－2），　（M－3）ではINTキーを押せば（M－1）となるが，逆に（M

－1）でIDLEまたはWAITのコマンドを与えると（M－2）または（M－3）

となる。コマンド入力をせずに送信キー（ENDキー）を押すとメッセージが

消え，1O秒後に再び元のメッセージに戻る。間違った，または使用してはなら

ないコマンドを入力したときも同じようになる。

5．CトlAlRMANのサービス機能

　CHAIRMANはBEICAシステムの監視モニタとしての外に次のような種々

のサービス・プログラムを備えている。それらは主として未来のテレビ電話が
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有すべき機能であるといえる。

　（i）情報や電話番号を尋ねたり，備忘録としてメモやノート代りに記録した

　　り，その内容を検索したりできる。　（ASKコマンド）

　（ii〕変数を数多く用いながら計算できる電子ソロバンとして利用できる。

　　（ABACUSコマンド）

　（刮議事録，文献目録，住所録などを作成したり，その内容を検索したりす

　　ることができる。（AGENDAコマンド）

　（i→BEICAシステムのデータバンク（国民経済データ，企業財務データ，国

　　際データ）よりデータを検索し，数表または図表として見ることができ，

　　コピーすることもできる。　（DIALコマンド）

　（V）ローマ字で打鍵すればカナ文字が表示されるカナ字シフトキー付英文タ

　　イプライタとして使用できる。

　㈹　コンピュータ・プログラムの作成および修正，データ・テープの作成お

　　よび印字なとをすることができる。（SPEEDコマンド）

　BEICAシステムにおけるデータ入力の注目すべき特色は（v）のローマ字を打鍵

すればカナ字が表示され入力されることである。データの入力はすべてディス

プレイ装置のスクリーンの入力データ領域（最大2行）を径てコンピュータに

入力される。入力データ領域（1行分）より多いデータを入力したいときはメ

ッセージ領域につづけることができる。カナ字を打鍵したいときはカナ字シフ

トコード￥十を打鍵しその後ローマ字（訓令式ローマ字記述法を多少改良した

　　ω
もの）で適当な長さを打ち，ENDキーを押せばローマ字はカナ字に変換され

14）ローマ字表現の規則・原則としてローマ字は訓令式で表現されなければならな

　い。ただし，長音，ツマル音，および「ン」は次の規則にしたがって表現されな

　ければならない。（1原音はハイフンで表わす。チョーチンはTYO－TIN，トーキ

　ョはT0－K　Y　O。（2）ツマル音，すなわち小文字の「ツ」はアポストロフィで表わ

　す。ホツカイドはH0’KAID0，ハトポッポはHATOP0’P0．（3）「ン」は原則と
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て表示される。さらに続けてカナ字を打鍵するときは￥十につづけてローマ

字を打つ。ローマ字から英数字に戻りたいときは，まずENDキーを押してそ

れまでのローマ字をカナ字に変換し，その後に英数字を打鍵すればよい。入力

データの終りには￥＊を打鍵してENDキーを押せば入力データ領域（および

メッセージ領域につづいた分）のデータがコンピューターに入力される。

5．l　ASKサブシステム　　間合せ様能

　ASKサブシステムは種々の情報を記録したファイルをもっていて，ASKコ

マンドによって一つのインデックス（指標）が与えられるとその指標をもった

情報を検索し，ディスプレイ装置に表示する機能をもった間合せシステムであ

る。「デンワ」という指標を与えれば電話番号が表示され，「ASK」という指

標を与えればすべての指標のリストが表示される。

　問合せの操作手順は一般に次のような順序で行われる。

　（1〕コマンド要求に対してASKと入力する。

　　　　　ASK￥＊
（A－1）
　　　　　AAAAAAAA（MR，CHAIRMAN）GIVE！A　COMMAND

（2）ASKサブシステムに制御が移り，指標を要求する指示が出る。

（A－2）
　　　　　AAAAAAAA（ASK）GIVE！AN　INDEX

（3）指標を与えると情報が検索され1画面分の情報が画面領域に表示される。

　そして次のような指示がメッセージ領域に出る。

（A－3）　I
　　　　　N（ASK）TAKE！1：ツヅキ，2：NEXT，3：END

してN’で表わす。ただし，子音（Yを除く）やスペース，特殊記号の前ではN

でもよい。トンボはTON’BOまたはTONB0，カンノンはKAN’NONまたはKA

NNON。
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命令指示TAKEは番号の選択を意味し，入力データ・タイプは1桁の数である

ことを示している。「ツヅキ」は情報が1画面分以上あるとき，引続いて継続

の画面を表示することを要求するものであり，「NEXT」は次の情報の検索を

要求するものであり，最後の「END」はASKコマンドの終了を要求するもの

である。1と応答すると1画面分以上あるときは次の画面が表示される。メッ

セージは（A－3）のままである。もし画面が最終画面であるときには，2と

応答した場合と同じになりメッセージは（A－2）となる。3と応答すればA

SKコマンドを終了し，メッセージは（A－1）になる。

　いま，ある1つのコマンドの実行中に実行を中断してA　S　Kコマンドを実行

した場合を考えよう。実行を中断させるには次の2つの方法の何れかによって

行えばよい。

　li〕メッセージがデータ入力を要求しているときは，まずENDキーを押し，

　　ひきつづき割込みのINTキーを押すとメッセージが消えて（A－1）となる。

　（ii）メッセージがデータ入力を要求していないときには，ただちにINTキー

　　を押す。メッセージが消えて（A－1）となる。

　　さて，上記のように割込んでコマンドを実行した場合には，コマンドの実

　行終了とともに割込み前の画面が回復されて中断時の状態に戻り実行が続行

　される。

　第1のコマンドの実行中に割込んで第2のコマンドを実行しているとき，さ

らにそれを中断して第3のコマンドを実行させることはできない。割込み中に

割込みキーを押しても無視される。

5．2ABAC∪Sサブシステム　　電子ソロバン機能

　ABACUSサブシステムは最大数100個の変数を用いることのできる電子ソロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15〕
バンである。数式の書き方はFORTRANと全く同じである。　ただし，変数
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はすべて実数として扱われる。配列は許されないが，SIN，　COS，EXP，

ALOG，LOG1O，ABS，SQRTなどの組込み関数カ液える。変数は6文字以

内（第1字目は英字）の英数字で表わされ，算術式は一般に次の形で表わされる。

　　　　変数＝数式

変数の値を表示するときは単に

　　　　変数＝

とす飢また，計算終了を指示するには

　　　　END＝

とする。

　電子ソロバンの操作手順は次のようになる。

　（1〕コマンド要求に対してABACUSを入力する。

ABACUS￥＊＿
（B－1）
　　　　　AAAAAAAA（MR．CHAIRMAN）GIVE！A　COMMAND

（2〕ABACUSサブシステムに制御が移り数式を要求するメッセージが出る。

（B－2）　一
　　　　　AAAAAA＝（ABACUS）GIVE！FORMULA　OR　END＝

もし算術式にエラーが存在するとその文字の下に×印がつけられて表示される。

画面領域は通常17行まで表示されるが，18行目が表示されるとき，最初の1O行

が消され，l1行目が1行目となり，18行目が8行目となる。　「E　N　D＝」が入

力されない限り（B－2）がくり返される。

5．3AGENDAサブシステムーソーティング侵能

AGENDAサブシステムは文献録，会議の議事録，住所録などのファリング

を行い，その内容を主題で検索し，該当する情報をすべてディスプレイ装置に

（5）演算記号は和が十，差が一，積が＊，商が／，累乗が＊＊で表わされる。括弧

　　は何重にも使うことができる。
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表示する機能をもった分類整理システムである。例えば会議議事録の検索では

議題（または議題と日時）が与えられるとその議題が論じられた過去のすべて

の日時とその内容が噴次表示される。また，文献録の検索では著者名（または

著者名と研究部門）が与えられるとそれに該当する著者の論文や著書がすべて

表示される。

　ソーティングの操作手順は次のようになる。

　（1〕コマンド要求に対してAGENDAを入力する。

AGENDA￥＊＿
（G－1）
　　　　　AAAAAAAA（MR．CHAIRMAN〕GIVE！A　COMMAND

（2〕AGENDAサブシステム洲乎び出され，記録の名称を要求する。

（G－2）
　　　　　AAAAAAAAAAAA（AGENDA〕　GIVE！　TITLE

例えば，教授会の議事録であるならば「キョジュカイ」と応答する。

　（3）記録の名称が与えられると各記録に固有な検索のための主題名を要求す

　　る指示がでる。議事録の場合を例にとれば次のようになる。

（G－3）
　　　　　AAAAAAAAAAAA・YYMMDD（AGENDA）GIVE！SUBJECT・DATE

主題名は議題と開催日時の合成名で表わされる。

主題名を任意の長さで打切ると，それと同じ文字を先頭部分にもつ主題名のす

べての情報が検索され表示される。また，住所録の場合に氏名と住居地（府県

名）の合成名が主題名である。

（G－3）
　　　　　AAAAAAAAAAAA・AAAAAAAAAAA（AGENDA）GIVE！NAME・PLACE

　画面領域には，議事録の場合，議題，日時および内容，文献録の場合著者名，

研究部門お一よび論文名（または書名），住所録の場合，氏名，住所などがそれ

ぞれ表示される。
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141最後に次の指示メッセージが出る。

（G－4）　’
　　　　　N（AGENDA）TAKE！1：ツヅキ，2：NEXT，3：END

「ツヅキ」は画面の継続分を表示することを要求するものであり，「NEXT」

は新しい記録の検索を要求するものであり，「END」はAGENDAコマンドの

終了を要求するものである。

　最終画面の表示が出ているときに「ツヅキ」を選択すれば新しい主題名を要

求するメッセージに変わる。

5．4DlALサブシステム　デタ検索携能

　DIAL（D批a　Inquiry，Analysis　and　List）サブシステムはBEICAバンクより

1系列のデータを検索し，作表し，分析する機能をもったデータ検索システム

である。検索はファイル名（国民経済JNA，国際経済IFS，企業財務FFS），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈲
種類（年A，四半期Q，月次M），およびデータ・コードで行われる。検索され

た系列について簡単な分析を施すことができる。たとえば，直線の傾向線をあ

てはめたり，グラフを描いたり，作表したりすることができる。

　データ検索の操作手順は次のようになる。

　（1）コマンド要求に対してDIALと入力する。

　　　　　DIAL￥＊
（D－1）
　　　　　AAAAAAAA（MR．CHAIRMAN）GIVE！A　COMMAND

（2〕DIALサブシステムに制御が移り，系列コードを要求する。

（D－2）
　　　　　AAABNNNCCCCC（DIAL）GIVE！FILE＆DATACODE

（6〕1系列のデータを検索するに要する時間が平均1．5秒になるように検索方法が

　考案されている。　現在収納されている系列数は，JNA3000，IFS30000，FFS

　15000であり，合計約50000系列である。

112



　　　　　　　　　　　　　　　経営分析シミュレーション・システムの研究1ユ〕（定道）

（3〕該当する系列データが検索され，系列名およびその属性が画面領域に表

　示される。そして分析のタイプを指示するメッセージが出る。

（D－3）
　　　　　N（DIAL）TAKE！1：グラフ，2：リスト，3：トレンド，4：キセツ，5：ヒリツ

リストは系列データの表示，グラフはプロット図表，トレンドは直線近似，キ

セツは季節修正，ヒリツは各種の財務比率をそれぞれ意味する。

（4〕分析のタイプを入力するとJNAまたはIFSの場合メッセージは分析期

　　間の指示要求になる。

（D－4）　・
　　　　　YYNN－YYNN（DIAL）GIVE！TIME　SPAN

また，FFSの場合すぐに次のメッセージが出る。

（5〕分析結果が画面領域に表示される。そしてメッセージは次のようになる。

（D－5）　1
　　　　　N（DIAL）TAKE！1：ツヅキ，2：NEXT，3：END

「ツヅキ」は画面の継続分を表示することを要求するものであり，「NEXT」

は新しい分析のタイプを要求するものであり，　「END」はDIALコマンドの

終了を要求するものである。最終画面の表示が出ているときに「ツヅキ」を選

択すれば新しい分析のタイプを要求するメッセージに変わる。

55SPEEDサブシステムーファイリング棲能

SPEED（Speedy　Programmmg，ExecutIon　and　EvaluatIon　　tllrougll

Display　Termi㎜ls）サブシステムはASKやAGENDAの記録ファイルの作成，

更新を行うのみならず，コンピュータ・プログラミングおよびその修正をディス

プレイ装置上で容易にがつ迅速に行える機能を有した万能編集システムである。

SPEEDの主たる機能を列挙すれば次のようなものがある。

　（i〕ソースプログラムの作成および修正（JOB）
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（ii）データ・テープの作成および修正（JOB）

㈲　コマンドの作成・登録・削除（COMMAND）

（i→　ASKサブシステムの問合せ情報の作成・修正・削除（ASK）

（v〕AGENDAサブシステムの記録ファイルの作成・修正・削除（AGENDA）

SPEEDサブシステムの操作手順は次のようになる。

l1〕コマンド要求に対してSPEEDと入力する

　　　　　　SPEED￥＊
（S－1）　　　　　一
　　　　　AAAAAAAA（MR．CHMIRMAN）GIVE！A　COMMAND

12）SPEEDサブシステム洲乎ぴ出され，機能選択を要求するメッセージが

　出る。

（S－2）
　　　　　　N（SPEED）TAKE！1：』OB，2：COMMAND，3：ASK，4：AGENDA

JOBはソース・プログラムまたはデータの作成，COMMANDはコマンドの作

成，ASKはINDEXおよびその内容の作成，AGENDAはTITLEおよびその内

容の作成をそれぞれ意味する。

5．4．1J08の機能

　JOBは新しいソース・プログラムまたはデータを作成したり，既に作成され

たプログラムまたはデータを修正したりする。

（1）まず新しいジョブを作成するのか，または古いジョブを修正するのかを

　　選択する。

（J－1）
　　　　　N（SPEED）TAKE！1：NEW，2：0LD

「NEW」は新しいジョブの作成を意味する。また，「0L　D」は既に作成さ

れている古いジョブのリストまたは修正を意味し，古いジョブは磁気テープに

格納されているものとする。新しく作成されたジョブ，または修正されたショ
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ブは磁気テープに出力される。

（2〕つぎにジョブの処理タイプを選択する。

（J－2）
　　　　　N（SPEED）TAKE！1：ツクル，2：シューセイ，3：サクジョ，4：LIST，5：DISPuW

（3）ジョブを「ツクル」場合次のメッセージが表示される。

（J－3）　一
　　　　　舳十A舳AAA＾十A＾AA7A＾BB＋BBB固　（SPl≡：E呵　GIVE！D＾TA　OR　END＝

順次にデータまたはステートメントを入力し，入力を中止するときには「EN

D＝」を人力する。入力が行われると画面領域に1順番号と入力データが2行表

示され，画面領域は通常17行まで表示されるが，18行1ヨが表示されるとき，最

初の1O行が消され，11行目が1行目となり，18行目が8行目となる。

　（4）入力の中止「E　N　D＝」が入力されると，メッセージが次のように変わ

　　る。

（J－4）　I
　　　　　N（SPEED）TAKE！1：ツヅキ，2：NEXT，3：END

「ツヅキ」は中止されている入力の続行，または継続する画面の表示を意味す

る。「NEXT」は新しい処理タイプの選択を意味し，「END」はSPEEDコマ

ンドの終了を意味す乱新しい処理タイプで「ツクル」とすれば，以前の「ツ

クル」で中断されていた点より継続される。

（5）　「シューセイ」はジョブの一部を削除して修正する場合であり，この場

　　合削除・修正する部分の順番号指示が要求される。

（J－5）　1
　　　　　NNNN－NNNN（SPEED）GIVE！ハジマリーオワリ

修正の開始番号と最終番号を与えると，その部分が削除され，入力データ領域

に修正開始番号のデータが表示され，メッセージ領域にはジョブを「ツクル」

ときと同じものが表示される。修正内容を順次入力して行き，修正を終了する
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ときには「END＝」を入力する。

（6）　「サクジョ」の場合，削除する部分の順番号を指示するメッセージ（J

　　－5）が表示される。削除が完了すると（J－4）のメッセージが表示さ

　　れる。

（7）　「リスト」の場合，リストをとる部分の開始番号と最終番号を要求する

　　メッセージ（J－5）が表示される。番号を入力すると印字機にジョブ

　　が印字される。ディスプレイ装置の画面は変化しない。リストカ終了する

　　と（J－4）のメッセージが表示される。「ツヅキ」または「NEXT」と

　　すればメッセージは（J－2）となり，次の処理が要求される。

（8）　「DISPLAY」の場合，（J－5）に対してディスプレイ装置上に画面表

　　示するジョブの開始番号と最終番号を与えると，まず1画面分が表示され，

　　メッセージ（』一4）が表示される。「ツヅキ」とすれば次の継続画面が

　　表示され，最終画面が表示された後は「NEXT」と同じように新しい処理

　要求にメッセージが変わる。

5．4．2COMMANDの機能

　COMMANDはCHAIRMANのコマンドを，新しく登録したり，削除したり，

またはコマンド名を変更したりする。無断に削除したり，変更したりすること

を防ぐために常に作成者コードの照合がとられる。

l1〕まず，作成者コードの入力が要求される。

（C－1）　一
　　　　　AAAAAAAA（SPEED）GIVE！AUTHOR’S　CODE

12〕次に処理タイプを指示する。

（C－2）　一
　　　　　N（SPEED）TAKE！1：トウロク，2：サクジョ，3：ナマエガエ

（3）処理対象となるコマンド名を指示する。
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（C－3）　・
　　　　　AAAAAAAA（SPEED）GIVE！　COMMAND　NAME

「サクジョ」または「ナマエガエ」の場合，作成者コードが一致しないときは

処理されない。「トウロク」または「サクジョ」の場合，BEICAシステム生成

のための編集プログラムが作成され磁気テープに出力される。

　（4〕　「ナマエガエ」の場合，新しいコマンド名を指示する。

（C－4）　一
　　　　　AAAAAAAA（SPEED）GIVE！NEW　COMMAND　NAME

⑤　最後に処理継続の指示をする。

（C－5）　・
　　　　　N（SPEED）TAKE！1：ツヅキ2：NEXT・3：END

「ツヅキ」は同じ処理の継続で（C－3）のメッセージが表示される。「N　E

X　T」は新しい処理を要求するものであり，　（C－2）のメッセージが表示さ

れる。「END」はSPEEDコマンドの終了を意味する。

5．4．3ASKの機能

　A　S　Kは間合せ指標の内容を作成したり，修正したり，削除したり，または

指標名を変更したりする。無断に削除したり，変更したりすることを防ぐため

に常に作成者コードの照合がとられる。

　l1〕まず，作成者コードの入力が要求される。

（K－1）
　　　　　AAAAAAAA（SPEED）GIVE！AUTHOR’S　CODE

（2）次に処理タイプを指示する。

（K－2）　一
　　　　　N（SPEED〕TAKE！　1：ツクル，2：シューセイ，3：サクジョ，4：ナマエガエ

「ツクル」は問合せ指標の内容の作成，「シューセイ」はその修正，「サクジョ」
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は問合せ指標の削除，「ナマエガエ」は間合せ指標名の変更をそれぞれ意味する。

　（3〕処理対象となる問合せ指標名を指示する。

（K－3）
　　　　　AAAAAAAA（SPEED）GIVE！　INDEX　NAME

「ツクル」以外の場合，作成者コードが一致しないときは処理されない。

（4）　「ツクル」場合，指標名を与えると後は指標情報の入力となる。

（K－4）
￥＊

￥＊　（SPEED）GIVE！　DETAILS　OF　THE　INDEX

データ入力の開始点は画面領域の先頭であり，1回に1画面分の情報が入力さ

れる。1画面情報の入力は入力データ領域に「￥＊」を入力することによって

行われる。

　1画面情報の入力が行われるとメッセージは変らないがデータ入力マーク（下

線バー）は画面領域の先頭に位置し，次の画面の入力要求を指示する。入力を

中止するには入力データ領域に「END＝」を入力する。

　15〕データ入力が中止されるとメッセージは次のようになる。

（K－5）　一
　　　　　N（SPEED）TAKE！　1：ツヅキ，2：NEXT，3：END

「ツヅキ」は継続して次の画面を入力することを要求する。「NEXT」は入力

を終了し，つぎの新しい処理タイプを要求する。「END」はSPEEDコマンド

の終了を意味する。

　（6）　「シューセイ」の場合，「ツクル」場合と全く同じである。ただ，画面領

域が自画ではなく，修正前の内容が表示される。画面の追加が行われる場合に

は画面領域は白面となる。

　17）　「サクジョ」の場合，問合せ指標名および内容の削除が行われ，継続指

　　示要求のメッセージが表示される。

118



経営分析シミュレーション・ツステムの研究ω（定道）

（K－7）
　　　　　N（SPEED）TAKE！　1：ツヅキ，2：NEXT，3：END

「ツヅキ」は同じ処理の継続で（K－3）のメッセージを表示する。「NEXT」

は新しい処理タイプの要求，「END」はSPEEDコマンドの終了を意味する。

　（8）　「ナマエガエ」は指標名の変更であ孔新しい指標名の入力を指示する

　　メッセージが表示される。

（K－8）
　　　　　AAAAAAAA（SPEED）GIVE！　NEW　INDEX　NAME

「サクジョ」または「ナマエガエ」の場合，それぞれ最初の1画面分が画面領

域に表示される。画面が自画で次のメッセージが表示されたときは作成者コー

ドが一致しないため無視された場合である。

5．4．4AGENDAの機能

　AGENDAは種々の記録ファイルの作成，修正または削除，ファイル名の変

更を行う。無断に削除したり，変更したりすることを防ぐために常に作成者コ

ードの照合がとられる。

　（1）まず，作成者コードの入力が要求される。

（E－1）　一
　　　　　AAAAAAAA（SPEED）GIVE！　AUTHOR’S　CODE

（2〕次に処理タイプを指示する。

（E－2）　・
　　　　　N（SPEED）TAKE！　1：ツクル，2：サクジョ，3：ナマエガエ，4：シェーセイ

「ツクル」は新しい記録ファイルを開設することであり，「サクジョ」は記録フ

ァイルを削除することである。また，「ナマエガエ」はファイル名を変更するこ

とであり，「シューセイ」はファイルの内容を修正することである。シューセイ

はファイルの内容を一部追加したり，変更したり，または削除したりするもの
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である。

　（3〕処理対象となるファイル名を指定する。

（E－3）　一
　　　　　AAAAAAAAAAAA（SPEED）GIVE！　FILE　TITLE

ファイル名が与えられると作成者コードとの照合が行われ，「ツクル」以外の場

合，作成者コードが一致しないと処理は実行されない。

　14〕　「ツクル」場合，ファイル内容の一部を検索するための主題名を付ける。

（E－4）　．
一AA舳A（SPEED）GIVF，　HEADNOTF

主題名は1語または2語よりなる。

　（5）主題名が与えられると，後は記録情報の入力となる。

（E－5）
￥＊＿

￥＊　（SPEED）GIVE！　DETAILS　OF　THE　HEADNOTE

データ入力の開始点は画面領域の先頭であり，1回に1画面分の情報が入力さ

れる。1画面情報の入力は入力データ領域に「￥＊」を入力することによって

行われる。1画面情報の入力が行われるとメッセージは変らないが，データ入

力マークが画面領域の先頭に位置し，次の画面の入力要求を指示する。入力を

中止するには入力データ領域に「END＝」を人力する。

　（6）データ入力が中止されるとメッセージは次のようになる。

（E－6）　1
　　　　　N（SPEED）TAKE！　1：ツヅキ，2：NEXT，3：END

「ツヅキ」は継続して次の画面を入力することを要求する。「NEXT」は入力

を終了し新しい主題名の入力要求を，「END」はSPEEDコマンドの終了要求

を意味する。

17）　「サクジョ」の場合，削除するファイル名を指示する。メッセージは

　　（E－3）と同じである。ファイル名を入力するとそのファイルは削除さ
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　れ，ファイル属性が画面領域に表示される。また，メッセージ領域には継

　続要求の指示が表示される。「ツヅキ」は継続して同じ処理を行うファイ

　ル名の指示を，「NEXT」は新しい処理タイプの指示を，「END」は

　SPEEDコマンドの終了をそれぞれ意味する。

（8〕　「ナマエガエ」の場合，新しく付けるファイル名を指示する。

（E－8）　一
　　　　　AAAAAAAAAAAA（SPEED）GIVE！NEW　FILE　TITLE

以後の手順は「サクジョ」の場合と同じである。

　（9〕　「シューセイ」の場合，新しく追加する主題名または修正を施す主題名

　　を指示する。

（E－9）　一
　　　　　AAAAAAAAAAAA＿AAAAAAAAAAA（SPEED）GIVE！　HEADNOTE

追加するか修正するかは入力した主題名によってきまる。同じ主題名がファイ

ル中に存在すれば修正であり，存在しないならば追加である。

　（1⑪　「シューセイ」の場合，主題名を与えた後はその情報を画面単位で入力

　　する。

（E－1O）
￥＊＿

￥＊　（SPEED）　GIVE！　DETAILS　OF　THE　HEADNOTE

データ入力の開始点は画面領域の先頭であり，1回に1画面分の情報が入力さ

れる。入力データ領域に「￥＊」を入力することにより1画面分が入力される。

入力が完了するとメッセージは変らないが，データ入力マークが再び画面領域

の先頭に位置し，次の画面入力の要求を指示する。入力を中止するには入力デ

ータ領域に「END＝」を入力する。

　ωデータ入力が中止されると次のメッセージが出る。

（E－11）　一
　　　　　N（SPEED）TAKE！　1：ツヅキ，2：NEXT，3：END
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「ツヅキ」は次の画面の入力要求を，「NEXT」は画面入力を終了し，次の新

しい主題名の入力要求を，「END」はSPEEDコマンドの終了要求をそれぞれ

意味する。

　また，1画面の情報も入力されずに「NEXT」が選ばれると主題名は削除さ

れることになる。したがって，主題名およびその内容を削除するには，まず（E

－9）のメッセージに対して主題名を入力し，次いで（E－1O）に対して直ち

に「END＝」を入力し，最後に（E－11）に対して「NEXT」を選択する。画

面領域には削除された主題名およびその属性が表示される。
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研　究会　記　事

世界経済構造研究専門委員会

第4回（昭和49年11月7日）

最近のブラジル経済情勢

西　　向　　嘉　　昭

　68年以降「ブラジル経済の奇跡」と呼ばれている高度経済成長を分析し，それを可

能ならしめた重要な諸要因として，つぎの諸点を指摘した。

　（1）政治的安定による経済政策の連続性。

　（2）インフレ抑制策およびその系としてのインフレ効果中和策（価値修正方式）の

　　適用により，経済的歪曲およびそれに伴なう成長阻害効果が克服されたこと。

　（3〕工業製品を含む輸出の多様化と，輸出振興措置による輸出の急増。

　（4〕地域開発，重点的産業および資本市場の育成に関して適用された税制上のイン

　　センティブによる民間投資の誘発。

　15）価値修正方式の導入と資本市場への投資の税制上のインセンティブの結合効果

　　としての国内貯蓄率の上昇。

　（6）積極的な外資導入政策による外資の大量流入。

　しかしながら，ブラジル経済の高度成長はいくつかの重大な課題を内包しており，

とくにつぎの諸点が注目される。

　（1〕国内市場拡犬に必要な所得再分配政策と，高い国内貯蓄率および投資率を維持

　　することの矛盾。

　12）遊休設備の完全利用後に必要な新規投資は，資本・産出高比率の高いものであ

　　り，それを支えるに十分な国内貯蓄率の引き上げが可能か。

　（3〕政策の重点が，直接的な生産部門から漸次社会資本の拡充に移行しつつあるが，

　　これが経済成長率の犠牲またはインフレ的資金調達手段に訴えることなしに可能

　　か。

　14）先進工業国の低成長および工業製品の「あげ底」輸出と，他方石油危機以来の

　　輸入価格の上昇を併考するとき，果して国際収支均衡を維持し得るか。
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　　第5・6回（昭和50年1月24口および2月7日）

「国際金融における今后の諸問題」　（Iお一よびI）

名古屋市立大学教授

松　　永　　嘉　　夫

　本専門委員会においては，途上国（特にA　S　E　A　N諸国）における今後の経済開発

の方向についての研究を実施しており，松永教授には，特に“国際金融の今後の動向”

についての助力をうる為に，昭和49年度（後期）における研究所非常勤講師を委嘱し，

表記の2日間にわたり，研究会での報告をえた。

　表記2回にわたる研究会での松永教授の報告は，l1世界全体としての国際金融体制

が今後どのような形で再編成されてゆくであろうかという問題，および（2階にその動

向が途上国にお一ける今後の経済開発にあたってどのような影響をもっであろうかとい

う問題，を中心として述べられた。特に，第2の問題として，（a国際金融体制の今後

の再編成の動向がどのような形をとるかにより，途上国での外貨準備の持ち高に重要

な影響が生じる可能性があること，（b〕また石油産出国が保有するドルの去就が途上国

の今後の経済開発の成否に大きな影響を与えることになるであろうこと，等が述べら

れた。また，東南アジア諸国の間での決済同盟結成の可能性の存否についても，討論

の席上にて議論が行なわれた。　（片野記）

情報システム専門委員会

第34回（昭和49年5月13日）

データ・べ一ス・システムの動向

民　　野　　庄　　造

　データ・べ一ス・システムは，多種多様のデータないし情報を，組織的に構成され

た集合体として確立し，それらを集中かっ統一的に管理してゆくための手法である。

その原形は，米・英にみられる資料保管所（Data　Archives）であるといわれている。

資料保管所は，学術的な調査・研究分野を対象に，特定のA㎜1yst　Researcberの要

求にそうためのデータを集めることから出発した。

　データ・べ一ス・システムのコンピュータ化は，米軍が1950年代終りから1960年代

初めにかけて広範囲のデータを集中化し，かっ多数の管理指令システムを開発しオー
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フンで使用させてきた。そのシステムの中心になったデータの集合をデータ・べ一ス

といったことにはじまる。以後，M　I　S（Managem㎝t　Infomati㎝System），I　S

（Informati㎝System）の提唱など情報システムの高度化・総合化への要請と，過去

に形成された情報システムの反省をもふまえた新しい情報システムとしてデータ・べ

一ス・システムが注目されるようになっ心ソフトウェアとしてのデータ・べ一ス・

システムは，多数のものが開発されているが，GE社の開発になるIDS（Integmted

Data　Store：1963年開発），I　BM社のI　M　S／360（I皿fomati㎝Managem㎝t　Sys・

tem：1969年完成）はその代表的なものである。また，COBOLの開発母体である

CODASYLのデータ・べ一ス・システムに関しての活動は特記すべきものがある。

　本報告では，データ・べ一ス・システムの位置づけを行うとともに，データ・べ一

ス・システムの分類，特性，構造等に触れながら今後の展望を行った。

第35回（昭和49年6月10日）

都　　藤　　希八郎

　これは，経済経営研究叢書経営機械化シリーズ第9・1o・12に発表したE　D　P　S室

の物理的環境に関する具体的な資料を中心に，その計画思想と技術的解決法について，

設定過程を通して述べたものであ乱

　まず立地問題の過程で，経営管理上からの要求と技術的制約により，都市か郊外が，

専用建物か共用建物か，既存建物か新築建物がの別をはじめ各種の条件が決まり，環

境は基本的に大きく制約される。

　このような条件の下で，E　D　P　S室の環境は次の考え方で具体的に形成されていく。

la殿置される建物は人命およびE　D　P　Sが天災・人災から安全である。（b睦物自体と

E　D　P　Sが必要な機能を発揮する。lc以上2つの基盤に立って内部ならびに周辺の適

切な環境を技術的に形成する。

　なお，最近の大規模専用ビル，E　D　P　Sへの人災，E　D　P　Sへの大気汚染の影響お

よび在来からの人とE　D　P　Sとの空気条件の差異などに関する問題は今後の検討を必

要とする。

HITAC－8350のMPS

（Mathematica1Programming　System）について

伊　　藤　　駒　　之

M　P　SまたはHM　P　Sは線型計画問題を処理するための計算機（HITAC－8000シリ
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一ズ）プログラムのシステムである。

　このシステムにおける利用手続はFortr㎝言語の文法を多くとりいれている。しか

しながら細い点においてかなり大きい相違があるので，このシステムの利用には注意

深い配慮が要求される。Fortranとの類似性はFortranの熟達者に親近感を与えると

してもFortran文法そのものとは異なる点がかなりの個所に見うけられるのでPro・

grammi㎎mistakeを犯す可能性は小さくない。

　ここでは，Fortranとの相違を指摘するという観点に重きをおき，MP　Sの使用法

の概略を報告する。

　定数に関しては，整数型，浮動小数点型，英数字型の3種類が利用可能である。整

数型は最大7桁，浮動小数点型は最大8桁，英数字型は最大8文字までで表現されな

ければならない。その他の表現形式の制限もかなり強いものがあるが，そのことのた

めに利用者に混乱を起させないと考えられる。

　変数に関しては，定数とは異り少し注意が必要とされ乱このシステムにおける変

数には4つのタイプがある。整数型では頭文字がIであり，浮動小数点型ではFであ

り，英数字型ではAであり，割り込み型ではKである。これら4つの各タイプの変数

は，また，C　R変数とUW　S変数にわけられる。

　ユーザが定義する変数はUWS（User’s　Worki㎎Storage）変数である。CR

（Comm㎜icati㎝Region）変数はシステムに組みこまれている変数で，ユーザが定義

できる変数ではない。UWS変数は4文字以内でかつ第2番目の文字はWでなければ

ならない。C　R変数は線型計画を解く手続において有益と考えられる変数で，初期値

があらかじめ設定されている。もちろんユーザがこれらの値を変更することはできる。

割り込み型変数の内容はある条件が満足された場合にブランチするStatem㎝t　Num・

berである。例えばKMA』ERの内容は大きなエラが起った場合の割り込み先である。

　このシステムのコントロール言語にはっぎのような種類のステートメントがある。

S　Y　S　D　Vステートメント，C　A　L　Lステートメント，演算ステートメント，制御ス

テートメント，WRITE，TITLEステートメント，END，STOPステートメントであ
る。

　これらのうちユーザが特に注意すべきステートメントとしてCALLステートメン

ト，演算ステートメント，制御ステートメントが挙げられる。C　A　L　Lステートメン

トはシステムが用意しているpm㏄dureを実行させるときに使用され乱そしてこの

ステートメントの使用方法から判断されるように，このシステムではユーザがFortmn

におけるようにPr㏄edureまたはSubro皿tineのプログラムを作ることはできない。た

だし，この意味はそのような機能をもつプログラムを作ることはできないということ

ではない。

　演算ステートメントでは割り込み型変数以外の変数が利用可能である。そして演算

式は一回の加減乗除しか許されていない。

　制御ステートメントには，ASSIGN，GOT0，IF，RETURNの各ステートメントが
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ある。ASSIGNステートメントは割り込み型の変数にステートメント番号を設定する

ときに使用される。GOTO，ステートメントはステートメント番号が示す番地または割

り込み型のUWS変数の内容が示す番地にブランチするときに使用される。I　Fステ

ートメントではFortranの論理演算タイプのみが利用可能である。RETURNステート

メントは，システムが用意しているPr㏄edureの実行中に割り込み変数による割り込

みが起ったとき，そのブランチ先のプログラムから割り込みを起したPr㏄edureに戻

る場合に使用される。

第36回（昭和49年7月1日）

証券業における情報システム

神戸大学経営学部

　　　　　小野二郎

　証券業界におけるコンピュータの利用は，証券会社における事務処理の機械化，証

券取引所業務の機械化，および市場形成のための情報システムの展開の3つの領域を

軸にして進んできたが，とくにアメリカにおいては，第3の領域の発展が著るしく，

いわゆる第3市場，第4市場の形成・拡大を促進している。そして，このことは，手

数料問題とも結びついて，証券市場全体の構造を本質的に変換させようとする動きさ

えも生ずるにいたった。すなわち，セントラル・マーケット・システムヘの動向であ

る。

　本報告は，コンピュータの利用が，NASDAQ，NYSF　B1㏄k　A皿tomati㎝Syst㎝、

Aut　Ex　System，Instinetなど，機械化された店頭市場をつくり出し，それがNYSE

を始めとする既存の取引所の地位を脅かすにいたった経過を検討し，このことを契機

として，アメリカ全体をコンピュータとデータ通信をもって結んだ統合市場構想，す

なわちセントラル・マーケット・システムの構想が出てきた事情を明らかにしようと

したものである。

　このシステムは，未だ一部実験の段階にあるにすぎないが，従来の証券市場のイメ

ージをくつがえすような大変革をもたらすのみならず，国際証券市場の在り方にも影

響を与えるといわれている。わが国においても十分に検討しておくべき，重要な問題

であろう。
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　　第37回（昭和49年11月25日）

事務管理論から情報システム論まで

米　　花　　　　　稔

　さきにP　C　Sを中心とする経営機械化から，コンピュータを中心とするE　D　P　Sま

での，わが国の企業経営を中心とする4分の1世紀余にわたる推移を考察したので，

ここでは，そのような展開の間における経営機械化についての考え方，理論的研究の

推移をあとづけることとした。

　わが国においては，第2次戦後，昭和20年代なかばからP　C　Sによる経営機械化が

一般化しはじめたが（戦前からのP　C　S化はきわめて一部に限られていた），これに関

連する事務管理論，経営機械化論などの研究は，産業界の現場で徐々に進められたが，

学界としては，きわめて1部にすぎなかった。コンピュータを中心とする経営機械化

がアメリカにおいてみられはじめ，それにともなう研究成果が紹介されるにおよぴ，

P　C　Sを中心とする段階において，次第に経営機械化論も展開されはじめた。

　コンピュータが真空管による第1世代，トランジスタによる第2世代，I　Cによる

第3世代と進展するにともなって，I　D　Pからトータル・システム，さらにはM　I　S

（マネージメント・インフォメーション・システム）などの構想が示されるとともに，

それらをめぐって，次第に学界においても経営機械化論から情報システム論へと発展

していった。

　ここにおいて，それまでのデータ・プロセシングを中心とする経営機械化論と，マ

ネジメント・サイエンス論とが一体となって，意思決定論と情報とのかかわりが中心

となるにおよぴ，研究関心はとりわけ目立ってきている。

　この間の推移を，主要なる文献を中心に考察して，現出したものである。詳細は，当

研究所叢書経営機械化シリーズに詳論してあ乱

舞38回（昭和49年12月16日）

行列簿記と双対問題

和歌山犬学助教授

藤　　田　　芳　　夫

　もし複式簿記が「計画のための道具」として機能しうるものであるならば，その一

つの途は行列簿記によってであり，しかもそれは経済学で確立している投入産出分析
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の概念と方法を拡張し適用することによってである。したがって，この方法は企業の

勘定体系に応用されたI／0分析的方法であり，線形会計学と言うべきものである。

　そこで，まづ第一に行列簿記という形で企業レベルで投入産出分析を行うための最

低限の必要条件を明らかにし，第二に，このために作った最も単純なモデルを出発点

としてより現実的なものにするための方法を明らかにした。

　この企業レベルでI／0分析的方法を適用することの可能性はすでに1956年に着目さ

れていたにも拘らず，これまで進展しなかった最も重要な理由は，企業レベルでの

I／0分析又は線形会計分析を行うための勘定分類（仕訳）と通常の決算中心主義の勘

定分類（仕訳）とが同じではないと言うことが明白に認識されなかったからである。

　また，企業レベルでの拡張されたI／0分析の特色として，△列で計算される財産法

による損益計算の諸要素を外生変数とする方法と，P／L行で計算される損益法による

損益言十算の諸要素を外生変数とする方法の二つがあると言う点を指摘した。そして△

列とP／L行を同時に外生変数とすることは出来ないと言う点も基本的特徴の一つであ

る。

　この財産法的計画と損益法的言十画の二種類があることから，L　P化した場合，双対

問題の定式化が次回のようになるという特色が生れるのである。

　　　　　　　　LP化した財産法的計画と損益法的計画の関係

財産法Primlく… …う財産法Du皿1
（ト〃〕x≧戸 （∫一〃）Tw≦B

min B・x max F・w

損益法Dual 損益法Prim乱1
（トωTγ≧C （∫一ん）xく8

min 8・y く…・ …）　max C・X

129



執資者紹介

井上一忠勝……・……

能勢信子………・．’．

藤田正寛…………’

西向嘉昭…・

定道　　宏・…

（執筆順）

・・ ｳ　　　授・国際経営部門

　教　　　　授’’o営学博士・経営計測部門

…・・d済学博筆・国際資金部門

・・ ｳ　　　授・中南米経済部門

…・…・ 教　授・経営計測部門



　　　　　　　　　　　経済経営研究（既刊）目次

　　　　　　　　　　第23号（皿）昭和48年8月30日発行

アルゼンチンおよびブラジルの輸入貿易構造の比較研究・…

ブラジル経済の高度成長…・・

会計利益情報と株主意思決定・・・…

単純最小2乗推定量の有効性：巾等共分散行列の場合…一・・

明治期「三ツ割」制度の一考察・・・・…

〔資料〕

企業の発展と社名の変化…・・

　　　　　　　　　　第24号（I）昭和49年7月20日発行

アルゼンチンとブラジルの国際収支構造の比較研究…

客船の船内作業の特徴と船客サーヴィスの実情一…・・

米国多国籍企業と米国経済……………

国際資金とユー口・ダラー………………

純生産可能条件と剰余条件・・……・…・・・…

便宜置籍船と船員間題一一・……一・・一…一・

発展途上国の経済統合理論の新展開一

国際経営と経営計画の新展開1

複数国際通貨のシステムとその安定性…

　　　　　　　　　　第24号（1I）昭和49年8月20日発行

わが国地域開発政策の推移・・…・・・・…

国民支出の構造変化一・

会計利益情報の探求促進機能………・…

戦時期企業整備の諸問題…・・

投資の評価基準に関する覚書一……………・一一……

投資案の選択…

　　　　　　　　　　第25号（I）昭和50年7月31日発行

わが国の産業立地の業態的推移の考察一

世界貿易構造の指標……

海員組合の賃金政策一…・…

確率分布型会計データーと株式投資家の効用変化…・…

タイ経済の動向と日系企業の適用……・…

伊藤忠商店における財務管理方式一・……

・・?c冨久雄
・・ｼ　向　嘉　昭

・・ ?@野　　勲
・・ 閨@道　　宏
・高　橋　久　一

・・ ｶ　島　芳　郎

・川田冨久雄
・・ｲ々木誠治
・井

・・｡
・・ﾐ
・山

・・ｼ
・・g
一井

・・ﾄ
・・¥
・中

・高

・・

・・ﾉ

・・ﾄ
・・ﾐ
・山

・中

・・g
・高

上

田

野

本

向

原

川

花

勢

野

橋

道

藤

花

野

本

野

原

橋

忠

正

彦

泰

嘉

英

信

久

彦

泰

英

久

勝

寛

督

昭

樹

宏

稔

子

勲

宏

之

総

督

勲

樹



　　　　　　RES日＾RCH　lNSτIτUτ1≡FOR

ECON◎MlCS＆8口SlN巨SS＾DMINISτRA■『一〇N
　　　　　　　　　KO目I≡UNlV巨RSlTY

　　　　　　　　Di祀。to！＝Soiji　S＾s＾“I

　　　　　　　　So酊。t＾，フ＝K唱1iol11I“旦。＾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0冊鵬＝T－10K8日。mgt8回Momori目I　Holl

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K◎目巨UNlV一≡RSl一『Y

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ROKK◎、KO目巨1」AP＾N

昭和50年10月15目印刷

昭和50年10月20日発行

　　　編集兼発行者

神戸市書区六甲台町
締戸大学経済経営研究所

　　　　目］刷　所

奈良県天理荷川原城町

天　理　時　叡　杜



Annual　Report　on　Economics

and　Business　Administration

25（皿）

1975

CONT皿NTS

Jersey　standard0畳1in　Mesopotamia……一…一…・……Tadakatsu　IN0UE

Comparative　M1ajor　Components　of　National　Income　of

　Japan　and　the　UK　delineated　by　Hicksian　Format……Nobuko　NossE

Intemationa1Money　Flows　and　the　Changing　Parity……M1asah…ro　FUJITA

Equitab1e　Distribution　of　the　Costs　and　Bene丘ts

　of皿。ommic　Integration・…．・・．。…．．．．．、、・・……．．……、Yoshiaki　NIsHIM口KAI

A　Study　of　SimuIation　Techniques缶r　Appraising

　Firms，Financial　Statements……・・…　　　　　　・・“…Hiro目hi　SADAMIcHI

R1≡Sl≡ARCl－l1NSTπuTE1＝◎R匡CONO州CS

　　AND　B∪SlNl≡SS　AD州NlS↑RATlON

　　　　　　　KO匪∪N1V筐RSITY


